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１ 水源環境保全・再生施策のあらまし 

  神奈川県は、工業化や都市化による人口の増加に伴う水需要の急増に対応するため、

相模ダムの建設をはじめとして早くから水源開発に努め、平成13年の宮ヶ瀬ダムの完成

をもって、経済の発展や豊かな県民生活を支える水資源の供給体制を整えることができ

た。しかし、水を育む水源環境に目を向ければ、丹沢をはじめとする水源地域の森林で

は手入れ不足により荒廃が進み、ダム湖では生活排水などによる水質汚濁が問題となっ

ていた。 

いのちの源である水を、将来にわたり安定的に利用できるようにするためには、水源

地域の自然環境が再生可能なうちから保全・再生に取り組む必要があることから、神奈

川県では、｢将来にわたり県民が必要とする良質な水の安定的確保｣を目的として、平成

19年度以降20年間にわたる水源環境保全・再生の取組全体を示す｢かながわ水源環境保

全・再生施策大綱｣（以下、｢施策大綱｣）と、この施策大綱に基づいた｢かながわ水源環

境保全・再生実行５か年計画｣（以下、｢５か年計画｣）を策定し、個人県民税の超過課

税（水源環境保全税）を財源として、特別な対策を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現在、第３期５か年計画（平成29年度～令和３年度）に基づき事業を実施しており、

本報告書はその４年目である令和２年度までの実績を点検・評価するものである。 

 

 「かながわ水源環境保全・再生 
施策大綱」 

「第３期かながわ水源環境保全・再生 
実行５か年計画」 

計画期間 20年間（平成19～令和８年度） ５年間（平成29～令和３年度） 

内  容 

施策を総合的・体系的に推進する
ための取組の基本的考え方や分野ご
との施策展開の方向性を示したも
の。 

「施策大綱」に基づき、取組を効果的かつ
着実に推進するため、「水源環境保全税」
により５年間に充実・強化して取り組む11
の「特別対策事業」について定めたもの。 

１ はじめに 
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２ 点検結果報告書作成の経緯・趣旨 

（１）県民会議の役割 

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」(以下「県民会議」）は、水源環境保全

税を財源に行う施策に県民意見を反映させるために県が設置した組織である。 

有識者、関係団体、公募委員の24名からなり、５か年計画に位置付けられている特

別対策事業について、実施状況を点検・評価し、その結果を県民に分かりやすく情報

提供する役割を担っている。公募委員を中心とした作業チームについては、連携の強

化と効率的な運営のため、令和２年度より２つの作業チームに再編した。 

 

  水源環境保全・再生かながわ県民会議の仕組み  

 

 

 

 

 

 水源環境保全・再生かながわ県民会議  

      【役割】 施策評価・市民事業等支援・県民への情報提供 

      【構成】 ①有識者  (９名)－専門的視点からの意見 

           ②関係団体(５名)－施策連携等の視点からの意見 

           ③公募委員(10名)－県民の視点からの意見 

 

      

      

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               
 
 
 

施策調査専門委員会 

【役割】施策評価及びモニタリ

ング方法の検討 

【構成】森林、水、環境政策等

の有識者 

市民事業専門委員会 

【役割】市民事業等支援制度の

検討 

【構成】市民活動等の有識者及

び関係団体 

情報発信チーム 

【役割】県民フォーラム（幅広い

県民の意見収集及び情報

提供）の企画運営、情報

提供、広報のあり方等の

検討 

【構成】公募委員中心 

県民の意見を施策に反映 

連 

携 

専門家による特定課題の検討 

   ( 専門委員会 ) 

事業モニターチーム 

【役割】県民目線での特別対策事

業のモニター（点検）の

実施及び評価 

【構成】公募委員中心 

県民視点による広報・広聴の取組 

報 告 

県民（個人・ＮＰＯ・事業者等） 

参加・意見表明 

県民への 

情報提供 
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（２）経緯・趣旨 

県民会議では、平成21年３月に各特別対策事業とその最終目標である「良質な水の

安定的確保」という効果を評価する道筋を「各事業の評価の流れ図（構造図）」（0-

4ページ）として整理した。（森林や河川の保全・再生等の取組による事業効果は、

0-5ページ参照）併せて、特別対策事業の実施状況を点検・評価した結果を県民に分

かりやすく情報提供するため、平成19年度の事業実績を中心とした点検結果報告書を

作成した。以後、毎年３月に前年度の事業実績を中心に点検結果報告書を作成してい

る。 

また、平成27年８月に続き、モニタリング結果をもとに定量的あるいは定性的に総

合的な評価を行うため、平成19年度から30年度の12年間の取組実績やモニタリング調

査の結果を基に「総合的な評価（中間評価）報告書」のとりまとめを行った。 

点検結果報告書では、４つの点検要素（①事業進捗状況、②モニタリング調査結果、

③事業モニター意見、④県民フォーラム意見）によりアウトプットや１次的アウトカ

ムまでの評価を行い、モニタリング調査に基づく高次な評価（２次的アウトカム、最

終的アウトカム等）については「総合的な評価（中間評価）報告書」で行うこととす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪アウトプット、（１次的・２次的）アウトカムについて≫ 

 
施策の点検・評価の中で、実施した事業量（森林の整備面積、

河川・水路の整備箇所数）のことを「アウトプット」、事業を

行った結果出てくる各事業の成果（下草植生の回復、水質の浄

化など）のことを「１次的アウトカム」、さらに森林や河川全

体に現れる効果（水源かん養機能の向上、生態系の健全化な

ど）のことを「２次的アウトカム」と呼んでいるよ。 

＜点検・評価の仕組み＞ 
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各事業の評価の流れ図（構造図）
　 〈各事業の量的指標〉

　　　　　〈評価の視点〉 アウトプット ２次的アウトカム

〈各事業〉

１　水源の森林づくり  

５　地域水源林整備

※1 主に植被率

４　間伐材の搬出

２　丹沢大山の 下層植生の回復

　　保全・再生 土壌流出の防止

３　土壌保全対策の 下層植生の回復

　　推進 土壌流出防止対策 土壌流出の防止

（柵工、土留工等）

６　河川・水路の

　　自然浄化対策

８　生活排水処理施設 下水道の整備

　　の整備促進

７　地下水保全対策

 

　　　　　　　　　　〈評価の指標〉 〈各事業の質的指標〉 <各事業の統合的指標＞ 〈施策全体の目的〉

１次的アウトカム 最終的アウトカム

≪長期的評価（10年～20年）≫
５年ごとの定期モニタリング調査結果や

既存の継続的調査による評価
評価の時間軸

≪短期的評価（単年度）≫
単年度あるいは５か年の

累計による評価

≪中期的評価（５年）≫
３～５年程度の継続的

モニタリングによる調査結果
による評価

(

全
体
の)

将
来
に
わ
た
る
良
質
な
水
の
安
定
的
確
保

自
然
が
持
つ
水
循
環
機
能
の
保
全
・
再
生
（
水
源
保
全
地
域
）

生
態
系
（
森
林
・
河
川
）
の
健
全
化

水源林の確保

森林の整備
（間伐、枝打ち等）

水
源
か
ん
養
機
能
の
向
上

下層植生の回復※１
土壌流出の防止

森林モニタリング１
(対照流域法)

面積

普及率
面積

適正な森林

適正な森林森
林
の
保
全
・
再
生

河
川
の

保
全
・
再
生

水
源
環
境
へ
の

負
荷
軽
減

地
下
水
の

保
全
・
再
生

森林モニタリング２

(人工林整備状況調査)

経済価値評価

事業モニタリング

事業モニタリング

事業モニタリング

搬出支援（経費助成）
技術指導 搬出量

箇所数

適正な森林

ブナ林の再生

土壌流出防止対策
（丸太柵、植生保護柵）

面積

◇ 植生の多様化（質的改善）
・ 下層植生の出現種数

・ 草本の丈高
・ 希少種
・ 各階層の樹幹密度 など

◇ 土壌の保全

・ A0層の厚さ
・ 土壌微生物、昆虫相

◇ 野生生物等の生息環境
・ シカの生息密度
・ 林内、林床の生息環境

動物、昆虫相
多様化の標徴種(小型動物、鳥類等）

・ 水質の改善の標徴種（底生生物等）
・ アンブレラ種

持続可能な森林

事業モニタリング

持続可能な森林

事業モニタリング

持続可能な森林

事業モニタリング

高標高域・森林整備と
一体となったシカ管理

箇所数

事業モニタリング

事業モニタリング

水
源
水
質
の
維
持
･
向
上

河川モニタリング

公共用水域水質調査

地
下
水

生活排水（窒素･リン）の

流入抑制

負荷量軽減

地下水かん養対策
地下水汚染対策

地下水の水位レベルの維持
地下水の水質の維持･改善

地域数 水量・水質監視

ダ
ム
湖

河
川
中
流
域

高度処理型浄化槽の
導入

設置数

生態系配慮の整備
直接浄化対策

箇所数

生態系の保全
水質の浄化 生態系保全

水質改善

地下水
モニタリング

安定した水
の供給源

将来にわた
る水源環境

の維持

水質の確保

施策大綱の取組

森林モニタリング３
(森林生態系効果把握調査)

箇所数
面積
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設置後２年目の植生保護

柵内外の比較。シカの餌

が乏しくなる期間の採食

圧を回避できた様子がう

かがえる。 

捕獲技術や野生生物の専

門知識を持ったﾜｲﾙﾄ゙ ﾗｲ

ﾌ・ﾚﾝｼ゙ ｬー による、ﾆﾎﾝｼ゙

ｶの管理捕獲。 

 

河川の保全・再生、水源環境への負荷軽減等の取組による事業効果 
生態系に配慮した 

河川・水路等の整備 

生活排水対策 

（下水道・合併処理浄化槽整備） 

生活排水（窒素・

リン）の流入抑制 

自然浄化 

機能の回復 

多様な河川 

生態系の保全 

生態系に配慮した河川整

備。瀬や淵ができたこと

で､自然浄化機能が向上

し､生物の生育にも適した

場所となった。 

 

汲取り便槽から窒素・リ

ンを除去できる高度処理

型合併処理浄化槽への転

換。 

 

下水道整備の様子。管の

埋設位置が深いため、地

表を掘削せず地中を貫通

する推進工法を採用。 

地下水のかん養対策 

・汚染対策 

→7番事業（7-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

水源水質の維持・向上及び 

生態系の健全化 

ダム湖の 

アオコ 

 

 
水位・水質の 

維持・改善 
→8番事業（8-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 
→6番事業（6-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

→8番事業（8-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

休耕田や冬期水田を借上

げ、水田に水を張った状

態にすることで地下水へ

のかん養を図っている。 

→２番事業（2-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 
→3番事業（3-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

森林整備 

（間伐、枝打ち） 

植生保護柵の設置 

シカの管理捕獲 

シカによる 

採食圧の低減 

下層植生の回復・ 

落葉の堆積の増加 

土 壌 保 全 

水源かん養機能の維持・向上及び生態系の健全化 

森林の保全・再生の取組による事業効果 

林内に 

日照が戻る 

間伐などの森林整備

から５年が経ち、下

草や低木が回復した

様子。 

土壌流出防止対策 

（丸太柵等の設置） 

土壌流出防止対策実施

後の様子。林地崩壊の

防止が図られ、やがて

植生の回復が期待でき

る。 

降雨時の地表流の減少 

（地中への浸透が増加） 
→２番事業（2-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 →1番事業（1-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

※9番事業は、山梨県との共同事業であり、10、11番事業については、事業の効

果について評価するための事業であるためこのページには載せていない。 
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３ 本書の構成及び関連情報について 

（１）本書の構成 

  Ⅰ はじめに … 【P0-1～0-7】  

水源環境保全・再生施策のあらまし、点検結果報告書の作成の趣旨、評価の方
法・構造、関連ホームページのリンク先などについて記載している。 

 Ⅱ 11の特別対策事業の点検結果の総括（まとめ） … 【P0-9～0-13】  

点検・評価結果の総括、事業費実績及び進捗状況一覧について記載している。 

    Ⅲ 各事業の点検結果 … 【P1-1～11-5】  

    特別対策事業毎に事業の概略や点検・評価の仕組みに基づき行った点検の結果を
記載している。 

    Ⅳ あとがき … 【P12-1～12-5】  

    施策調査専門委員会における検討過程を記載している。 

 

（２）関連情報 

本報告書を作成するにあたって参考とした詳細情報等を資料編として県ホームペー

ジに掲載している。（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/r2_tenken_kekka.html ） 

○ 事業モニタリング調査実施状況 

○ 市町村別事業実績一覧（市町村事業） 

○ 県民フォーラム意見について 

○ 総合的な評価（中間評価）報告書（令和２年６月） 

○ 第６期水源環境保全・再生かながわ県民会議委員名簿 

 

（３）関連ホームページ一覧 

○ かながわの水源環境の保全・再生をめざして 

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/index.html 

○ 水源環境保全・再生の取組 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1163321.html 

○ 水源環境保全・再生施策大綱（H19～R8） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23516.html 

○ 第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画 

   http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1081035.html 

○ 特別対策事業の紹介 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23427.html 

○ 水源環境保全・再生かながわ県民会議 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1188158.html 

○ 施策調査専門委員会（議事録等） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html 

○ 市民事業専門委員会（議事録等） 

  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23283.html 

○ 県民会議による点検結果報告書 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1110564.html 

○ 事業モニター結果概要 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html 

○ 県民フォーラム結果概要 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html 

○ 総合的な評価（中間評価）報告書 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1230000.html 

 この報告書の関連情報は

県のホームページに掲載

されているので見てね。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/r2_tenken_kekka.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1163321.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23516.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1081035.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23283.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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２ 第３期５か年計画の特別対策事業（11 事業）のあらまし 

１  

 ダム水源等を保全する上で重要な水源の森林エリア内の

私有林について、水源かん養など森林の持つ公益的機能を

向上させるため、森林の状況に応じた管理・整備を推進しま

す。また、人材の育成を図るため「かながわ森林塾」を実施

します。 

 水源の保全上重要な丹沢大山を中心に、シカ管理による

林床植生の衰退防止、ブナ林の再生、登山道整備、県民連

携・協働事業による保全・再生等に取り組みます。 

 

 県内水源保全地域内の崩壊地において、崩壊の拡大や森

林土壌の流出を防止するため、土木的工法も取り入れた土

壌保全対策を実施します。また、水源の森林エリア内の土壌

流出が懸念される森林において、多様な工種を組み合わせ

た土壌保全対策を実施します。 

 

 森林資源の有効利用による持続的・自立的な森林管理の

確立のため、間伐材の集材・搬出に要する経費助成などの

支援を行います。 （対象地域：県内水源保全地域） 

 

 市町村が主体的に取り組む地域水源林の確保・整備や、

森林所有者が行う高齢級間伐を支援します。 

（対象地域：県内水源保全地域） 

小仏山地 

丹沢大山地域  

箱根山地    

（②） 

 
水源の森林エリア（①） 

地域水源林エリア 

県内水源保全地域（③,④,⑤） 
＜対象地域＞ 

 市町村が管理する河川・水路等において、市町村が主体

的に取り組む生態系に配慮した河川・水路の整備を支援し

ます。 

（対象地域：相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域） 

 

 

 地下水を主要な水道水源として利用している地域を対象

に、市町村が主体的に取り組む地下水かん養対策や水質

保全対策を支援します。 

 生活排水処理率の向上を目指し、市町村が実施する公共

下水道の整備や合併処理浄化槽の整備を支援します。 

（対象地域：相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域） 

 相模川水系の県外上流域において、山梨県との共同事業

として森林整備や生活排水対策を実施します。 

 水環境全般にわたるモニタリングを行い、事業の効果を測

定するとともに、その結果や事業の実施状況を県民へわか

りやすく情報提供します。（対象地域：水源保全地域） 

 「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の活動を通じ、

県民の意志を施策に反映し、施策に関する県民理解を促進

します。（対象地域：県全域） 

丹沢湖 

相模湖 

津久井湖 

宮ヶ瀬湖 

山梨県 

静岡

（酒匂川） 

（相模川） 

 

相模川水系県外上流域（山梨県）（⑨） 

酒匂川水系県外上流域（静岡県） 

県内水源保全地域 

   
水源保全地域（⑩） 

相模川水系・ 

酒匂川水系取水堰の 

県内集水域（⑥,⑧） 

（   県内ダム集水域） 

地下水を主要な水源と 

している地域（⑦） 

62.44 億円 

 ２ 12.52 億円 

（ 金額は、５年間の水源環境保全税充当額） 

13.1 億円 ３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

15.5 億円 

28.65 億円 

14.9 億円 

3.96 億円 

 ８ 34.83 億円 

 ９ 1.9 億円 

 10  10.4 億円 

 11 
2.3 億円 

※ 市町村が取り組んでいる事業に関係が深い施策や地
域特有の課題に係る施策については、市町村が主体的・
計画的に取り組むものとして、５か年計画では、４つの
市町村事業（５番から８番）を位置づけています。 



 
 

 

 

 

 

 

Ⅱ 特別対策事業の 

点検結果の総括 
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 全体の総括  

施策の点検・評価の役割を担う県民会議では、事業の進捗状況、モニタリングの調査結果、県民視点からの

事業モニターや県民フォーラムの意見などを踏まえて、11の特別対策事業の多面的な評価を行った。 

第３期５か年計画の４年目となる令和２年度における11事業全体の事業費の執行状況ならびに事業進捗に

ついては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、イベント等の開催を自粛したため県民フォー

ラム等の取組は実施できなかったが、その他の事業については概ね計画通りの進捗であった。 

令和２年度までの第３期５か年計画の進捗は、森林関係事業では、荒廃が進んでいた私有林で重点的に整備

を行うとともに、丹沢大山地域やその周辺地域でのシカ管理、ブナ林再生のための調査研究など、様々な取組

を進め、全体としては計画通りに進捗していた。この結果、下層植生が回復し、土壌保全が図られるなどの成

果が出てきている。その一方で土壌保全対策では、令和元年度東日本台風により事業予定箇所の崩壊が拡大

するなど、事業予定箇所や工法の見直しが生じており、第３期５か年計画の当初目標の達成は困難であるが、

必要箇所の着実な整備を期待したい。 

森林の公益的機能を持続させるための取組などの課題は引き続きあるものの、森林の保全・再生に関して

は、概ね順調に進められていると評価できる。私有林における民間主体の持続的・自立的な森林管理につなげ

るため、間伐材等の森林資源を有効利用することとセットで、間伐材搬出補助の補助単価を段階的に引き下

げる等の措置が行われており、今後は多様な視点から大綱終了後を見据えた取組が行われるように期待した

い。 

水関係事業では、河川・水路の自然浄化対策、地下水の保全対策、県内ダム集水域における生活排水処理施

設の整備促進などを着実に進めてきた結果、河川の自然環境の改善や生活排水処理の進展など、一定の成果

が見られている。河川や地下水の保全・再生に関しては概ね計画通りに進捗しているが、水源環境への負荷軽

減（県内ダム集水域における公共下水道及び合併処理浄化槽の整備促進、相模川水系・酒匂川水系取水堰の県

内集水域（ダム集水域を除く）の合併処理浄化槽への転換促進）に関しては、計画目標に対する進捗の遅れや

整備促進上の課題があるため、今後は地域の実情等に応じたきめ細かい支援を検討していくことで、水源河

川の水質の維持向上への効果も期待したい。 

また、第３期からの新たな取組である水源林の土壌保全対策の強化や、これまでの取組の拡充としてシカ管

理捕獲の箱根山地山稜部での開始、水源環境への負荷軽減に向けた支援の拡充など、第１期及び第２期計画

の取組や課題を踏まえた事業が始められており、それぞれ一定の成果が出てきている。 

 事業評価においては、計画目標の達成度と併せて内容面の評価も重要であるため、その結果としてどのよ

うな水源環境の変化が見えてきたのかなど、モニタリングの結果をもとに定量的あるいは定性的に総合的な

評価を行うことが必要である。そこで県民会議では、施策の成果を定量的かつ分かりやすく示すため10の指

標を設定し、それらの指標を用いて総合的な評価（中間評価）報告書及び次期（第４期）実行５か年計画に関

する意見書をとりまとめ、県に提出した。これからも設定した指標を活用し、事業評価を行う。 

また、気候変動による災害頻発への懸念や台風等による災害の発生状況を踏まえて、森林の生育基盤である

土壌の保全を図っていくには、土壌保全対策とシカ管理対策の有機的な連携が有効である。そして、水の十分

な管理や水質保持の観点からダムの堆砂対策など、水と土砂を一体のものとして施策を考えていくことも重

要な課題である。よって県の関係部署において、より一層の情報共有と連携を図り、総合的な視点での事業進

捗に努めていただきたい。 

１ 特別対策事業の総括（まとめ） 
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森林の保全･再生

①水源林の確保

②水源林の整備

③かながわ森林塾の実施
（新規就労者の育成）

丹沢大山の保全・再生対策

①中高標高域シカ管理捕獲

②ブナ林等の再生

③県民連携・協働事業

土壌保全対策の推進

①水源林の基盤整備

②中高標高域の自然林

③高標高域の人工林

間伐材の搬出促進

①搬出事業量

②生産指導事業量

地域水源林整備の支援

①私有林確保

②私有林整備

③市町村有林の整備

④高齢級間伐

河川の保全･再生

地下水の保全･再生

地下水保全対策の推進

①地下水保全計画の策定

②地下水かん養対策

③地下水汚染対策

④地下水モニタリング

水源環境への負荷軽減

①公共下水道整備

②一般家庭等の高度処理型浄化槽
整備
③事業所等の高度処理型浄化槽整
備

④一般家庭の浄化槽転換

県内水源保全地域の生活排水処理
率

うちダム集水域の生活排水処理率

水源環境保全･再生を支える取組

相模川水系上流域対策の推進

①荒廃森林再生事業

②広葉樹の森づくり事業

③生活排水対策
 （放流水の目標全リン濃度）

水環境モニタリングの実施

①森林のモニタリング調査

②河川のモニタリング調査

③情報提供

④酒匂川水系上流域の現状把握

①県民会議の運営等

②市民事業等の支援

特別対策事業
第３期計画の内容

(５年間計(H29～R3))
H29年度決算

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)

H30年度決算 R1年度決算

水源の森林づくり事業の推進 6,244,000千円 1,481,234千円 1,355,076千円 1,465,978千円

13,221,000千円 2,776,743千円 2,786,166千円 2,767,852千円

（一般会計分を含めた金額） (12,875,000千円) (2,764,727千円)

2,700ha 746ha 685ha 535ha

(2,609,666千円) (2,676,855千円)

50人 10人 6人 10人

13,400ha 2,862ha 3,331ha 3,199ha

150箇所 37箇所 37箇所

1,252,000千円 249,301千円 226,399千円

35箇所

233,837千円

- - -

- - -

-

-

70箇所 3箇所 22箇所

1,310,000千円 178,038千円 292,730千円

1箇所

173,330千円

60ha 11.46ha 12.65ha

55ha 18.10ha 11.6ha

13.89ha

11.89ha

12.07ha

120,000㎥ 24,262㎥ 25,244㎥

1,550,000千円 296,768千円 306,860千円

24,475㎥

295,719千円 304,908千円

27,178㎥

2,865,000千円 571,400千円 605,100千円

50箇所 11箇所 10箇所

598,987千円

10箇所 10箇所

656,749千円

1,360ha 210ha 252ha

840ha 150ha 189ha

276ha

137ha 154ha

293ha

100ha 17ha 16ha

435ha 118ha 95ha

15ha

58ha 65ha

15ha

275,093千円
河川･水路における自然浄化対策の
推進 1,490,000千円 226,366千円

1,490,000千円 226,366千円 182,934千円 208,219千円

208,219千円

396,000千円 109,800千円 114,200千円

①河川・水路の整備 10箇所

182,934千円 275,093千円

64,200千円

- - -

396,000千円 109,800千円 114,200千円

-

64,200千円

- - -

- - -

-

-

3,483,000千円 643,563千円 615,792千円

- - -

713,782千円

-

713,782千円生活排水処理施設の整備促進 3,483,000千円 643,563千円 615,792千円

- 128基 116基

- 21ha 18ha

95基

21ha

79基

17ha

- 60基 71基

- 4基 3基

84基

6基 1基

92基

80.8% 67.5% 70.3%

96.0% 94.6% 94.8%

71.4%

95.0% 95.1%

72.6%

190,000千円 34,510千円 34,977千円

1,460,000千円 183,198千円 287,328千円

36,036千円

340,526千円 260,946千円

34,663千円

10ha 0ha 0.48ha

728ha 164.24ha 147.12ha

2.82ha

148.37ha 149.01ha

1.73ha

1,040,000千円 118,858千円 221,780千円

0.6mg/l 0.40mg/l 0.51mg/l

280,427千円

0.56mg/l 0.36mg/l

215,533千円

- - -

- - -

-

- -

-

- - -

- - -

-

- -

-

24,062千円
県民参加による水源環境保全・再生の
ための仕組み 230,000千円 29,829千円 30,570千円 10,750千円

- - -

- - -

-

- -

-

4,161,454千円
新たな財源を活用する

事業費の計 20,050,000千円 3,939,671千円 3,986,420千円 3,994,265千円

4,220,597千円個人県民税超過課税相当額 - 4,072,756千円 4,174,965千円 4,352,255千円

4箇所 2箇所 2箇所

R2年度決算

(Ｅ)

2,744,817千円

1,274,908千円

(2,444,077千円)

429ha

3,384ha

10人

295,248千円

33箇所

-

-

213,002千円

7箇所

9.10ha

-

-

709,982千円

709,982千円

2箇所

70,300千円

70,300千円

-

-

※ 参考進捗率40%（３期計画５年間計に対する進捗。事業によって５年間の進捗ペースに偏りがある。事業ごとの詳細は「Ⅲ 各事業の概要と点検結果」の総括参照。）

予算は事業内容によって５年間の配分に偏りがある。

千円未満切り捨てのため合計は次ページの執行額と一致しないことがある。

２ 事業費実績及び進捗状況一覧
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計 進捗率

(Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ) ((Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ)/Ａ)

11,075,578千円 83.8%

5,577,196千円 89.3%

(10,495,325千円) 81.5%

2,395ha 88.7%

12,776ha 95.3%

36人 72.0%

1,004,785千円 80.3%

142箇所 94.7%

- -

- -

857,100千円 65.4%

33箇所 47.1%

50.64ha 92.1%

50.07ha 83.5%

1,204,255千円 77.7%

101,159㎥ 84.3%

41箇所 82.0%

2,432,236千円 84.9%

630ha 75.0%

1,031ha 75.8%

336ha 77.2%

63ha 63.0%

892,612千円 59.9%

892,612千円 59.9%

358,500千円 90.5%

358,500千円 90.5%

- -

- -

- -

- -

2,683,119千円 77.0%

2,683,119千円 77.0%

77ha -

418基 -

14基 -

307基 -

- 40.0%

- 44.2%

1,071,998千円 73.4%

140,186千円 73.8%

608.74ha 83.6%

5.03ha 50.3%

- -

836,598千円 80.4%

- -

- -

- -

- -

95,211千円 41.4%

- -

- -

16,081,810千円 80.2%

100.0%

-16,820,573円

10箇所



平成29年度
当初予算額

平成29年度
執行額

平成29年度
単年度執行率

平成30年度
当初予算額

平成30年度
執行額

平成30年度
単年度執行率

1 水源の森林づくり事業の推進 1,673,468 1,481,234 88.5% 1,658,065 1,355,076 81.7%

①水源林の確保【特別会計分】 340,686 317,863

【確保手法別】 【確保手法別】
（水源協定林） （水源協定林）

（買取り） （買取り）
（長期受委託） （長期受委託）

（協力協約） （協力協約）

②水源林の整備【特別会計分】（森林整備） 784,899 624,625

　　　　　　　　（管理道、測量・調査等） 273,058 330,950

（水源林事業推進費） 26,770 27,668

③かながわ森林塾の実施 55,820 53,970

2 丹沢大山の保全・再生対策 271,570 249,301 91.7% 283,276 226,399 79.9%

①中高標高域シカ管理捕獲 164,153 179,761

②ブナ林等の再生 37,023 29,210

③県民連携・協働事業 48,124 17,428

3 土壌保全対策の推進 244,608 178,038 72.7% 259,296 292,729 112.8%

①水源林の基盤の整備 37,174 95,914

②中高標高域の自然林 103,962 137,106

③高標高域の人工林 36,901 59,709

4 間伐材の搬出促進 298,026 296,768 99.5% 310,176 306,860 98.9%

①間伐材の搬出支援 273,312 281,790

②生産指導活動の推進 23,456 25,070

5 地域水源林整備の支援 610,800 571,400 93.5% 640,100 605,100 94.5%

①②私有林の確保・整備（市町村） 441,431 510,400

③市町村有林の整備（市町村） 124,969 89,700

④高齢級間伐 5,000 5,000

6 河川・水路における自然浄化対策の推進 243,800 226,366 92.8% 193,300 182,934 94.6%

①河川・水路の整備 226,366 182,934

7 地下水保全対策の推進 122,900 109,800 89.3% 118,300 114,200 96.5%

①地下水保全計画の策定 0 0

②地下水かん養対策 90 2,380

③地下水汚染対策 33,100 41,874

④地下水モニタリング 76,610 69,946

8 生活排水処理施設の整備促進 655,798 643,563 98.1% 681,328 615,792 90.3%

①公共下水道の整備促進 402,474 345,746

②一般家庭等の高度処理型処理浄化槽の整
備

178,268 159,609

③事業所等の高度処理型浄化槽の整備 24,623 64,945

④一般家庭の浄化槽転換 38,198 45,492

9 相模川水系上流域対策の推進 38,218 34,510 90.3% 38,402 34,977 91.1%

①荒廃森林再生事業 20,000 19,596

②広葉樹の森づくり事業 0 403

③生活排水対策 14,510 14,977

10 水環境モニタリングの実施 151,551 118,858 78.4% 249,418 221,779 88.9%

①森林のモニタリング調査 110,106 115,581

②河川のモニタリング調査等 8,752 106,198

11
県民参加による水源環境保全・再生のた
めの仕組み

47,303 29,829 63.0% 45,280 30,570 67.5%

①県民会議の運営等 22,775 24,781

②市民事業等の支援 7,054 5,789

合　　計 4,358,042 3,939,671 90.4% 4,476,941 3,986,416 89.0%

※　平成30年度の「３　土壌保全対策の推進」執行額は、平成29年度からの繰り越しを含むため当初予算を超えている。
　　千円未満切り捨てのため、前ページの決算額と合計が一致しない場合がある。

※　進捗率：第３期５か年計画の計画事業量を100としたときの事業の進捗状況を表わす
　　執行率：第３期５か年計画の計画事業費を100としたときの事業費の執行状況を表わす

予算執行状況の内訳について

　　　　0-11



（単位：千円）

令和元年度
当初予算額

令和元年度
執行額

令和元年度
単年度執行率

令和２年度
当初予算額

令和２年度
執行額

令和２年度
単年度執行率

第3期５か年
単位当たり執行額

1,714,752 1,465,978 85.4% 1,608,636 1,274,909 79.2%

322,677 263,334

【確保手法別】 【確保手法別】
（水源協定林） （水源協定林） 3,468千円/ha

（買取り） （買取り） 13,844千円/ha
（長期受委託） （長期受委託） 1,136千円/ha

（協力協約） （協力協約） 11千円/ha

664,274 779,076 478千円/ha

387,699 145,258 －

33,845 40,565 －

57,483 46,675 5,943千円/人
（新規就労）

260,973 233,837 89.6% 358,008 295,248 82.4%

204,421 185,087 214,462 186,182 5,642千円/箇所

37,329 31,701 43,571 36,061 －

19,223 17,049 99,975 73,005 －

250,377 173,330 69.2% 268,588 213,002 79.3% ※

77,219 14,431 75,195 50,312 7,187千円/箇所

131,478 122,977 149,554 127,127 13,970千円/ha

41,680 35,922 43,839 35,563 2,946千円/ha

304,646 295,719 97.0% 305,206 304,908 99.9%

280,400 271,473 280,960 280,662 10千円/㎥

24,246 24,246 24,246 24,246 －

650,500 598,988 92.0% 699,536 656,750 93.8%

507,320 544,073 2,002千円/ha

86,680 107,727 1,113千円/ha

5,000 4,988 10,436 4,950 330千円/ha

336,000 275,093 81.8% 361,000 208,219 57.6%

275,093 208,219 29,746千円/箇所

70,600 64,200 90.9% 73,700 70,300 95.4%

0 0 -

0 2,300 2,300千円/市町

12,600 13,100 13,100千円/市町

51,600 54,900 5,490千円/市町

737,159 713,782 96.8% 743,583 709,982 95.4%

470,322 515,155 30,303千円/ha

139,909 118,262 1,497千円/基

48,378 5,429 5,429千円/基

55,173 71,136 773千円/基

39,189 36,036 92.0% 39,441 34,663 87.9%

18,102 17,917 －

1,898 2,083 －

16,036 14,663 －

306,333 280,427 91.5% 202,167 215,534 106.6%

175,056 150,904 158,546 175,431 －

131,277 129,523 43,621 40,103 －

45,269 24,062 53.1% 42,514 10,750 25.2%

20,945 8,942 －

3,117 1,808 301千円/団体

4,715,798 4,161,452 88.2% 4,702,379 3,994,265 84.9%

0-12
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基　金　等

696,965千円

合 計 4,771,035千円 合 計 4,771,035千円

 基金運用益 26千円 831,364千円

 寄  附  金 987千円

 ※30年度以降の財源として活用 預金利子等 300千円

　基金等

平成29年度歳入・歳出の状況

【歳入】 【歳出】

水源環境保全税の収入
(個人県民税の超過課税)

特別対策事業　事業費

4,072,756千円 3,939,671千円

4,220,597千円 4,161,454千円

基金運用益 64千円 基　金　等 1,085,141千円
寄　附　金 3,045千円
預金利子等 378千円 ※R２年度以降の財源として活用

基金等 1,022,510千円

合計 5,246,594千円 合計 5,246,595千円

令和元年度歳入・歳出の状況
【歳入】 【歳出】

水源環境保全税の収入
（個人県民税の超過課税） 特別対策事業　事業費
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※千円未満切り捨てのため、端数は一致しない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水源環境保全・再生施策に係る事業費は、県民の皆様に特別な負担をいただいている個人

県民税の超過課税を主な財源としていることから、その税収額及び使途を明確にするため、

特別会計の中に基金を設置して管理をしています。各年度の事業が終了した時点の不用額

は、基金に積み戻し、翌年度の事業の財源として活用しています。 
基金等には、超過課税と事業費の差額や、入札により予定金額より低額で事業を執行した

ための残額、翌年度に繰り越した事業費などが含まれています。 

4,352,255千円 3,994,265千円

基金運用益 43千円 基　金　等 1,445,105千円
寄　附　金 1,763千円
預金利子等 167千円 ※R３年度以降の財源として活用

基金等 1,085,141千円

合計 5,439,369千円 合計 5,439,370千円

令和２年度歳入・歳出の状況

水源環境保全税の収入
（個人県民税の超過課税）

【歳入】 【歳出】

特別対策事業　事業費
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ⅰ 事業概要                                     

【 ねらい 】 

良質で安定的な水を将来にわたり確保するため、水源の森林エリア内で荒廃が懸念される私有林の状

況に応じた適切な管理、整備を進めることで、水源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させ、「豊

かで活力ある森林」を継続させる。 

 

【 目標 】 

令和８年度までに水源の森林エリア内の手入れの必要な私有林 25,800ha を確保するとともに、延べ

54,000haを整備することを目標とする。 

 

【 事業内容 】 

これまでの水源分収林、水源協定林、買取り、協力協約及び長期受委託の５つの手法に加えて、森林

の状況に応じた新たな確保手法（短期水源林整備協定、環境保全分収林）を導入する。さらに、間伐を

行い成育した林床植生のシカの採食を防ぐため、シカの管理捕獲と森林整備を連携させるとともに、第

２期計画までに確立した渓畔林整備技術も取り入れて森林を整備する。また、水源の森林づくり事業を

はじめとした森林の保全・再生に係る特別対策事業の円滑な推進に必要不可欠な人材の育成・確保を図

るため、「かながわ森林塾」を実施する。 

 

(1) 水源林の確保 

６つの手法により公的管理・支援を行い、私有林の着実な確保を推進する。 

〔公的管理・支援の方法〕 

区分 手法 内容 

公的管理 

水源協定林 

①20年の協定を森林所有者と締結して整備を行う。（水源林整備協定） 

②森林の状況に応じて、10 年を基本とする協定を森林所有者と締結

し、森林整備を行う。 (短期水源林整備協定) 

買取り 
貴重な森林や水源地域の保全上重要な森林を買い入れ、管理・整備を

行う。 

水源分収林 森林所有者との分収林契約により森林整備を行う。 

環境保全 

分収林 

収益が見込めず荒廃が懸念される分収林の目的を環境保全に転換し、

森林整備を行う。 

公的支援 

協力協約 森林所有者が行う森林整備の経費の一部を助成する。 

長期受委託 
森林所有者と森林組合等が長期受委託契約を締結し、森林組合等が森

林整備を行う。 

 

 (2) 水源林の整備 

確保した森林の整備を行い、水源かん養機能など森林の持つ公益的機能を高度に発揮しうる森林に

誘導する。 

〔目標林型〕 

・巨木林：樹齢百年以上の森林 

・複層林：高い木と低い木からなる二段の森林 

・混交林：針葉樹と広葉樹が混生する森林 

・広葉樹林：林床植生が豊かな地域の自然環境に適応している広葉樹林 

・健全な人工林：森林資源として活用可能な人工林 

１ 水源の森林づくり事業の推進 
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(3) かながわ森林塾の実施 

森林整備などの仕事に従事したい人を対象として、基礎的技術の研修を実施し、本格雇用へ誘導す

るとともに、既就業者を対象として、効率的な木材搬出技術の研修や森林の管理・経営を担える高度

な知識・技術の研修を実施し、技術力の向上を図るなど、様々な技術レベルに応じた担い手育成を体

系的に進める。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

① 確保面積 2,700ha 

② 整備面積 13,400ha  

③ 新規就労者の育成 50人 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  128億 7,500万円（単年度平均額 25億 7,500万円） 

（うち特別会計分      62億 4,400万円（単年度平均額 12億 4,900万円）） 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

(1)(2)水源林の確保・整備 

第３期５か年計画の目標事業量に対し、平成29年度から令和２年度の４か年で、確保事業では88.7%、

整備事業では95.3%の進捗率となっており、順調な進捗実績である。第２期以降に取り組んでいる長期

施業受委託での確保が進み、森林経営計画を策定して施業を行うなど、集約化が進みつつある。一方で、

今後確保事業を実施する箇所には、小規模な森林や、権利関係が複雑もしくは不明確な森林が多いこと

から、まとまった水源林の確保が困難となり、進捗が低下する懸念がある。効率的な水源林整備の実施

にむけ、手法ごとの特性を生かした確保、整備を進めていただきたい。 

これまでのモニタリング調査結果によると、人工林の植被率は、丹沢と小仏・箱根ともに第１回調査

（平成 19年度）から第２回調査（平成 23 年度）で増加する傾向を示したが、第３回調査時（平成 28

年度）の植被率は第２回と同程度で推移した。このことから、現状での光環境やシカ密度、立地特性な

どにより、人工林の植被率は限界値に達し定常状態になったと考えられる。 

神奈川県は、森林整備と連携して山岳域でのシカの管理捕獲を実施しており、丹沢大山地域では、シ

カの生息数は減少傾向と推計され、林床植生が回復するなど効果も現れてきている。一方で、植生保護

柵内外で林床植生の状況を比較したところ、植生保護柵の外では、シカの不嗜好性植物が主体となって

いる場所があることも判明している。混交林などの目標林型への誘導と生物多様性保全を視点に置い

て、引き続きシカの生息数と林床植生の状況をモニタリングしていく必要がある。 

「水源の森林づくり事業」で確保した森林については、平成29年度以降、順次、森林所有者へ返還さ

れるが、所有者には返還された森林は水源かん養など公益的機能を持った森林であるという意識を持

ち続けることが求められる。一方で、森林の状況を所有者が継続的に把握することは困難なことから、

森林管理の新たな仕組みの構築など、所有者の状況も勘案して、森林の公益的機能を持続させるための

対策を検討すべきである。また、森林整備とともにシカの対策は必須であり、所有者へ返還後も継続し

たシカ対策を実施する必要がある。 

また、森林の多面的機能の持続に向けた森林管理の仕組みを検討するため、令和元年度及び２年度に

は航空レーザ測量を実施し、水源保全地域内の広域的な森林情報を効率的に把握し、計測データと現地

調査結果等により解析を行ったことで、下層植生の植被率の推定や土壌流出リスクの把握等、広域で

様々な角度から、森林の評価結果を得ることができた。得られた結果については、返還森林を含めた森

林の管理への活用を図るとともに、時点間の比較ができるよう次回の実施についても検討し、事業の成

果を分かりやすく県民に示す手段として活かされることが望ましい。 

総 括 
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(3) かながわ森林塾の実施 

森林塾は概ねねらいどおり、林業労働力の育成確保に効果を上げている。第３期５か年計画の目標

（新規労働者の育成50人）に対し、４年目となる令和２年度は、10人が演習林実習コースを修了し認定

林業事業体への就職に至ったが、平成29年度から令和２年度までの４年間での進捗は72.0%に留まって

いる。今後も就職率の向上に向けて、引き続き求人事業体と就職希望者とのマッチング等において工夫

する必要がある。また、新規就労者の定着率を高めていくためにも、小規模･零細が多い林業事業体で

の就労条件の改善を促進する必要がある。 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第３期計画 H29年度 
実績 

H30年度 
実績 

R1年度 
実績 

R2年度 
実績 

累計 

（進捗率・執行率） 

①水源林の確保 2,700ha 746ha 685ha 535ha 429ha 2,394ha（88.7％） 

②水源林の整備 13,400ha 2,862ha 3,331ha 3,199ha 3,384ha 12,775ha（95.3％） 

③かながわ森林塾 50人 10人 6人 10人 10人 36人（72.0％） 

事業費（万円） 624,400 148,123 135,507 146,598 127,490 557,718（89.3％） 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

水源林の整備（南足柄市三竹地内） 

     

         整備前（H17）               整備後（R2） 

森林塾（県立 21世紀の森） 

 

新規就労希望者を対象とした「演習林実習コース」

で実施したスギ人工林における間伐基礎実習の様子 

 

＜実施概要＞ 

・第２期計画までのモニタリングから、シカの生息密度に関わらず人工林では森林整備後に下層植

生の植被率が増加して、それ以降定常状態になったことを確認した。 

・第３期計画からは、針広混交林への誘導状況を把握することを目的に、下層植生のモニタリングを

実施してきた 50 地点と他のモニタリング調査地点のうち 22 地点（目標林型が針広混交林）を対

象として、樹高 1.5m以上の樹木の樹種や直径、樹高といった林分構造を調べることとした。 
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図 令和２年度に調査した５地点の樹高階分布（0.25ヘクタールあたり） 

 

 ※「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載 

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html） 
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＜調査結果の概要＞ 

・平成 29年度から令和２年度に調査した 20地点の林分構造のうち、10地点では調査本数の半数以

上が低木層を主に構成する広葉樹が占めていた。 

・調査地の大半でシロダモやアラカシなどが生育する低木層が認められ、一部の調査地では亜高木

層が形成されつつある。草本層は、植被率にかなりばらつきがみられた 

・２時点で下層植生を比較すると、シカの多寡にかかわらず植被率は増加したが、初回の整備から

時間が経過すると頭打ちになる傾向があった。これは、樹冠が成長し、林内照度が低下するため

と考えられる。 

樹高階 
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 ３ 県民会議 事業モニター結果  

               令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止により事業を休止したため、第３期５か年計画中に実施した事業

モニター結果を記載する。 

【日 程】 平成 29年８月 25日(金) 

【場 所】 厚木市七沢 

【参加者】 12名 

【テーマとねらい】 

目標とする林型に誘導していく上で大きな影響があり課題になっているシカによる下層植生の採食につ

いて、シカの実態やその対策をモニターする。 

【事業の概要】 

良質な水を安定的に確保するため「水源の森林エリア」内の手入れが必要な私有林を確保、整備すると

ともに水源かん養など森林の持つ公益的機能の高い「豊かで活力ある森林」を目指す。 

【総合評価】 

○ 水源環境保全・再生施策における、森林整備、シカ対策は全国的にも先進的で評価はできるが、課題もある

のでその対応について今後検討の必要もある。 

○ シカ問題による生物多様性の劣化が懸念される中、引き続きシカ対策を重要課題として取り組むべきである。 

○ 本来の針広樹混交林の形成を目指し生物多様性保全を視野に入れながらの取組にすべきである。 

【日 程】 平成 31年２月８日(金) 

【場 所】 南足柄市内山、南足柄市広町字大平ほか 

【参加者】 11名 

【テーマとねらい】 

森林塾卒業生の雇用状況等を確認する。また、長期施業受委託などの森林整備状況をモニターする。 

【事業の概要】 

今後の森林整備量の動向や林業労働者の高齢化を踏まえ、新たに森林整備の仕事に従事したい人を対象

とした基礎的技術・知識を習得する研修を実施し、新規就労者を安定的に確保する。 

【総合評価】 

○ 森林塾はほぼねらいどおり、林業労働力の育成確保に効果を上げている。 

○ 今後とも神奈川県内への定着率や就業先での評価をモニターし、森林塾の内容の充実を図ってもらいたい。

さらに、林業生産にとどまらず、長期にわたり公的な森林管理を担っていく仕事であるという理解と、そのこ

とによって仕事の安定性は保障されるということを明確に打ち出して、特に若い世代に向けてアピールするこ

とが大事だと考える。 

○ 水源林長期施業受委託事業は、水源林確保のために非常に重要な事業であり、現状では目標に従い進捗して

いると評価する。 

○ 今後、水源林整備林地の小規模化、権利関係の不明確さや複雑さのため、まとまった事業地確保の困難が生

じ、林地確保のペースが落ちたり、整備施業効率が落ちたりすることが懸念される。水源林整備林地の効率的

な集約のために所有者不明に対応策が必要と思われる。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

        令和２年度は県民フォーラムの開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により中止したため、

第３期５か年計画中に実施した県民フォーラムで収集した県民意見を抜粋し、記載する。 

 〇 国の森林環境税導入に伴う、森林関係諸事業との整備等に係る費用の分担を効果的に行って頂きた

い。（第42回） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
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〇 荒廃した森林を健全な状態にするには、50年、100年と長い期間が掛かると聞きました。水源環境

保全税は20年間とのお話ですが、税終了後も森林整備は必要だと思います。お金が無くて、森林が荒

れていく事が無い様、水源環境保全税の期間を延長し、神奈川の水源を守って行く事が大切だと感じ

ました（第42回） 

○ 森林を守ることの重要性を感じました。（第43回） 

〇 最近は短時間大雨等による洪水や土砂崩壊の不安が高まっている。利水面だけでなく、治水面から

森林の持つ機能や森林管理についてもっと周知すべき。（第45回） 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

(1)(2)水源林の確保・整備 

第３期５か年計画の目標事業量に対し、平成29年度から令和元年度の

３か年で、確保事業では72.8%、整備事業では70.1%の進捗率となってお

り、順調な進捗実績である。第２期以降に取り組んでいる長期施業受委託

での確保が進み、森林経営計画を策定して施業を行うなど、集約化が進み

つつある。一方で、今後確保事業を実施する箇所には、小規模な森林や、

権利関係が複雑もしくは不明確な森林が多いことから、まとまった水源

林の確保が困難となり、進捗が低下する懸念がある。効率的な水源林整備

の実施にむけ、手法ごとの特性を生かした確保、整備を進めていただきた

い。 

これまでのモニタリング調査結果によると、人工林の植被率は、丹沢と

小仏・箱根ともに第１回調査（平成19年度）から第２回調査（平成23年度）

で増加する傾向を示したが、第３回調査時（平成28年度）の植被率は第２

回と同程度で推移した。このことから、現状での光環境やシカ密度、立地

特性などにより、人工林の植被率は限界値に達し定常状態になったと考

えられる。 

神奈川県は、森林整備と連携して山岳域でのシカの管理捕獲を実施し

ており、丹沢大山地域では、シカの生息数は減少傾向と推計され、林床植

生が回復するなど効果も現れてきている。一方で、植生保護柵内外で林床

植生の状況を比較したところ、植生保護柵の外では、シカの不嗜好性植物

が主体となっている場所があることも判明している。①混交林などの目

標林型への誘導と生物多様性保全を視点に置いて、引き続きシカの生息

数と林床植生の状況をモニタリングしていく必要がある。 

「水源の森林づくり事業」で確保した森林については、平成29年度以

降、順次、森林所有者へ返還されるが、所有者には返還された森林は水源

かん養など公益的機能を持った森林であるという意識を持ち続けること

が求められる。一方で、森林の状況を所有者が継続的に把握することは困

難なことから、②森林管理の新たな仕組みの構築など、所有者の状況も勘

案して、森林の公益的機能を持続させるための対策を検討すべきである。

また、森林整備とともにシカの対策は必須であり、所有者へ返還後も継続

したシカ対策を実施する必要がある。 

なお、県では、平成29年４月１日付けで水源林整備協定の契約要領を改

正し、契約の存続期間が満了した日から５年間は、水源協定林対象地の転

用又は整備対象樹木の皆伐を行わないものとし、また、契約満了時には、

引続き良好な森林であり続けるよう、所有者に保全・管理をお願いするこ

ととしている。 

返還後の森林において、公益的機能が発揮されている状態を確認する

ため、③令和元年度より実施した返還森林の巡視の試行及び航空レーザ

測量による下層植生等の調査について実施結果の検証を行い、有効な対

応ができるよう、注視していく必要がある。 

①  生物多様性に配慮した森林整備の参
考とするため、森林生態系効果把握調査
を実施した。 

 
②  森林の巡視や航空レーザ測量を活用

した返還森林の把握に努めており、森林
の多面的機能の持続に向けた森林管理
の仕組みなど、より良い手法について検
討している。 

 
③  森林の多面的機能の持続に向けた森

林管理の仕組みを検討するため、令和元
年度及び２年度に巡視の試行や航空レ
ーザ測量による森林現況の把握等を行
った。 

 

④  森林塾の研修期間全般に渡り、林業

事業体の就職につなげるという森林

塾の目的を塾生にしっかりと伝え、理

解してもらうことで、研修生の就業意

識を高めてきた。その結果、令和２年

度は卒塾生 10名が林業事業体に就職

することができた。 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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(3) かながわ森林塾の実施 

森林塾は概ねねらいどおり、林業労働力の育成確保に効果を上げてい

る。第３期５か年計画の目標（新規労働者の育成50人）に対し、３年目と

なる令和元年度は、10人が演習林実習コースを修了し認定林業事業体へ

の就職に至ったが、平成29年度から令和元年度までの３年間での進捗は

52.0%に留まっている。④今後は就職率の向上に向けて、継続して求人事

業体と就職希望者とのマッチング等において工夫する必要がある。また、

新規就労者の定着率を高めていくためにも、小規模･零細が多い林業事業

体での就労条件の改善を促進する必要がある。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

①水源林の確保事業（実施主体：水源環境保全課、各地域県政総合センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②水源林の整備事業（実施主体：各地域県政総合センター、自然環境保全センター、森林所有者等） 

 
 

③かながわ森林塾（実施主体：森林再生課） 

対象 コース 内 容 
H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績  累計 

就業 

希望者 

(就業

前) 

森林体験

コース  

森林・林業に関す

る体験学習、座学 

修了者 
21 人 

修了者 
16 人 

修了者 
15 人 

修了者 
20 人 

 修了者 
72 人 

演習林実

習コース 

演習林での現場

研修、座学 

修了者 
10 人 

就職者 
10 人 

修了者 
12 人 

就職者 
6 人 

修了者 
10 人 

就職者 
10 人 

修了者 
15 人 

就職者 
10 人 

 修了者 
47 人 

就職者 
36 人 

中堅 

技術者 

素材生産

技術 

コース 

間伐材伐木、造

材、搬出技術の現

場研修 

修了者 
5 人 

修了者 
6 人 

修了者 
3 人 

修了者 
5 人 

 修了者 
19 人 

上級 

技術者 

流域森林

管理士 

コース 

森林・林業に関す

る実技指導、座

学、資格取得のた

めの技能講習 

修了者 
6 人 

 

修了者 
5 人 

 

修了者 
10 人 

 

修了者 
7 人 

 

 修了者 
28 人 

造園・

土木業

者 

森林整備

基本研修 

森林・林業に関す

る体験学習、座学 

修了者 
30 人 

修了者 
19 人 

修了者 
14 人 

修了者 
0 人 

 修了者 
63 人 

 

区 分 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績  第３期累計 

環境保全分収林 213.77ha 326.96ha 181.00ha 121.52ha  721.73ha 

水源分収林 ―ha －ha －ha －ha  －ha 

水源協定林 328.47ha 138.17ha 78.68ha 79.59ha  545.32ha 

買取（寄付含む） 8.08ha 7.06ha 5.68ha - ha  20.82ha 

長期受委託 160.31ha 179.85ha 236.80ha 183.46ha  576.96ha 

協力協約 35.09ha 32.89ha 32.40ha 44.37ha  100.38ha 

合 計 745.72ha 684.93ha 534.56ha 428.94ha  1,965.21ha 

区 分 
H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績  第３期累計 

県による整備 2,262.11ha 2,666.84ha 2495.12ha 2489.82ha  7,424.07ha 

長期受委託による整備 463.45ha 538.72ha 607.79ha 781.60ha  1,609.96ha 

協力協約による整備 136.40ha 125.67ha 95.59ha 112.73ha  357.66ha 

合 計 2,861.96ha 3,331.23ha 3198.50ha 3384.15ha  9,391.69ha 
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ⅰ 事業概要                                      

【 ねらい 】 

水源の保全上重要な丹沢大山を中心として、シカ管理による林床植生の衰退防止や衰退しつつあるブ

ナ林等の再生に取り組むことで、森林土壌の保全や生物多様性の保全などの公益的機能の高い森林づく

りを目指す。 

 

【 目標 】 

水源の森林づくり事業等による森林整備とシカ管理を連携して実施することで、中高標高域の林床植

生の回復と衰退防止を図る。 

またこれまでの調査研究や技術開発の成果を踏まえ、ブナ林等の再生に取り組む。 

 

【 事業内容 】 

(1) 中高標高域におけるシカ管理の推進 

丹沢大山地域 

・ シカが高密度で生息しているが、通常の管理捕獲(巻狩り)を行うことが難しい、高標高域の山

稜部等で、ワイルドライフレンジャーを主体とする管理捕獲を継続するとともに、アクセスが

悪く地形が急峻で、捕獲が困難な地域における管理捕獲については、遠距離からの射撃などに

より取組を強化する。 

・ 中標高域で水源の森林づくり事業等による間伐等の森林整備を行って林内に陽光を入れると

ともに、周辺で管理捕獲を実施してシカの生息密度を低下させた森林では、林床植生が生育し

始めるなど森林整備の効果が確認されていることから、管理捕獲を森林整備の実施箇所周辺で

行うなど相互に連携した取組を継続する。 

・ これらの取組効果を検証するため、シカの生息密度、行動域、捕獲個体サイズ、植生の回復状

況等のモニタリングを継続する。 

 

丹沢大山周辺地域 

・ 丹沢大山周辺地域の箱根山地や小仏山地では、シカの定着と生息密度の上昇が見られ、今後、

シカの採食によって林床植生が衰退して、水源の森林づくり事業等による森林整備の効果が十

分発揮されないことが危惧されることから、シカの生息状況の把握を行った上で、管理捕獲や

モニタリング等シカ管理の取組を実施する。 

 

(2) ブナ林等の再生 

丹沢大山のブナ林等では、大気中のオゾン等による樹木の成長阻害、林床植生の衰退に伴う土壌の

乾燥化、ブナハバチによる食害等の複合作用によって、ブナが枯死し、森林が衰退しているため、第

２期計画までの調査研究や技術開発の成果を活用し、ブナハバチの防除や植生保護柵の設置等の手法

を組み合わせたブナ林等の再生の取組を実施する。 

 

(3) 県民連携・協働事業 

丹沢大山国定公園と県立丹沢大山自然公園(普通地域を除く)では、これまで県民との連携・協働に

より取り組んできた、登山者が集中する登山道の維持補修や過去に山中に埋設されたゴミの収集・撤

去、山小屋等に設置されている浸透式トイレの環境配慮型トイレへの転換の支援などの活動を継続す

る。 

２ 丹沢大山の保全・再生対策 
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【 計画数量（第３期５年間） 】 

 

 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  12億 5,200万円（単年度平均額 2億 5,040万円） 

（うち新規必要額     12億 5,200万円（単年度平均額 2億 5,040万円）） 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                              

 

 

(1) 中高標高域におけるシカ管理の推進 

水源林整備地及び周辺地域や高標高域の山稜部等を含む丹沢山地の中高標高域で、自然植生回復と生

息環境整備の基盤づくりを目的としたニホンジカの管理捕獲を、水源の森林づくり事業や土壌流出防止

対策等と連携して行っており、その結果、管理捕獲実施箇所数の進捗率は平成 29年度から令和２年度の

４か年で 94.7％となっている。植生調査等のモニタリングから、シカの影響のない植生保護柵内では植

被率の増加や樹木稚樹の成長を確認できた。柵外においても柵内の植生状態に近づけるために、引き続

き管理捕獲によるシカの生息密度の低下に取り組むことが期待される。 

また、近年シカの生息密度の上昇が見られる箱根山地の山稜部において、これまで捕獲が行われてい

なかった捕獲空白域での捕獲箇所を検討し、管理捕獲を開始している。自然環境保全センターには山稜

部での遠距離射撃によるシカ捕獲実施など、山岳域でのシカ捕獲を進めるために６名のワイルドライフ

レンジャーを配置していることから、今後の活躍を期待したい。 

 

(2) ブナ林等の再生 

丹沢大山のブナ林衰退の仕組みやブナハバチの大発生の仕組みが概ね明らかとなり、ブナ林再生事業

の段階的な推進に向けた「丹沢ブナ林再生指針」が作成されたことを受けて、平成 29年度から檜洞丸山

頂付近で植生保護柵設置とシカ管理捕獲などの統合的なブナ林再生事業に継続して取り組んでいる。 

また、ブナ林再生の取組の効果を検証するため、丹沢山地広域において、大気・気象観測、ドローン

活用手法検討、土壌モニタリング、ブナハバチ成虫及び繭モニタリング、ブナハバチの食害を回避・軽

減するための薬剤の樹幹注入試験を行うなど、事業効果検証モニタリングや保全再生技術開発も着実に

行っている。 

檜洞丸山頂一帯では平成 28 年以降令和２年度まで台風等の影響はみられるものの目立ったブナハバ

チ食害がなく、健全なブナの個体数の割合が大発生翌年の 14％（平成 26年度）から 19～33％（平成 28

～令和２年度）に増加するなどを確認しており、今後の事業展開とブナ林の着実な再生に期待したい。 

 

(3) 県民連携・協働事業 

県民との連携・協働の取組として、県民協働型登山道維持管理補修にかかる協定に基づく協定活動へ

の支援や山岳ゴミの回収を市町村と連携して行うなど、県民参加による保全活動が着実に推進されてい

る。 

 １ 事業進捗状況  

※事業費は、中高標高域におけるシカ管理の推進、ブナ林等の再生、県民連携・協働事業の合計 

 第３期５年間 

管理捕獲実施箇所 延べ 150箇所(30箇所/年) 

区 分 
第３期 
計画 

H29 年度 

実績 

H30 年度 

実績 

R1 年度 

実績 

R 2年度 

実績 

累計 

（進捗率・執行率） 
管理捕獲実施箇所

数 
150箇所 37箇所 37箇所 35箇所 33箇所 142箇所（94.7％） 

事業費（万円）※ 125,200 24,930 22,639 23,384 29,525 100,478（80.3％） 

総 括 
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丹沢山地での林床植被増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 水源施策シカ管理捕獲導入以前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 導入後５年経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 現在 

 

高標高域の稜線部等で植生回復を目的としたシ

カ管理捕獲を実施。 

（写真は、清川村内での植被率が増加したブナ林の

様子） 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブナ林等の再生（檜洞丸） 

 

第２期計画までの調査研究や技術開発の成果を活

用し、ブナハバチの防除や植生保護柵の設置等の手法

を組み合わせたブナ林等の再生の取組を実施。 

 

 

令和２年 撮影 

（写真は、ドローン撮影によって作成した檜洞丸の

画像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 撮影 

 

（写真は檜洞丸で設置後 23 年経過した植生保護柵内

における森林再生の様子） 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査結果の概要＞ 

（１）植生調査 

全体の傾向として、植被率や稚樹高、ササ稈高の植生指標は、柵の破損があった１地点を除いて柵

内で高かった。柵の外側の植被率について、前回（５年前）の結果と比較すると、１箇所で植被率が

10％以上増加し、２箇所で 10％以上低下した。 

（２）樹木稚樹調査 

前回と比較して、稚樹の平均樹高は柵内では高くなっていた。柵の外側の更新木（将来、樹冠を

構成する高木性の樹種）の平均樹高について、前回の結果と比較すると、２cm 以上の増加は６箇所、

２cm以上の減少は３箇所で、ばらつきがあるが増加する傾向が見られた。 

（３）ササ稈高調査 

ササ型林床の５地点のうち３地点の柵内ではササの稈高は健全な高さに達していた。柵外では

３地点でササが消失した（2013、2014年のササの一斉開花枯死の影響と考えられる）。 

（４）光環境調査 

14地点の開空度は５～25%の範囲であった。 

（５）センサーカメラ調査 

各地点の柵外にセンサーカメラを２台設置して３ケ月間調査したところ、すべての地点でシカ

がもっとも多く撮影された。 

＜実施概要＞ 

・シカ管理のモニタリングでは、シカの生息密度等とともに、シカの採食範囲にある林床植生（お

およそ 1.5ｍ以下）の回復状況を調べている。 

・調査地は丹沢山地内に 71地点あり、林相はすべて広葉樹林か天然の針葉樹林（モミやウラジロモ

ミ）である。 

・各地点にはシカの影響を排除した植生保護柵が設置されている。 

・調査の間隔は５年毎であり、年に 14～15地点で調査して５年で一巡する。 

・植被率や出現植物の種類、樹木稚樹の樹高、ササ稈高の５年間の変化や柵内外の差異から、植生

回復を検証する。 

・仮説は、シカの捕獲により個体数が減少することで、短中期的にはそれまで少なかった林床植生

の植被率が増加したり、低く抑えられていた樹木稚樹の樹高が高くなったりすること、長期的に

は階層構造が発達したり、植物の種類構成がかつての状態に近づくことである。 

・なお、林床植生の植被率は、第２期までの土壌保全対策工の効果検証で用いられた指標の「林床

合計被覆率（林床植生とリターの合計の被覆率）」と相関関係がある。 

・また、ブナ林等の再生のモニタリングにおいても大ギャップで同様の植生調査を実施している（大

ギャップの植被率は高いため、ここで結果は示さず）。 

 

＜実施状況＞ 

調査期間（R1） 調査地点数 調査項目 

8月中旬～9月中旬 

 

 

 

7月下旬～12月上旬 

14 

 

 

 

14 

植生（植被率、出現種の被度） 

樹木稚樹 

ササ稈高 

光環境（開空度） 

センサーカメラによるシカの撮影頻度 
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※「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html） 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は、実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 平成 29年 11月 28日(火) 

【場 所】 清川村宮ケ瀬堂平 

【参加者】 12名 

【テーマとねらい】 

これまでのシカ対策や土壌保全対策、ブナ林再生の取組により、回復がみられる丹沢大山の自然林を

モニターする。 

【事業の概要】 

(ねらい) 

水源の保全上重要な丹沢大山地域において、丹沢大山自然再生計画と連携してシカの採食による植

生後退、またこれに伴う土壌流出を防止する。 

(内容) 

中高標高域でのシカ捕獲を行うとともに、土壌流出対策や衰退しつつあるブナ林の調査研究、この

地域における県民連携・協働事業に取り組む。 

【総合評価】 

○ 限られた事業費と人員の中で、より現実的かつ効果的な取り組みがすすめられていることを高く評価したい。 

○ ブナ林衰退の仕組みを研究し、ブナ帯の森林再生を図る取組をしていることを評価する。また、堂平では、

様々な事業や実験がなされていることを評価するが、この結果を丹沢大山全域にさらに展開することを望む。 

○ 施策のねらいと実験方法にはまったく問題はなく、学識経験者をさらに巻き込みつつ、データを重ねながら、

どんどん進めていただきたい。問題としては、試行錯誤を重ねながら進められていることは重 承々知の上、水

源税がいつまで投入される必要があるのか、それとも半永久的なスパンでの投入が必要なのかが見えてこない

ことだと思われます。 

〇 この事業も含め、県民に対する施策の広報が極めて不足していると考えます。水源税が徴収されていること

もその水源税がこのように有効的な施策に投入されて、しかも全国的にも世界的にも先進的な取組になってい

ることをもっと大々的に広報すべきと思う。 

【日 程】 令和２年 11月 11日(水) 

【場 所】 清川村煤ヶ谷 

【参加者】 11名 

【テーマ】  丹沢大山地域におけるシカ管理の推進実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

(ねらい) 

水源の保全上重要な丹沢大山を中心として、シカ管理による林床植生の衰退防止や衰退しつつあるブ

ナ林等の再生に取り組むことで、森林土壌の保全や生物多様性の保全などの公益的機能の高い森林づく

りを目指す。 

(内容) 

○中高標高域におけるシカ管理の推進 

丹沢大山地域において、山稜部での管理捕獲や森林整備の実施箇所周辺での管理捕獲、モニタリン

グを実施。丹沢大山周辺地域において、生息状況を把握した上で管理捕獲やモニタリング等を実施。 

【総合評価】 

○ シカの数を減らせば森林の保全・再生が成し遂げられるという話でもなく、いかに様々なこととのバラン

スをとりながら事業を進めていくのか。また、台風などの自然災害によって、それまで保全していた環境が

崩れたりすることも多 あ々り、これで大丈夫という方法論にもなかなか到達できないのが実情。そのような

中でも、じっくりと腰を据えて取り組んでいる姿勢が多々見られたと思う。 

○ シカだけが原因ではなく、シカを捕獲すればそれでよいということではないという自然の複雑さを踏まえ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html
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て、この評価は単にシカの捕獲に対するものではない。現場の状態、資料の写真や数字から、総合的に成果

が出ていることは明らかで、さらに、事業開始から15年余という自然の時間軸ではとても短い期間の中であ

っても、現場現場で効果にばらつきが出るという自然の複雑さを明らかにした点を評価した。 

○ いくつもの手法の組み合わせにより、シカ対策が実施されてきていることがより明確にわかった。シカの

頭数が減少していくとよいが、税金がなくなった時に今までのような対策ができなくなるという不安を感じ

る。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

            令和２年度は県民フォーラムの開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により中止したため、

第３期５か年計画中に実施した県民フォーラムで収集した県民意見を抜粋し、記載する。 

 

〇 箱根方面のシカ被害に対する見学会の開催を検討して下さい。（第38回） 

 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

(1) 中高標高域におけるシカ管理の推進 

水源林整備地及び周辺地域や高標高域の山稜部等を含む丹沢山地の中

高標高域で、自然植生回復と生息環境整備の基盤づくりを目的としたニホ

ンジカの管理捕獲を、水源の森林づくり事業や土壌流出防止対策等と連携

して行っており、その結果、管理捕獲実施箇所数の進捗率は平成 29年度か

ら令和元年度の３か年で 72.7％となっている。植生調査等のモニタリング

から、シカの影響のない植生保護柵内では植被率の増加や樹木稚樹の成長

を確認できた。柵外においても柵内の植生状態に近づけるために、引き続

き管理捕獲によるシカの生息密度の低下に取り組むことが期待される。 

また、①近年シカの生息密度の上昇が見られる箱根山地の山稜部におい

て、これまで捕獲が行われていなかった捕獲空白域での捕獲箇所を検討

し、管理捕獲を開始している。自然環境保全センターには山稜部での遠距

離射撃によるシカ捕獲実施など、山岳域でのシカ捕獲を進めるために６名

のワイルドライフレンジャーを配置していることから、今後の活躍を期待

したい。 

 

(2) ブナ林等の再生 

丹沢大山のブナ林衰退の仕組みやブナハバチの大発生の仕組みが概ね

明らかとなり、ブナ林再生事業の段階的な推進に向けた「丹沢ブナ林再生

指針」が作成されたことを受けて、平成 29年度から檜洞丸山頂付近で植生

保護柵設置とシカ管理捕獲などの統合的なブナ林再生事業に継続して取

り組んでいる。 

また、ブナ林再生の取組の効果を検証するため、丹沢山地広域において、

大気・気象観測、ドローン活用手法検討、土壌モニタリング、ブナハバチ

成虫及び繭モニタリング、ブナハバチの食害を回避・軽減するための薬剤

の樹幹注入試験を行うなど、事業効果検証モニタリングや保全再生技術開 

①  丹沢山地での管理捕獲を継続すると
ともに、箱根山地の山稜部での管理捕獲
を継続して実施した。 

 
②  「丹沢ブナ林再生指針」に基づき、事

業の効果検証モニタリングを行いなが
ら、再生事業を展開した。 

 

③  県民との連携・協働の取組として、県

民協働型登山道維持管理補修にかかる

協定に基づく協定活動への支援や山岳

ゴミの回収を市町村と連携し、県民参加

による保全活動を行ってきた。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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発も着実に行っている。 

②檜洞丸山頂一帯では平成 28 年以降令和元年度まで目立ったブナハバ

チ食害がなく健全なブナの個体数の割合が大発生翌年の 14％（平成 26 年

度）から 26％（令和元年度）に増加するなどを確認しており、今後の事業

展開とブナ林の着実な再生に期待したい。 

 

(3) 県民連携・協働事業 

県民との連携・協働の取組として、県民協働型登山道維持管理補修にか

かる協定に基づく協定活動への支援や山岳ゴミの回収を市町村と連携し

て行うなど、③県民参加による保全活動が着実に推進されている。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

(1) 中高標高域におけるシカ管理の推進 

水源林整備地及び周辺地域や高標高域の山稜部等を含む丹沢山地の中高標高域で、自然植生回復

と生息環境整備の基盤づくりを目的としたニホンジカの管理捕獲を、水源の森林づくり事業や土壌

流出防止対策等と連携して行った。 

また、定着防止区域である箱根山地の箱根町及び南足柄市の山稜部の捕獲空白域で、管理捕獲を

行った。 

上記事業を実施するために、自然環境保全センターが県猟友会への委託による巻き狩りを行った

ほか、６名のワイルドライフレンジャーを配置して山岳域でのシカ捕獲を進めた。 

※ワイルドライフ・レンジャー：野生動物の生態や捕獲に関する専門知識や技術を有する専門職員

（派遣職員） 

 

(2) ブナ林等の再生 

平成 29年度から「丹沢ブナ林再生指針」に基づき、事業の効果検証モニタリングを実施した。 

① 総合モニタリングによるブナ林再生事業の効果検証 

檜洞丸において実施しているブナ林再生事業の効果を検証するため、柵内外の異なる大きさの

ギャップ林床において更新木や林床植生のモニタリングを行った。併せて UAV(ドローン)を活用

して夏季に山頂付近の航空写真を撮影し、事業地の衰退状況の効率的把握手法を検討した。 

 

② ブナ林健全性評価と衰退リスクマップの更新 

丹沢山地におけるブナ林の健全性を評価するため、大気・気象観測や土壌侵食モニタリング、

ブナハバチ成虫及び繭モニタリングを継続した。また、ブナハバチ食害と水ストレス影響との関

係を検討するための水分生理調査を実施した。 

 

③ ブナ林生態系の再生技術の改良 

ブナ林の再生を効果的に推進するため、「丹沢ブナ林再生指針」で整理した再生ロードマップ

の検証に向けた樹木の更新状況調査を実施した。 

 

(3) 県民連携・協働事業 

   県民協働型登山道維持管理補修に係る協定に基づく協定活動を支援するための補修技術研修会を

年１回開催しているが、令和元年度及び令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

中止とした。 
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

平成 22 年の台風９号による災害により、県西地域ではスコリアと呼ばれる富士山の火山噴出物が堆積

した脆弱な地層が各所で崩壊し、水源かん養機能の発揮に重要な役割を果たす森林の土壌が流出した。 

従来台風などによる災害に対しては、森林の保全及び県民の生命・財産を守るため治山事業等により対

策を行ってきたが、森林の保全のみを目的とした崩壊地対策は実施されていない。 

また、昨今の集中豪雨などによる土砂災害の激化・頻発化も懸念されていることを踏まえ、これまでの

土壌保全対策に加えて新たに土木的工法も導入し、水源かん養機能の発揮に重要な役割を果たす森林の土

壌保全対策の強化を図る。 

 

【 目標 】 

県内水源保全地域内の崩壊地において、崩壊の拡大や森林土壌の流出を防止するため、土木的工法も取

り入れた土壌保全対策を推進する。 

また、水源の森林エリア内のシカの採食等による林床植生の衰退に伴い、土壌流出が懸念される森林に

おいて、筋工や植生保護柵等を組み合わせた土壌保全対策を推進する。 

 

【 事業内容 】 

(1) 水源林の基盤の整備 

県西地域のスコリア堆積層を中心とした崩壊地等のうち、既存の治山事業の対象にならない箇所にお

いて、自然石やコンクリート等を使用し、崩壊の拡大や森林土壌の流出を防止する土木的工法も取り入

れた土壌保全対策を実施する。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

水源の森林エリア内の自然林において、シカの採食による林床植生の衰退状況や登山道周辺の土壌流

出状況、ササの枯死の状況等に応じて、森林の土壌や落葉の流出を防ぐ筋工や植生保護柵など第２期計

画までに丹沢大山保全・再生対策として実績のある手法を活用し、土壌保全対策を実施する。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

水源の森林エリア内の県有林のうち、概ね 800ｍ以上の標高にある人工林において、シカの生息状況

や急峻な地形状況等を踏まえながら、丸太筋工や植生保護柵など多様な工種を組み合わせた土壌保全対

策を実施する。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

① 箇所数 70箇所 

② 面 積 55ha（うち高標高自然林 50ha） 

③ 面 積 60ha 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計   13億1,000万円（単年度平均額 2億6,200万円） 

（うち特別会計分     13億1,000万円（単年度平均額 2億6,200万円）） 

 

 

 

 

３ 土壌保全対策の推進 
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ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

(1) 水源林の基盤の整備 

令和元年東日本台風の影響により、事業予定箇所や工法の見直しが生じている。令和２年度は計画が

14箇所、実績が 7箇所となり、平成 29年度からの４か年の実績としては、第３期５か年計画の目標事

業量（整備箇所数70箇所）に対し、47.1%（33箇所）となった。県においては、引き続き、令和元年東

日本台風の被災箇所の早期復旧に最優先で取り組んでいると承知しているが、本事業についても、今期

計画において必要箇所の整備を進めているとのことであるので、着実な整備を期待したい。 

工事施工箇所においては、土留工や土留柵工に加えて、緑化工や植生保護柵を併せて施工することで、

崩壊地における林床植生の早期回復が図られ、土壌流出の防止効果が発揮できると期待される。今後も

必要に応じて緑化工法を併用し、土壌の流出を防止する着実な整備を期待したい。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

第３期５か年計画の目標事業量（55ha）に対し、４年目となる令和２年度は、水源の森林エリア内の

自然林9.1haにおいて森林の土壌や落ち葉の流出を防ぐ筋工や植生保護柵などの土壌保全対策が行われ

た。平成29年度からの４か年の実績は50.69ha、進捗率は92.1%となっており、順調に進捗している状

況である。 

また、モニタリングの調査結果によると土壌保全対策施工後１～２年で土壌侵食が軽減、４～５年で

植生や落葉等により地表が100%近く覆われ、その後は、植生保護柵の外でも林床植生は回復傾向にある。

これは、土壌保全対策と併せて、シカ管理捕獲により生息密度の増加が抑えられている影響と考えられ

る。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

第３期５か年計画の目標事業量（60ha）に対し、令和２年度は水源の森林エリア内の県有林のうち、

概ね 800ｍ以上の標高にある人工林 12.07ha において受光伐、丸太筋工、植生保護柵などの土壌保全対

策を行った。平成29年度からの４か年の対策実施面積は50.07ha、進捗率は83.5%と順調である。また、

土壌保全対策の効率的実施のため、丹沢県有林内に延長1,072ｍのモノレールを設置している。 

モニタリング調査結果によると植生保護柵内では受光伐採後に林床植生の増加や草丈の増高が見ら

れたとのことである。今後も事業の実施前後で調査結果を比較し、必要に応じて事業手法の見直しに活

用するなどモニタリング結果を用いながらより実効性の高い対策の実施が期待される。 

 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 

（進捗率・ 

執行率） 

(1) 水源林の基盤の整備 70箇所 ３箇所 22箇所 １箇所 7箇所 
33箇所

（47.1％） 

(2) 中高標高域の自然林

の土壌保全対策の実施 
55ha 18.1ha 11.6ha 11.89ha 9.1ha 

50.69ha

（92.1％） 

(3) 高標高域の人工林の

土壌保全対策の実施 
60ha 11.46ha 12.65ha 13.89ha 12.07ha 

50.07ha

（83.5％） 

事業費（万円） 131,000 17,803 29,273 17,333 21,300 
85,709

（65.4％） 

 

 

総 括 
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【 事業を実施した現場の状況 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源林の基盤整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

土木的工法を用いて土壌保全対策を行った崩

壊地の様子。（山北町世附） 

高標高域人工林の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸太柵工や植生保護柵を組み合わせて土壌保全対

策を行う。（山北町中川） 

 

高標高域の自然林の土壌保全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然林の土壌保全対策として設置した植生保

護柵及び構造階段。シカによる採食及び踏圧に

よる侵食を防ぎ、植生を回復させることで、土壌

を保全する。（相模原市緑区青根地内） 

中標高域の自然林の土壌保全対策 

 

※ 令和元年東日本台風により林道が被災した影響

で、中標高土壌保全対策事業について、R2年度の実績

はありません。 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

＜実施概要＞ 

 水源保全上重要な丹沢大山において、土壌侵食が深刻化している地域で施工された土壌保全対

策の効果について、７地区(堂平地区、蛭ヶ岳地区、地蔵平地区、石棚山地区、熊笹ノ峰地区、表

尾根地区、檜洞丸地区)78地点で植生調査等を行い、検証する。 

（実施状況） 

調査期間 調査地区 調査項目 

R2.９月上旬 堂平地区 植生調査 

光環境調査 

林床合計被覆率 

定点写真撮影 

金網筋工の侵食堆積深等測定 

構造階段の植生調査等 

R2.８月中旬 
蛭ヶ岳地区、地蔵平地

区 

R2.８月中旬 
檜洞丸地区、熊笹ノ峰

地区、石棚山地区 

R2.９月上旬 表尾根地区 

＜調査結果の概要＞ 

① 植生調査 

植生保護柵内外で比較すると、多くの地点で柵内の確認種数、林床植被率、植生高が高い傾向

が見られた。植生高について、柵外の方が高い地点もみられたが、マルバダケブキやヤマカモジ

グサなどシカの不嗜好性植物や採食耐性植物が優先する地点であった。 

経年変化については、光環境に大きな変化はみられないことから、調査地点上層の植生環境は

安定している。林床植被率について柵内外で比較すると、柵内の方が高く、安定して推移する傾

向が見られた。植生高について、植生保護柵内外で比較したが、大きな差は見られなかった。乗

算優占度については、多くの地点で柵内のほうが高い値を示した。 

乗算優占度の増加は、植生高に大きな変化がみられなかったことから、林床植被率の増加に起

因する可能性が高く、乗算優占度の構成については、多くの地点で不嗜好種の増加がみられ、シ

カの影響が強く残っている現状もみられた。 

 

 

 

② 光環境調査 

調査地点毎で異なるものの、植生保護柵内外で大きな変化は見られなかった。経年変化につい

ても、大きな変化は見られず、調査地点上層の植生環境は安定していることがわかる。 

③ 林床合計被覆率 

多くの地点で100%を示したが、柵外では70%～80%程度の地点もみられた。 

④ 金網筋工の侵食堆積深等測定 

斜面上でガリー侵食（※）がみられるところを中心に設置。未施工箇所では侵食が 5㎝前後

進む一方で、施工箇所では施工後5年で40～50㎝の堆積があり、金網筋工による明らかな効果

が確認された。 

⑤ 構造階段の植生調査等 

施工前と比較すると、施工後3～4年程度で植物の種類は増加、植被率及び植生高は約2倍に増

加した。また植生保護柵と隣接して設置し、施工後5年以上経過した構造階段・木道においては、

登山道上であっても希少種が確認される等、植生保護柵とあわせた施工により、より高い効果を

生み出す可能性があることが示唆された。 
※ ガリー侵食とは、降雨によって発生した表面流が地表面を侵食することをいう。 

土壌侵食痕の一つで、地表の流水による溝状の侵食で深さ30cm未満のもの（沢の源頭部など、地形的に集水するものは除く）を「リ
ル」といい、「リル」がさらに発達した溝状の侵食で深さ30cm以上に達したもの（沢の源頭部など地形的に集水するもの、常に流水
があるものは除く）を「ガリー」という。 

 

 

  

 

乗算優占度(MDR)とは、植物の土地を覆う面積(植被率%)と草丈の平均高(cm)を乗じた値で、 

大きいほど優先度が高い。 【乗算優占度＝植被率(%) × 草丈の平均高(cm)】 
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（２） 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

＜実施概要＞ 

当事業のモニタリングでは、高標高域の人工林内に調査区を設定し、土壌保全対策事業の実施前後

および数年後の状況を調査することで、事業効果を検証する。 

＜調査結果の概要＞ 

・ 令和２年度は、三保県有林13林班（山北町中川地内）の森林整備事業実施前の針葉樹人工林内にお

いて新たに５箇所の調査地点を設定し、平成29年度（事業実施後３年）および令和元年度（事業実施

後１年）に設定した12箇所と併せて調査地を17箇所とした。 

・ 全調査地点において状況変化を把握するための写真撮影を行い、①林況・植生調査、②光環境調査、

③荒廃森林調査を実施した。令和２年度調査地点はシカ生息状況調査も実施した。 

・ 施工の組み合わせと事業効果検証結果は次のとおりである。 

 ①平成29年度設置の調査地点 

  パターンＡ：受光伐＋丸太筋工、パターンＢ：植生保護柵＋丸太筋工＋被害木整理。 

  パターンＢでは、林床植生の増加が確認され、土壌保全対策効果が認められたが、パターンＡでは

明確な効果は認められなかった。 

 ②令和元年度設置の調査地点 

  パターンＣ：受光伐、パターンＤ：植生保護柵＋受光伐、パターンＥ：受光伐＋丸太筋工。 

  ほぼ全ての地点で開空度の改善が見られ、パターンＣとパターンＤでは林床植生も微増しているが、

事業効果の検証には継続調査が必要と考えられる。 

・ 事業実施後３年後の調査地点の結果からは、土壌保全対策の整備方法としては受光伐採のみでは不

十分で、植生保護柵の設置を併せて実施する必要性が示唆された。 
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※「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html） 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果  

平成29、30年度は事業モニターを実施していない。 

令和元年度は、事業モニターを計画していたが、令和元年東日本台風の影響により中止とした。 

令和２年度は、令和元年東日本台風により被害を受けた林道が復旧しなかったため、事業モニターを計画

できなかった。 

 

「事業モニター報告書」の全体については県ホームページに

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html） 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

(1) 水源林の基盤の整備 

令和元年度は台風第 19 号の影響により、土壌の浸食が拡大する等土地形

状が変更したため、当初予定した工法で対策できなくなった。このため、特

別対策事業で行う崩壊地の対策工事の実施は計画が 10 箇所であったのに対

し１箇所にとどまり、平成 29 年度からの３か年の実績としては、第３期５

か年計画の目標事業量（整備箇所数70箇所）に対し、37.1%（26箇所）とな

った。県においては、引き続き、台風第 19 号の被災箇所の早期復旧に最優

先で取り組んでいると承知しているが、極力、①本事業についても、今期計

画において必要箇所を整備できるよう、実施内容を検討したうえで取り組ん

でいただきたい。 

①  令和元年東日本台風の影響により、事
業予定箇所や工法の見直しが生じてい
る。令和２年度は計画が14箇所、実績
が7箇所となり、平成29年度からの４
か年の実績としては、第３期５か年計画
の目標事業量（整備箇所数70箇所）に
対し、47.1%（33箇所）となった。 
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http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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工事施工箇所においては、土留工や土留柵工に加えて、緑化工や植生保護

柵を併せて施工することで、崩壊地における林床植生の早期回復が図られ、

土壌流出の防止効果が発揮できると期待される。今後も必要に応じて緑化工

法を併用し、土壌の流出を防止する着実な整備を期待したい。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

第３期５か年計画の目標事業量（55ha）に対し、３年目となる令和元年度

は、水源の森林エリア内の自然林11.89haにおいて森林の土壌や落ち葉の流

出を防ぐ筋工や植生保護柵などの土壌保全対策が行われた。平成 29 年度か

らの３か年の実績は 41.59ha、進捗率は 75.6%となっており、順調に進捗し

ている状況である。 

また、モニタリングの調査結果によると土壌保全対策施工後１～２年で土

壌侵食が軽減、４～５年で植生や落葉等により地表が100%近く覆われ、その

後は、植生保護柵の外でも林床植生は回復傾向にある。これは、土壌保全対

策と併せて、シカ管理捕獲により生息密度の増加が抑えられている影響と考

えられる。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

第３期５か年計画の目標事業量（60ha）に対し、令和元年度は水源の森林

エリア内の県有林のうち、概ね800ｍ以上の標高にある人工林13.89haにお

いて受光伐、丸太筋工、植生保護柵などの土壌保全対策を行った。平成29年

度からの３か年の対策実施面積は 38.00ha、進捗率は 63.3%と順調である。

また、土壌保全対策の効率的実施のため、丹沢県有林内に延長1,072ｍのモ

ノレールを設置している。 

モニタリング調査結果によると植生保護柵内では受光伐採後に林床植生

の増加や草丈の増高が見られたとのことである。今後も事業の実施前後で調

査結果を比較し、必要に応じて事業手法の見直しに活用するなどモニタリン

グ結果を用いながらより実効性の高い対策の実施が期待される。 

 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

・ 水源保全上重要な丹沢大山において、シカの採食圧や登山者の踏圧による土壌流出にともなう植生の

衰退防止を目的として、植生保護柵や丸太筋工、木道等の設置を行い、土壌保全対策を講じた。 

・ 既存の植生保護柵について点検を行い、落枝倒木等により損傷したものに対して補修を行った。 

・ 土壌保全対策の効果を検証するため、平成19年度以降に土壌保全対策を実施した７地区（堂平、蛭ヶ

岳、地蔵平、石棚山、熊笹ノ峰、表尾根、檜洞丸）78地点において、植生調査等のモニタリングを実施

した。 

内容 主な工種 数量 場所 

土壌保全対策工事 植生保護柵、金網筋工 

H29：10.10ha 

H30： 7.55ha 

R1 ： 3.85ha 

R2 ：9.10ha 

足柄上郡山北町中川地

内他（犬越路、大室山） 

踏圧対策工事 
木道、構造階段、丸太土留

柵工等 

H29： 420ｍ 
丹沢三峰線(清川村宮

ヶ瀬地)他５路線 

H30： 280ｍ 大倉尾根線他４路線 

R1 ： 360ｍ 表尾根線他３路線 

R2 ：800ｍ 西丹沢山稜線他６路線 
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Ⅰ 事業概要                                       

注 

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

間伐材の搬出を支援し、有効利用を図ることで、森林所有者自らが行う森林整備を促進し、水源かん養

など公益的機能の高い良好な森林づくりを進める。 

また、併せて、間伐材等の森林資源を有効利用することにより、民間主体の持続的・自立的な森林管理
(注)の確立を目指す。 

 

【 目標 】 

年間を通じた安定的な間伐材の搬出を促進する。 

林道から近いなど森林資源の利用が可能な森林にあっては、民間主体の持続的・自立的な森林管理を図

るため、より効率的な間伐材の搬出方法を検証し、１日あたりの搬出量の増加など木材の生産性の向上を

図る。 

 

【 事業内容 】 

(1) 間伐材の搬出支援 

森林整備により伐採された間伐材の集材、搬出に要する経費に対して助成する。 

【補助対象者】 森林所有者、森林組合等 

【補助率】   定額単価  ・集材を伴う場合（経費の1/2相当）   11,000円／㎥ (R２年度時点) 

・集材を伴わない場合（経費の1/3相当）  2,000円／㎥ (R２年度時点) 

 

(2) 生産指導活動の推進 

森林所有者等に対する間伐材の仕分けや造材に関する生産指導に加え、搬出機械を利用したより生産

効率の高い搬出方法の普及定着を図るための生産効率調査・検証等を行う。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

① 事業量 120,000㎥ 

② 事業量 50箇所  

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  15億5,000万円（単年度平均額 ３億1,000万円） 

（うち新規必要額    15億5,000万円（単年度平均額 ３億1,000万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

 

 

 

 

注 県で公的管理・支援を行ってきた森林のうち、契約期間の満了に伴い所有者に返還した森林について、その後も水源かん養機能な

ど公益的機能が発揮される状態を持続できるよう、森林施業の集約化を進める事業者等を主体とした森林管理の確立を目指す。 

 

 

４ 間伐材の搬出促進 
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間伐材搬出状況（相模原市鳥屋） 

 

搬出した間伐材を運搬するための 

積込作業の様子 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

第３期５か年計画の目標搬出量（120,000㎥）に対し、４か年の生産量は101,159㎥（令和２年度は27,178

㎥）、進捗率は 84.3%となっており、事業は順調に進められている。搬出量が目標数量を達成できるよう

になった背景には、第２期中に県森林組合連合会が原木市場を拡張する等して受け入れ体制が強化された

こと、Ａ材を扱う製材事業者が設備拡充に努めたこと、Ｂ材の販路が確保されたこと、低質材の販路が拡

大（木質バイオマス用等）したこと等があるものと考えられる。令和元年度には県内に新たに木質バイオ

マス発電所が稼働し、低質材が燃料用チップとして活用された。令和２年度には取引量が約6,829㎥とな

り、低質材の有効利用が進んでいる。 

また、本事業の利用を前提に、森林組合や林業会社等が作業道の整備や高性能林業機械の導入を進めた

ことにより、作業効率の向上が図られた。 

本事業が目指す「民間主体の持続的・自立的な森林管理の確立」に向けた取り組みとして、搬出量の引

き上げとともに補助単価の段階的な引き下げを開始したとのことであるが、事業者や市場の状況を見極め

ながら適切な対応をお願いしたい。 

生産指導活動については、平成29年度から生産性の調査を実施し、より効果的な搬出方法を検証する取

組が始められており、４か年の調査箇所は41箇所、進捗率は82%となっている。これまでの調査の結果は、

現場の状況や伐採・搬出の方法が異なることから、調査箇所によるバラツキが大きく、今後行う調査結果

も加えて検証を行う必要がある。 

 

※住宅の柱や梁として使用するものをＡ材、集成材や合板等の加工材として使用するものをＢ材、チップ

や土木資材として使用する材を低質材と分類している。 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 

（進捗率・執行率） 

① 間伐材搬出支援 120,000㎥ 24,262㎥ 25,244㎥ 24,475㎥ 27,178㎥ 101,159㎥（84.3％） 

② 生産指導活動の推進 50箇所 11箇所 10箇所 10箇所 10箇所 41箇所（82.0％） 

事業費（万円） 155,000 29,676 30,686 29,572 30,491 120,425（77.7％） 

 

 

【 事業を実施した現場の状況 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐材搬出状況（秦野市菩提） 

 

高性能林業機械を利用した 

枝払い・玉切り作業の様子 

 

総 括 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

この事業の効果は、間伐材の搬出の促進を通じて、森林整備を推進するものであるため、モニタリング

調査は実施しない。搬出された材は、市場等を通じて、有効利用された。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果  

【日 程】 平成30年10月５日(金) 

【場 所】 秦野市横野字牛首、秦野市菖蒲 

【参加者】 11名 

【テーマとねらい】 

間伐材の搬出における現状や課題などをモニターする。 

【事業の概要】 

間伐材の搬出を支援し、有効利用を図ることで、森林所有者自らが行う森林整備を促進し、水源かん養な

ど公益的機能の高い良好な森林づくりを進める。 

また、併せて、間伐材等の森林資源を有効利用することにより、民間主体の持続的・自立的な森林管理の

確立を目指す。 

【総合評価】 

○ 間伐材の搬出促進については、大型機械の導入などにより水源環境保全税が適切かつ効果的に使われて

いると判断できる。 

○ 県は、水源環境保全税終了後を見据えた事業展開を今後検討していくことが必要と感じる。 

 

【日 程】 令和２年11月11日（水） 

【場 所】 丹沢諸戸の森（秦野市丹沢寺山）ほか 

【参加者】 県民会議委員11名 県職員13名 

【テーマとねらい】 

間伐材の集材・搬出による持続的・自立的な森林管理にかかる実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

間伐材の搬出を支援し、有効利用を図ることで、森林所有者自らが行う森林整備を促進し、水源かん養な

ど公益的機能の高い良好な森林づくりを進める。 

また、併せて、間伐材等の森林資源を有効利用することにより、民間主体の持続的・自立的な森林管理の

確立を目指す。 

【総合評価】 

○ 今後、補助金が無くなった場合の森林保有者の自立に向けての課題、さらには森林の気象災害リスクに

おける対策についての課題など日々改善しつつ、関係者が一生懸命取り組んでおられることを痛感した。 

○ 事業開始後12年目以降の平成28年度以降は、年間木材生産量の目標値を達成しており事業の成果は明

らかである。 

○ 一方で、達成後の持続・自立についての議論を一層深める必要がある。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

第３期５か年計画の目標搬出量（120,000㎥）に対し、３か年の生産量は

73,981㎥（令和元年度は 24,475㎥）、進捗率は 61.7%となっており、事業

は順調に進められた。搬出量が目標数量を達成できるようになった背景に

は、第２期中に県森林組合連合会が原木市場を拡張する等して受け入れ体制

が強化されたこと、Ａ材を扱う製材事業者が設備拡充に努めたこと、Ｂ材の

販路が確保されたこと、低質材の販路が拡大（木質バイオマス用等）したこ

と等があるものと考えられる。令和元年度には県内に新たに木質バイオマス

発電所が稼働し、低質材が燃料用チップとして活用された。今後の事業進捗

についても期待したい。 

また、本事業の利用を前提に、森林組合や林業会社等が作業道の整備や高

性能林業機械の導入を進めたことにより、作業効率の向上が図られた。 

本事業が目指す「民間主体の持続的・自立的な森林管理の確立」に向けた

取り組みとして、①補助単価を段階的に引き下げることを検討しているとの

ことである。事業者や市場の状況を見極めながら適切な対応をお願いした

い。 

生産指導活動については、平成 29 年度から生産性の調査を実施し、より

効果的な搬出方法を検証する取組が始められており、３か年の調査箇所は31

箇所、進捗率は62%となっている。これまでの調査の結果は、現場の状況や

伐採・搬出の方法が異なることから、調査箇所によるバラツキが大きく、②

今後行う調査結果も加えて検証を行う必要がある。 

※一般的に、住宅の柱や梁として使用するものをＡ材、集成材や合板等の

加工材として使用するものをＢ材、チップや土木資材として使用する低質材

をＣ材と分類している。 

 

①  「民間主体の持続的・自立的な森林管理」 
を確立するためには、施業の集約化を
行いながら、木材生産性のさらなる向
上が必要であることから、生産指導の
一方で、林業事業体による木材生産性
向上の取組を促すため、補助単価を段
階的に引き下げることを検討してい
る。令和２年度は、まず、初回の引き
下げを行った。 

 
②  生産性の調査については、４か年で 41

箇所、進捗率は82％である。引き続き、搬
出データの集積を行いながら、効率的な搬
出についての検討を行う。 
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※１ 令和元年度集計データからは、グラップル付きフォワーダで直接

集材したものはグラップルに含まれる。 

※２ 「その他」には、平成29及び30年度はグラップル付きフォワー

ダで直接集材したものも含まれる。他、ハーベスタ、プロセッサヘリ

集材、簡易集材機による集材など。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

① 間伐材の搬出支援（搬出量(㎥)）（実施主体：各地域県政総合センター） 

 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

  

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

② 生産指導活動の推進 

森林組合連合会が、森林所有者等に対して、山土場等で造材や木材の仕分けを指導した。また、間伐

材の生産効率調査を10箇所で実施した。 

【 地域別搬出実績 】 

【 事業主体別搬出実績 】 

【 搬出方法（使用機材）別搬出実績 】 

年度 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２

相模原市 3,816 3,424 3,048 2,735

厚木市 367 622 838 1,411

愛川町 270 535 468 731

清川村 327 200 357 323

小計 4,780 4,781 4,711 5,201

秦野市 4,077 3,589 4,204 4,574

伊勢原市 708 580 801 832

小計 4,785 4,169 5,006 5,406

小田原市 5,312 3,064 2,590 3,092

南足柄市 1,869 2,666 2,125 5,417

松田町 0 487 696 525

山北町 2,093 2,105 1,639 2,691

大井町 0 0 0 347

箱根町 1,529 2,619 2,545 1,587

湯河原町 3,894 5,354 5,164 2,912

小計 14,697 16,294 14,758 16,571

全県 計 24,262 25,244 24,475 27,178

県央地域

湘南地域

県西地域

区分

ウインチ・グラップル※１ 9,723 40% 16,444 65%

ジグザグ集材 1,109 5% 1,250 5%

架線集材
（ラジキャリー等）

3,432 14% 1,646 7%

スイングヤーダ 4,974 20% 1,958 8%

タワーヤーダ 0 0% 0 0%

その他※２ 5,024 21% 3,946 16%

計 24,262 25,244

区分

ウインチ・グラップル※１ 21,392 87% 24,825 91%

ジグザグ集材 1,483 6% 343 1%

架線集材
（ラジキャリー等）

410 2% 104 0%

スイングヤーダ 995 4% 1,191 4%

タワーヤーダ 98 0% 546 2%

その他※２ 98 0% 170 1%

計 24,475 27,178

Ｒ１ Ｒ２

H29 H30
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ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

荒廃が懸念される地域水源林において、市町村が主体的に取り組む森林整備などを推進することで、水

源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させる。 

 

【 目標 】 

地域の水源環境を保全する上で重要な地域水源林について、市町村の全体整備構想に基づく計画的な取

組や、森林所有者が行う高齢級間伐への助成により、森林整備を推進する。 

 

【 事業内容 】 

(1) 市町村が実施する私有林の確保・整備（市町村） 

地域水源林エリア内の私有林について、協力協約、協定林方式（整備協定、施業代行）や長期受委託

などの手法により確保・整備を行う。 

(2) 市町村有林等の整備（市町村） 

地域水源林エリア内及び水源の森林エリア内の市町村有林の整備を行う。   

(3) 高齢級間伐の促進（県） 

地域水源林エリア内の 36 年生以上の人工林について、森林所有者等が行う森林整備に県が支援する

ことにより、定期的な間伐を適期に行い森林の手入れ不足を解消し森林の持つ公益的機能の向上を図る。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

① 確保面積 840ha 

② 整備面積 1,360ha  

③ 市町村有林等の整備面積 435ha 

④ 高齢級間伐の促進  100ha 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  28億6,500万円（単年度平均額 ５億7,300万円） 

（うち新規必要額    28億6,500万円（単年度平均額 ５億7,300万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 (1)(2) 市町村が実施する私有林の確保・整備、市町村有林等の整備 

第３期５か年計画の目標事業量に対し、平成29年度から令和２年度の４か年で、私有林確保において

75.0%、私有林整備において75.1%、市町村有林等整備において77.2%の進捗率となっている。 

第２期計画から私有林の確保・整備に長期施業受委託の手法を導入し、森林組合等によって私有林の

確保・整備が着実に推進されたことにより、森林整備の効率化や間伐材の搬出・利用が進められたこと

は評価できる。 

私有林の進捗について、計画当初は確保に対し整備が低位な状況であったが、その後は着実に整備が

進捗してきている。令和２年度は確保、整備、市町村有林等整備のいずれも前年度を上回る実績であっ

たことから、引き続きの取組を期待したい。 

５ 地域水源林整備の支援 

総 括 
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清川村煤ヶ谷地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         整備前                         整備後 

 

地域水源林の整備に当たって、各市町村が使いやすい支援をするべきとは思うが、事業の目的が住民

のための水源かん養に利しているのかをしっかり検討することが基本である。その支援においては、市

町村の主体性・独自性を尊重し、きめ細やかな取組みを促すことが、水源かん養などの森林の公益的機

能向上と地域活性化につながっていることは評価できる。 

 

 (3) 高齢級間伐の促進 

高齢級間伐については、森林組合の無い地域において、林業事業体が小規模零細な土地について施業

提案し、集約化して森林整備を行うのに適したものとなっている。しかし、事業対象地では長期施業受

委託事業等、別事業での間伐が進んでいることから、本事業の活用が減少しており、その後も、この傾

向が続くものと考えられた。 

そうしたことを勘案して、第３期計画では、事業量を減じて計画されているが、平成29年度から令和

２年度の４か年の進捗率は 62.5%となっている。第４期計画においても事業量を減じているので、今後

は事業の進捗管理をしっかり行っていただきたい。 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 
（進捗率・ 
執行率） 

私有林確保 840ha 150ha 189ha 137ha 154ha 
630ha 

（75.0%） 

私有林整備 1,360ha 201ha 252ha 276ha 293ha 
1,022ha 

（75.1%） 

市町村林等整

備 
435ha 118ha 95ha 58ha 65ha 

336ha 

（77.2%） 

高齢級間伐 100ha 17ha 16ha 15ha 15ha 
63ha 

（62.5%） 

事業費（万

円） 
286,500 57,140 60,510 59.899 65,675 

243,224 

（84.9%） 

 ※端数調整により累計数字が実績の足し合わせと異なる場合がある。 

【 事業を実施した現場の状況 】  
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

「１ 水源の森林づくり事業の推進」のモニタリング調査により把握し、事業独自のモニタリング調査

は実施しないため、「１ 水源の森林づくり事業の推進」のモニタリング調査結果に基づく評価と同じ。 

 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により休止となったため、第３期５か年計画中に実施した事業モ

ニター結果を記載する。 

【日 程】 平成29年12月21日(木) 

【場 所】 湯河原町鍛冶谷字桜郷、箱根町箱根字畑引山 

【参加者】 12名 

【テーマとねらい】 

町独自の水道水源を有する箱根町と湯河原町の森林整備状況をモニターする。 

【事業の概要】 

（ねらい） 

荒廃が懸念される地域水源林において、市町村が主体的に取り組む森林整備などを推進することで、

水源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させる。 

（内容） 

地域の水源環境を保全する上で重要な地域水源林について、市町村の全体整備構想に基づく計画的な

取組や、森林所有者が行う高齢級間伐への助成により、森林整備を推進する。 

【総合評価】 

○ 地域水源林の整備に当たって、各自治体が使いやすい支援をするべきとは思いますが、事業の目的が

住民のための水源かん養に利しているのかをしっかり検討することが基本である。 

○ 湯河原町、箱根町とも行政と市民が一体となって森林整備を進めていることを高く評価したい。 

○ 今回視察した湯河原町、箱根町の現場は、観光地の中に水源があるという特異な場所での森林整備で

あったが、水源林が山奥ばかりではないという良い事例であり、大勢の人が訪れ水源環境保全税を知っ

てもらう良い機会となるので、看板を立てて説明するなど、周知に努めるべきである。 

○ 地域水源林整備の支援において、市町村の主体性・独自性を尊重し、きめ細やかな取り組みを促すこ

とが、水源かん養などの森林の公益的機能向上と地域活性化につながっていることを評価する。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業モ

ニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体については

県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

(1)(2) 市町村が実施する私有林の確保・整備、市町村有林等の整備 

第３期５か年計画の目標事業量に対し、平成 29年度から令和元年度の

３か年で、私有林確保において 56.8%、私有林整備において 53.6%、市町

村有林等整備において62.3%の進捗率となっている。 

第２期計画から私有林の確保・整備に長期施業受委託の手法を導入し、

森林組合等によって私有林の確保・整備が着実に推進されたことにより、

森林整備の効率化や間伐材の搬出・利用が進められたことは評価できる。 

ただし、①私有林の進捗については、確保に対し整備が遅れているよう

に見える。確保した森林の整備が着実にかつ適切に行われるよう、市町村

と連携を取りながら進めていただきたい。市町村有林の整備については、

平成29年度、30年度に対し整備実績が低下している。原因の把握に努め

るとともに計画箇所の着実な実施に努めていただきたい。 

また、平成 29年度に視察した湯河原町と箱根町の現場は、観光地の中

に水源があるという特異な場所での森林整備であったが、水源林が山奥ば

かりではないという良い事例であり、大勢の人が訪れ水源環境保全税を知

ってもらう良い機会となる。令和元年度に設置した看板も活用し、周知を

していただきたい。 

地域水源林の整備に当たって、各市町村が使いやすい支援をするべきと

は思うが、事業の目的が住民のための水源かん養に利しているのかをしっ

かり検討することが基本である。その支援においては、市町村の主体性・

独自性を尊重し、きめ細やかな取組みを促すことが、水源かん養などの森

林の公益的機能向上と地域活性化につながっていることは評価できる。 

 

(3) 高齢級間伐の促進 

高齢級間伐については、森林組合の無い地域において、林業事業体が小

規模零細な土地について施業提案し、集約化して森林整備を行うのに適し

たものとなっている。しかし、事業対象地では長期施業受委託事業等、別

事業での間伐が進んでいることから、本事業の活用が減少しており、その

後も、この傾向が続くものと考えられた。 

そうしたことを勘案して、第３期計画では、事業量を減じて計画されて
いるが、②平成 29 年度から令和元年度の３か年の進捗率は約 48%となっ
ており、若干遅れているので、今後の事業進捗に期待したい。 

①  私有林について、令和元年度時点では整
備に対して確保が先行していたが、平成29
年度から令和２年度まで整備面積は年々
増加しており、令和２年度時点では整備の
進捗率が確保と並ぶ程度まで進んでいる。
また、確保地の新規整備を進めていくとと
もに現地の状況により２回目以降の整備
を検討するよう市町村への指導を行って
いる。 

具体的には短期間での整備を想定
している施業代行協定の事業実施箇
所について、施業後５年毎に目標林型
への誘導状況の確認を市町村に依頼
しており、その結果も活用し目標林型
に誘導していきたいと考えている。 
市町村有林の整備についても初回

整備に加え、目標林型に近づけるため
２回目以降の整備を進めている。 

 
② 高齢級間伐については、林業事業体が
小規模零細な土地について施業提案し、
集約化して森林整備を行うのに適した
ものとなっている。平成29年度から令和
２年度までの４か年の進捗率は約 62.5%
となっており、遅れているため、令和３
年度は予定している事業を確実に実施
できるよう、事業主体や森林の所有者な
どに働きかけをしていく。 
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Ⅰ 事業概要                                       

 

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

水源として利用している河川において、生態系による自然浄化や水循環の機能を高めることで、水源水

質の維持・向上を目指す。 

 

【 目標 】 

相模川水系及び酒匂川水系の取水堰の県内集水域に位置する市町村管理河川やその流域の支流及び水

路の環境整備を推進する。 

 

【 事業内容 】 

生態系による自然浄化機能や水循環機能を高める効果のある手法（自然石を配置する、河川に礫を敷く、

護岸を空積みにする等）を用いて、生態系に配慮した河川・水路の整備を実施する市町村への支援を行う。 

〈整備手法の例〉 

・自然石を配置するなどして、瀬と淵ができるような整備を行う。 

・河床に礫を敷く、護岸に多孔質材を使用するなどして、自然浄化機能を高める整備を行う。 

・護岸を空積みにする、河床を水が浸透できる地質にするなどして、伏流水や湧水を遮断せず、河川と

の水循環機能を高める整備を行う。 

・露出した洲（水際線）や河道内に植物が生育できるような環境を整えるなど、生物の生息空間を確保

し、生態系の保全・再生に資する整備を行う。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

工事箇所数 10箇所 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  14億9,000万円（単年度平均額 ２億9,800万円） 

（うち新規必要額    14億9,000万円（単年度平均額 ２億9,800万円）） 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

第３期５か年計画の目標工事箇所数10箇所に対し、生態系に配慮した河川・水路の新規整備は、平成

29年度から令和２年度までの４か年で10箇所（進捗率100.0%）となっており、順調に進捗している。 

事業費ベースでは令和２年度末時点での執行率が59.9%であるが、令和元年度中に防災上の理由により

整備の実施を取りやめた河川や国の補助事業で優先的に整備を行うために県からの補助事業を取りやめ

た河川があり、計画額が減少している。 

また、平成29年度から整備した河川・水路のうち、５箇所（牛島・寺下排水路、姥川、八瀬川、道保川、

河土川）で水質調査を実施した結果、BODは概ね河川の環境基準Ａ類型相当（2.0mg/L以下）の数値であり、

工事前と比較しても数値が下がった河川・水路が存在し、整備による効果が表れていると考えられる。生

物調査を実施した小田原市の牛島・寺下排水路では、ホザキノフサモやコウキクサ等の水生植物やアブラ

ハヤやドジョウ等の魚類、マルタニシやミズムシ等の底生動物を含めた多種の生物が生息していること

６ 河川・水路における自然浄化対策の推進 

総 括 
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厚木市干無川（自然石を用いた河床整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が確認されており、整備前と比較して種類の増加、生息数の増加がみられている。さらに、整備手法等を

含めた評価結果についても、整備前後を比較し、すべての箇所で評価点が向上している。 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第３期計画 
H29 年度実績 
（新規） 
（継続） 

H30 年度実績 
（新規） 
（継続） 

R1 年度実績 
（新規） 
（継続） 

R2 年度実績 
（新規） 
（継続） 

累計 
（進捗率・

執行率） 

河川・水路の 
整備 10箇所 

４箇所 

（４箇所） 

（０箇所） 

２箇所 

（２箇所） 

（２箇所） 

２箇所 

（２箇所） 

（３箇所） 

２箇所 

（２箇所） 

（５箇所） 

10箇所 

(100%) 

事業費（万円） 149,000 22,637 18,293 27,509 20,822 
89,261 

（59.9%） 

 ※ H29年度からの繰り越し工事１件をH30年度の新規件数に含めている。 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪実施概要≫ 

 ・整備を実施した河川・水路において継続して調査を実施。（整備後２年間は必須） 

 ・水質については、整備箇所の上下流で調査を実施。 

≪調査結果の概要≫ 

・工事後の水質調査※１を実施した結果BODは、概ね河川の環境基準A類型相当の数値※２であった。 

・動植物については調査を実施している一部の施工地で整備前と比較して種類の増加、生息数の増加

がみられている。 

・整備手法等を含めた評価結果については、平成 26年度より「河川・水路整備事業評価シート※３」

を使用し、①水質・動植物調査、②整備手法、③水環境の維持について、それぞれ評価を行ってお

り、整備前後を比較した結果、すべての箇所で評価点が向上した。 

※１ 環境基本法第16条に規定される環境基準において、測定回数は「原則として月１回以上」としている（年間12回以上）。一方、本件に

ついては、工事期間中等水質が安定しない時期があるため、測定回数を「整備計画の策定に必要な期間内に２回/日を原則月２回程度実施

する」としている（年間4回程度）。このため、季節変動が考慮できず、かつ測定回数が少ないため、測定誤差が大きい。 

※２ 各箇所における調査結果は、資料編（事業モニタリング調査実施状況）にて県ホームページに掲載 

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html） 

※３ 評価シートについては、県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23439.html） 
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 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 令和２年１月21日(火) 

【場 所】 相模原市道保川 

【参加者】 15名 

【テーマ】 

市町村が行っている生態系に配慮した河川・水路の整備について、実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

(ねらい) 

水源として利用している河川において、生態系による自然浄化や水循環の機能を高めることで、水源水

質の維持・向上を目指す。 

(内容) 

相模川水系及び酒匂川水系の取水堰の県内集水域に位置する市町村管理河川やその流域の支流及び水

路の環境整備を推進する。 

【総合評価】 

 〇 良質な水質の維持、生態的に充実した河川環境の創造、親水効果の高い河川空間の維持は、地元の理

解と協力が欠かせない、アダプト制度導入による住民参加型の維持管理への取り組みは評価できる。 

○ 第３期５か年の計画 工事箇所 10箇所 31年度までの進捗率（６箇所：60％）工事費合計 14億9,000万

円（単年度平均額 ２億9,800万円） 

 この数字から読み取れるように膨大な税金を投入している。視察した整備箇所は確かに景観も安全性も担保され、

整備後もアダプト制度につながるなど、水路整備や草刈りなども行われ、地域住民にも理解を得ているように感

じる。 

 昨今の浸水などの心配がない箇所であるだけに補助事業としての優先順位や整備方法に課題がないか、県民視点

での議論の必要を感じた。 

 

 事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

令和２年度は県民フォーラムの開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により中止したため、第３

期５か年計画中に実施した県民フォーラムで収集した県民意見を抜粋し、記載する。 

 

○ 水資源の大切さを感じた。（第43回） 

○ 水環境の保全が大切だと思いました。（第44回） 

 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

第３期５か年計画の目標工事箇所数10箇所に対し、生態系に配慮した河

川・水路の新規整備は、平成29年度から令和元年度までの３か年で８箇所

（進捗率80.0%）となっており、順調に進捗している。 

予算ベースでは令和元年度末時点での執行率が 45.9%であるが、これま

で事前調査を行っていた厚木市の北久保川と干無川において新規工事を行

っており、平成29年度、30年度に対して事業費は増加傾向にある。一方、

第３期市町村５か年計画について、令和元年度中に防災上の理由により整

備の実施を取りやめた河川や国の補助事業で優先的に整備を行うために県

からの補助事業を取りやめた河川があり、計画額が減少している。 

また、平成29年度、30年度に整備した河川・水路のうち、令和元年度も

継続して整備を実施している清水川・新屋敷水路を除く、５箇所（牛島・寺

下排水路、道保川、河土川、川村用水路）で水質調査を実施した結果、BOD

は概ね河川の環境基準Ａ類型相当（2.0mg/L以下）の数値であり、①工事前

と比較しても数値が下がった河川・水路が存在し、整備による効果が表れ

ていると考えられる。生物調査を実施した小田原市の牛島・寺下排水路で

は、ホザキノフサモやウキガヤ、ウキクサ等の水生植物やアブラハヤやド

ジョウ等の魚類、マルタニシやミズムシ島の底生動物を含めた多種の生物

が生息していることが確認されており、整備前と比較して種類の増加、生

息数の増加がみられている。さらに、整備手法等を含めた評価結果につい

ても、整備前後を比較し、すべての箇所で評価点が向上しており、工事を

実施した箇所の周辺住民からの評価も概ね良好とのことであった。 

整備計画については、周辺環境調査を実施し周辺住民の意見も取り入れ

つつ、令和元年度は１市１箇所で採択を行っている。 

① 令和２年度においても、整備効
果は表れており、引き続き整備
を進めていく。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

生態系に配慮した河川・水路等の整備（実施主体：市町村） 

市町村 事業箇所 
H29年度実績 

 (※１) 
H30年度実績 R1年度実績 R2年度実績 

小田原市 

牛島排水路 工事（新規） 効果検証 
効果検証 

工事（継続） 
効果検証 

寺下排水路 事前調査 
工事（新規） 

効果検証 
効果検証 

効果検証 

工事（継続） 

西大友水路 事前調査 
事前調査 事前調査 効果検証 

工事（新規） 

相模原市 

姥川 効果検証 効果検証 

効果検証 

工事（新規） 

（※３） 

効果検証 

工事（継続） 

(※４) 

八瀬川 効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 

道保川 

効果検証 

 工事（新規） 

(※２) 

効果検証 

工事（継続） 

効果検証 

工事（継続） 

効果検証 

工事（継続） 

厚木市 

恩曽川 効果検証 効果検証 ― ― 

善明川 効果検証 効果検証 機能保全 機能保全 

北久保川 事前調査 事前調査 
効果検証 

工事（新規） 

効果検証 

工事（継続） 

干無川 事前調査 事前調査 
効果検証 

工事（新規） 

効果検証 

工事（継続） 

伊勢原市 藤野用水路 効果検証 効果検証 ― ― 
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南足柄市 

弘西寺堰水

路 
効果検証 ― ― ― 

清水川・新

屋敷水路 
工事（新規） 

効果検証 

工事（継続） 
工事（継続） 工事（継続） 

松田町 河土川 工事（新規） 効果検証 効果検証 効果検証 

山北町 川村用水路 工事（新規） 効果検証 効果検証 ― 

工事箇所

の 

合計 

 ４箇所 ４箇所 ５箇所 ７箇所 

        

※１ 実績の凡例は次のとおり 

○ 事前調査・・・・・・・・ 工事前の水質調査、測量、設計、整備計画作成等の事前調査 

○ 工事（新規又は継続）・・ 工事計画の初年度が新規、２年目以降が継続 

(H29年度の新規は第２期計画からの継続) 

○ 効果検証・・・・・・・・ 工事後の水質測定、動植物調査等の効果検証 

   ※２ 翌年度への繰越工事のため当該年度実績には含めず、平成30年度の実績に加算する。 

※３ 翌年度への繰越工事のため当該年度実績には含めず、令和２年度の実績に加算する。 

※４ 翌年度への繰越工事のため当該年度実績には含めず、令和３年度の実績に加算する。 
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

地下水（伏流水、湧水を含む）を主要な水道水源として利用している地域において、それぞれの地域特

性に応じて市町村が主体的に行う地下水かん養や水質保全等の取組を促進し、良質で安定的な地域水源の

確保を図る。 

 

【 目標 】 

将来にわたり地下水利用や環境面に影響のない水位レベルを維持するとともに、地下水の水質が環境基

準以下の数値となることを目指す。 

 

【 事業内容 】 

(1) 地下水保全計画の策定 

地下水かん養や水質保全のための計画を策定する市町村への支援を行う。 

(2) 地下水かん養対策 

地下水保全計画に基づき、休耕田の借上げ、雨水浸透升の設置など地下水かん養対策を実施する市町

村への支援を行う。 

(3) 地下水汚染対策 

有機塩素系化学物質などの汚染がある地域において、地下水保全計画に基づき、浄化設備などによる

地下水汚染対策を実施する市町村への支援を行う。 

(4) 地下水モニタリング 

地下水保全計画に基づき、地下水の水位や水質のモニタリングを実施する市町村へ支援を行う。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

５か年計画において、特に整備量などの数値目標を設定していない。 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  ３億9,600万円（単年度平均額 7,900万円） 

（うち新規必要額    ３億9,600万円（単年度平均額 7,900万円）） 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

現在、地下水保全計画を策定している７地域・10 市町で地下水の水位のモニタリングが実施されてお

り、いずれの場所においても地下水利用や環境面に影響のない水位レベルを維持できている。 

一方、水質については、当初３地域（秦野市、座間市、中井町）で環境基準の超過が見られたが、汚染

対策を進めてきた結果、現在も環境基準の超過により汚染対策を継続しているのは秦野市のみとなって

いる。秦野市は依然としてテトラクロロエチレン注 1による地下水汚染が確認されているが、地下水汚染

浄化事業の効果がみられており、水源環境保全税が適切に使われていると判断できる。座間市は、平成30

年度以降は基準値以下の数値で推移しているが、平成29年度に１地点でテトラクロロエチレンが環境基

準（0.01 ㎎/L）を超過したため、モニタリングを継続している。同様に中井町についても、富栄養化物

質とされる硝酸性窒素注2が環境基準（10mg/L）に近い数値を示しているため、モニタリングを継続してい

る。令和２年度は、地下水の水質が環境基準以下という最終目標は秦野市を除き達成しているが、中井町

７ 地下水保全対策の推進 

総 括 
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では、湧水部での数値は環境基準以下であるが高止まりしており、引き続き監視が必要である。 

地下水保全対策では、引き続き、地下水汚染箇所の浄化対策を実施するとともに、その他の地域におい

ても地下水のかん養対策やモニタリングを長期的に継続する必要があり、今後もこれらの対策を継続し、

良質な地下水の確保に努めなければならない。 

さらに、地下水を利用していることの利点と維持の必要性について、地域住民に理解を促すために広報

や普及啓発を行うことも重要である。 

 

注 1 揮発性有機塩素系化合物の１種でドライクリーニングのシミ抜き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等

に使われる洗浄剤・溶剤の成分。目や皮膚、気管を刺激するほか、肝臓や腎臓の機能障害などの影

響があると報告されています。 

注 2 硝酸性窒素汚染の主な原因は、農地で用いられる肥料、家畜の糞尿、生活排水と考えられていま

す。赤潮などを引き起こす富栄養化の原因になるほか、高濃度で摂取すると乳児などで、酸素欠乏

症を起こすと報告されています。 

 

 １ 事業進捗状況  

５か年計画において、特に整備量などの数値目標を設定していない。 

 

区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 
（執行率） 

事業費 

（万円） 
39,600 10,980 11,420 6,420 7,030 

35,850 

（90.5%） 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地下水汚染対策（秦野市 浄化施設） 

 
有機塩素系化学物質で汚染された地下水を施設の

装置に通すことにより浄化を図る。 

地下水かん養対策（秦野市 水田かん養） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休耕田や冬期水田を借上げ、水田に水を張った状態

にすることで地下水へのかん養を図る。 



7-3 

 秦野市浄化施設の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

※ 調査結果は、資料編（事業モニタリング調査実施状況）にて県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html） 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 平成30年10月５日(金)  

【場 所】 秦野市栄町、秦野市菩提、秦野市曽屋 

【参加者】 11名 

【テーマとねらい】 

秦野市の地下水保全対策と効果などをモニターする。 

【事業の概要】 

地下水（伏流水、湧水を含む）を主要な水道水源として利用している地域において、それぞれの地域特性

に応じて市町村が主体的に行う地下水かん養や水質保全等の取組を促進し、良質で安定的な地域水源の確保

を図る。 

【総合評価】 

○ 秦野市は、過去に地下水汚染の経過があるが現在は地下水汚染浄化事業の効果がみられており、水源環境保全

税が適切に使われていると判断できる。 

○ 水田かん養事業は、台風の影響等できちんと評価をすることができず残念だった。 

○ 地下水を利用していることの利点と維持の必要性を地域住民に理解していただくための広報・普及啓発が必要

である。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業モ

ニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体については

県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 

 

＜調査結果の概要＞ 

◇ 地下水の水位及び水質の現状把握に努めた結果、一部箇所で水質が環境基準を超過するケースが

見られたが、地下水位はいずれも問題のないレベルであった。 

地下水の流れ 

汚染された地下水を汲み上げる 

汲み上げた地下水から汚染物質をガスとし

て分離する(約90％除去) 
ガス化した汚染物質を吸着

し、大気へ戻す 取り残された汚染物質を吸着

し、地下へ戻す 

ガス 

地下水 

水用活性炭処理槽 ばっ気処理 原水槽 ガス用活性炭処理槽 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/r1_tenken_kekka.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
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 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

現在、地下水保全計画を策定している７地域・10市町で地下水の水位の

モニタリングが実施されており、いずれの場所においても地下水利用や環

境面に影響のない水位レベルを維持できている。 

一方、水質については、当初３地域（秦野市、座間市、中井町）で環境基

準の超過が見られたが、汚染対策を進めてきた結果、現在も環境基準の超

過により汚染対策を継続しているのは秦野市のみとなっている。秦野市は

依然として地下水汚染が確認されているが、地下水汚染浄化事業の効果が

みられており、水源環境保全税が適切に使われていると判断できる。座間

市は、平成 30年度以降は基準値以下の数値で推移しているが、平成 29年

度に１地点でテトラクロロエチレンが環境基準（0.01㎎/L）を超過したた

め、モニタリングを継続している。同様に中井町についても、富栄養化物

質とされる硝酸性窒素が環境基準（10mg/L）に近い数値を示しているため、

モニタリングを継続している。つまり令和元年度は、地下水の水質が環境

基準以下という最終目標は秦野市を除き達成しているが、①座間市及び中

井町でも環境基準値に近い数値が散見された。 

したがって、地下水保全対策では、引き続き、地下水汚染箇所の浄化対

策を実施するとともに、その他の地域においても地下水のかん養対策やモ

ニタリングを長期的に継続する必要があり、今後もこれらの対策を継続し、

良質な地下水の確保に努めなければならない。②雨水浸透施設設置者への

補助をしている座間市においては設置状況の確認手法について検討する予

定であると伺っている。 

さらに、③地下水を利用していることの利点と維持の必要性について、

地域住民に理解を促すために広報や普及啓発を行うことも重要である。 

① 汚染箇所については、汚染対策やモニタリ
ングを継続して実施している。 

 

② 効果的な雨水浸透施設の設置方法に
ついて引き続き検討を行っていく。 
 
③ 新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、イベントでのチラシ・パンフ
レットの配布はできなかったが、ホーム
ページでの公開等を実施している。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

（１）地下水保全計画の策定  

H29年度実績 ０市町  

H30年度実績 ０市町  

R1年度実績 ０市町  

R2年度実績 ０市町  

第１期において 

計画策定済み 
９市町 

足柄上地区（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町）、

三浦市、真鶴町、箱根町 

 

（２）地下水かん養対策 

H29年度実績 ２市町 ・秦野市（内容：休耕田等を利用したかん養）  

・座間市（内容：雨水浸透施設設置者への助成）  

H30年度実績 ２市町 ・秦野市（内容：休耕田等を利用したかん養）  

・座間市（内容：雨水浸透施設設置者への助成） 

R1年度実績 ２市町 ・秦野市（内容：休耕田等を利用したかん養）  

・座間市（内容：雨水浸透施設設置者への助成） 

R2年度実績 ２市町 ・秦野市（内容：休耕田等を利用したかん養）  

・座間市（内容：雨水浸透施設設置者への助成） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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（３）地下水汚染対策 

H29年度実績 １市町 ・秦野市（内容：有機塩素系化学物質の浄化）  

H30年度実績 １市町 ・秦野市（内容：有機塩素系化学物質の浄化）  

R1年度実績 １市町 ・秦野市（内容：有機塩素系化学物質の浄化）  

R2年度実績 １市町 ・秦野市（内容：有機塩素系化学物質の浄化） 

 

（４）地下水モニタリング 

H29年度実績 10市町 ・秦野市 

・座間市 

・足柄上地区（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成

町） 

・箱根町 

・真鶴町 

H30年度実績 10市町 ・秦野市 

・座間市 

・足柄上地区（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成

町） 

・箱根町 

・真鶴町 

R1年度実績 10市町 ・秦野市 

・座間市 

・足柄上地区（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成

町） 

・箱根町 

・真鶴町 

R2年度実績 10市町 ・秦野市 

・座間市 

・足柄上地区（南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成

町） 

・箱根町 

・真鶴町 

 



○ 地下水の現状及び令和２年度実施事業一覧 

市町村 

実施事業 

地下水保全 

計画の策定 
地下水かん養対策 地下水汚染対策 

地下水モニタリング調査 

（地下水汚染対策のモニタリングも含む） 

水位 水質 

座間市 市独自に策定 
水源かん養地整備事業 

雨水浸透施設等設置助成事業 
― 問題なし 

基準超過なし 

(過去にテトラクロロエチ

レンを検出) 

秦野市 市独自に策定 水田かん養事業 有機塩素系化学物質浄化事業 問題なし 
基準超過

注
 

(テトラクロロエチレン) 

中井町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし 

基準超過なし 

(過去に硝酸性窒素を検出) 

南足柄市 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

大井町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

松田町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

山北町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

開成町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

箱根町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

真鶴町 
第１期において 

計画策定済み 
― ― 問題なし ― 

 注：平成30年度の県メッシュ調査（大気水質課）において、硝酸性窒素の基準値超過が確認された。（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/joukyou.html） 

７
－
６
 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/joukyou.html
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ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

富栄養化の状態にあるダム湖への生活排水（窒素・リン）の流入や相模川水系・酒匂川水系取水堰上流への未処

理の生活排水の流入を抑制することにより、県内水源保全地域の生活排水対策を総合的に推進し、水源環境の負荷

軽減を図る。  

 

【 目標 】 

県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整備と併せて、相模川水系・酒匂川水系取

水堰の県内集水域（ダム集水域を除く。）における合併処理浄化槽の転換促進を図り、県内水源保全地域の生活排

水処理率の向上を目指す。  

 

【 事業内容 】 

(1) 公共下水道の整備促進 

県内ダム集水域の下水道計画区域において公共下水道の整備を強化するため、市町村の追加的な費用

負担に対する支援を行う。  

(2) 一般家庭等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

県内ダム集水域の下水道計画区域外及び下水道計画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な

対応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区域外に移行する区域）において、住宅等(10人槽まで)

の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進に取り組む市町村に対し、次の支援を行う。 

【支援内容】 

・ 市町村設置型 

高度処理型合併処理浄化槽を設置するため必要となる経費のうち国庫補助金を除く公費負担相

当額、付帯工事費相当額及び高度処理のために必要となる経費相当額を支援する。 

・ 個人設置型 

高度処理型合併処理浄化槽の整備助成に対し、公費負担相当額の1/2、個人負担相当額の1/2、付

帯工事費相当額の1/2及び高度処理のために必要となる経費相当額を支援する。 

(3) 事業所等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

県内ダム集水域の下水道計画区域外及び下水道計画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な

対応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区域外に移行する区域）において、事業所等(10 人槽

超)の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進に取り組む市町村に対し、浄化槽の規模に応じた支援を

行う。 

(4) 一般家庭の合併処理浄化槽への転換促進 

相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域（ダム集水域を除く）の下水道計画区域外及び下水道

計画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な対応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区

域外に移行する区域）における単独処理浄化槽あるいはくみ取便槽の住宅について、合併処理浄化槽

（10人槽まで）への転換促進に取り組む市町村に対し、次の支援を行う。 

【支援内容】 

・ 市町村設置型 

合併処理浄化槽を設置するため必要となる経費のうち国庫補助金を除く公費負担相当額及び  

付帯工事費相当額を支援する。 

・ 個人設置型 

合併処理浄化槽の整備助成に対し、公費負担相当額の1/2、個人負担相当額の1/2、及び付帯工事

費相当額の1/2を支援する。 

 

８ 生活排水処理施設の整備促進 
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【 計画数量（第３期５年間） 】 

県内水源保全地域の生活排水処理率  96.0％ 

うちダム集水域の生活排水処理率   80.8％ 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計   61億6,900万円（単年度平均額 12億3,400万円） 

（うち新規必要額     34億8,300万円（単年度平均額  6億9,700万円）） 

 

ⅱ 事業の評価（点検結果）                                

 

 

 

県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整備と併せて、相模川水系・酒匂

川水系取水堰の県内集水域における合併処理浄化槽の転換促進を図った結果、県内水源保全地域の生活排

水処理率は、令和２年度末時点で95.1％（前年度95.0％）となった。うち、ダム集水域の生活排水処理率

は、72.6％（前年度71.4％）となっている。 

第２期計画までにおいて、公共下水道の整備促進の対象としていた地域は、地形が急峻、住宅の疎密、

設置場所が狭い等、様々な困難から工事費がかさむ傾向があり、さらに、多数設置されたポンプの運転費

用、維持管理費用を加味すると、税の活用効率は必ずしもよくないと考えられた。ダム集水域の生活排水

処理率の目標達成と税の効率的な活用のためには、公共下水道整備だけでなく、合併処理浄化槽等の整備

を選択肢に含め、地区や場所によって経済的かつ効率的な汚水処理方法を選択する柔軟な施策運営が望ま

れたことから、第３期計画では、こうした課題を踏まえて、公共下水道整備と合併処理浄化槽整備の事業

を統合し、弾力的な事業実施を可能としたことは評価できる。 

さらに、第３期計画から相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域に対象範囲を広げ、一般家庭の合

併処理浄化槽への転換促進に取り組んでおり、令和２年度においては前年度実績を上回る 92 基の合併処

理浄化槽を設置した。 

こうした取組みの中、第３期計画策定時の想定以上に工事費が増加していることや、山間部の公共下水

道対象地域外においては、少子高齢化等の影響もあってか、合併処理浄化槽への転換を望まない世帯も多

く、県内水源保全地域及びダム集水域の生活排水処理率は、毎年上昇しているものの、その上昇幅は縮小

しているという課題もある。 

整備が進まない地域における個別の課題を把握するため、該当市町村へのヒアリング・現地確認を行い、

地域の実情に合った広報を活用し合併処理浄化槽への転換を進めている取組を確認した一方、コロナ禍で

の広報や高齢世帯・単身世帯の転換が進まないなどの課題、高低差のある山間の現場での施工の困難さを

改めて把握したとのことである。これらの課題を踏まえた施策の展開を期待したい。 

 

 １ 事業進捗状況   

区 分 第３期計画 
H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2年度 

実績 

累計 

（進捗率・ 

執行率） 

県内水源保全地域

の生活排水処理率 
96.0% 94.6% 94.8% 95.0% 95.1% 40.0% 

うちダム集水域の

生活排水処理率 
80.8% 67.5% 70.3% 71.4% 72.6% 44.2% 

事業費（万円） 348,300 64,356 61,579 71,378 70,998 
268,311 

（77.0％） 

総 括 
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【 事業を実施した現場の状況 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

 この事業は、県民会議で整理した「各事業の評価の流れ図（構造図）」において、事業モニタリングの対

象となっていない。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 令和２年１月21日(火) 

【場 所】 相模原市津久井地域 

【参加者】 15名 

【テーマ】 

市町村が行っている県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整備とダム

集水域を除く県内集水域における合併処理浄化槽への転換について、実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

(ねらい) 

富栄養化の状態にあるダム湖への生活排水（窒素・リン）の流入や相模川水系・酒匂川水系への生活排

水の流入を抑制することにより、県内水源保全地域の生活排水対策を総合的に推進し、水源環境の負担

軽減を図る。 

(内容) 

県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整備と併せて、相模川及び酒匂川

水系取水堰の県内集水域（ダム集水域を除く）における合併処理浄化槽の転換促進を図り、県内水源保

全地域の生活排水処理率の向上を目指す。 

【総合評価】 

  〇 これまで市町村別に分かれていた公共下水道の整備促進と合併処理浄化槽の整備促進が統合された

事から、さらに関係自治体との連携を進め整備促進につながることを期待したい。 

    また、山間部の公共下水道対象地域外や高齢者のひとりずまいなど、それぞれの家庭事情や金銭的

な問題もあり、なかなか進まない単独処理浄化槽の設置者に対する転換の働きかけについては、広報

やホームページなどの情報発信と共に職員が個別訪問し転換を図ることを検討するとのことなので、

今後の転換促進につながることを期待したい。 

  〇 河川水質の向上をはかる上で、河川への糞尿の直接的な流入は無くしていなかければなりません。

一般家庭への浄化槽設置（相模原市） 

 

 

公共下水道の整備（相模原市） 
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特に上流域に行けば行くほど整備が遅れているエリアも残されています。そのような家屋にしらみつ

ぶし的に浄化槽を整備していただく上で、税金投入はいたしかたないものと思われます。ただ一つ問

題点としましては、やはり県民からの税金が投入されている以上は、単に整備戸数が増えたという数

字だけではなく、仮にわずかでも定点的な水質が向上したというような事業効果を見える化して、県

民にPRする必要があると思います。今回の事業モニターにおいては、そのことがなされていないとの

ご担当者からの話でしたので、今後はその点においての努力はお願いしたいと思います。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業モ

ニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体について

は県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整

備と併せて、相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域における合併処理

浄化槽の転換促進を図った結果、県内水源保全地域の生活排水処理率は、令

和元年度末時点で95.0％（前年度94.8％）となった。うち、ダム集水域の生

活排水処理率は、71.4％（前年度70.3％）となっている。 

第２期計画までにおいて、公共下水道の整備促進の対象としていた地域

は、地形が急峻、住宅の疎密、設置場所が狭い等、様々な困難から工事費が

かさむ傾向があり、さらに、多数設置されたポンプの運転費用、維持管理費

用を加味すると、税の活用効率は必ずしもよくないと考えられた。ダム集水

域の生活排水処理率の目標達成と税の効率的な活用のためには、公共下水道

整備だけでなく、合併処理浄化槽等の整備を選択肢に含め、地区や場所によ

って経済的かつ効率的な汚水処理方法を選択する柔軟な施策運営が望まれ

たことから、第３期計画では、こうした課題を踏まえて、公共下水道整備と

合併処理浄化槽整備の事業を統合し、弾力的な事業実施を可能としたことは

評価できる。 

さらに、第３期計画から相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域に対

象範囲を広げ、一般家庭の合併処理浄化槽への転換促進に取り組んでおり、

令和元年度においては前年度実績を10基以上上回る84基の合併処理浄化槽

を設置した。 

こうした取組みの中、第３期計画策定時の想定以上に工事費が増加してい

ることや、山間部の公共下水道対象地域外においては、少子高齢化等の影響

もあってか、合併処理浄化槽への転換を望まない世帯も多く、県内水源保全

地域及びダム集水域の生活排水処理率は、毎年上昇しているものの、①その

上昇幅は縮小しているという課題もある。 

今後、地域の実情に応じた対応を検討していくことで、水源河川の水質の

維持向上への効果も期待したい。 

① 合併処理浄化槽への転換は、環境保全
に資する取組であることを周知するため、
引き続き、「県のたより」を活用し、県民
理解の促進を図った。 
現在、整備が進まない地域における個別の課

題を把握するため、該当市町村へのヒアリン
グ・現地確認を行った。 
浄化槽整備に係る補助要綱について、令

和２年度以降、宅内配管費用を補助対象に
加える見直しを行い、市町村支援の充実を
図った。 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

① 公共下水道の整備促進   

【実施市町】相模原市（ダム集水域） 

 

 

 

 

② 一般家庭等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

【実施市町】相模原市、山北町（ダム集水域） 

 

 

 

 

③ 事業所等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

【実施市町】相模原市、山北町（ダム集水域） 

 

 

 

 

④ 一般家庭の合併処理浄化槽への転換促進 

【実施市町】小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、松田町、山北町（いずれも

ダム上流域を除く取水堰上流） 

 

区 分 H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

R1年度 

実績 

R2年度 

実績 
累計 

整備面積 21ha 18ha 21ha 17ha 77ha 

区 分 H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

R1年度 

実績 

R2年度 

実績 
累計 

整備基数 128基 116基 95基 79基 418基 

区 分 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 累計 

整備基数 ４基 ３基 ６基 １基 14基 

区 分 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 累計 

整備基数 60基 71基 84基 92基 307基 
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

相模川水系全体の流域環境保全に向け、山梨県との共同事業により、県外上流域における水源環境の保

全・再生を図る。 

 

【 目標 】 

山梨県と共同して、効果的な水源環境保全対策を実施する。 

 

【 事業内容 】 

相模川水系の県外上流域対策について、第１期計画において実施した相模川水系流域環境共同調査の結

果を踏まえ、神奈川県と山梨県が共同して効果的な保全対策を実施する。 

(1) 森林整備 

荒廃した森林を対象に、間伐や間伐に必要な作業道等の整備等を両県が共同事業として実施する。 

費用負担については、事業費（国庫支出金を除く）の１／２ずつ負担する。 

 

(2) 生活排水対策 

桂川清流センターにおいて、リン削減効果のある凝集剤による排水処理を両県が共同事業として実施

する。費用負担については、次のとおり。 

【神奈川県】 凝集剤添加設備の設計、建設、修繕及び維持管理（薬品代、汚泥処分費）に係る費用 

【山 梨 県】 維持管理（人件費、電気料）に係る費用 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

① 荒廃森林整備目標面積 728ha 

② 広葉樹林整備目標面積 10ha  

③ 放流水の目標全リン濃度 0.6㎎/ℓ 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  １億9,000万円（単年度平均額 3,800万円） 

（うち新規必要額    １億9,000万円（単年度平均額 3,800万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

森林整備については、第３期５か年計画の目標事業量(協定書による)に対し、平成29年度から令和２年

度の４か年で荒廃森林再生事業では83.6%の進捗率で概ね堅調の実績であった。 

広葉樹の森づくり事業において、現地精査により事業要件に適さない箇所が確認され、計画面積を達成

することができなかったため、令和２年度の進捗率は50.3％であった。第３期計画目標の達成は困難と思

われるが、令和３年度についても引き続き事業実施箇所の確保に努めていただきたい。 

森林整備とシカ管理は大きな課題であるので、引き続き両県の情報共有が必要である。 

生活排水対策については、平成26年度から桂川清流センター（山梨県大月市の下水処理場）に設置した

リン削減効果のある凝集剤添加設備を稼動しており、放流水の全リン濃度の年間平均値は令和２年度にお

９ 相模川水系上流域対策の推進 

総 括 
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荒廃森林再生事業（山梨県都留市大野地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広葉樹の森づくり事業（山梨県道志村竹之本地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低灌木が混み合い、天然更新による森林の育成が困難         クヌギ、ナラを植樹し、獣害防護ネットを設置した。 

 な状態であった。                             広葉樹の森林が育成されることが期待される。 

いて0.36mg/Lと目標値（0.6mg/L）を達成していることから、所期の成果が得られていると言える。 

これまでの設備の稼働実績を踏まえ、放流水中のリン濃度について、目標を安定的に達成することが可

能となった。引き続きモニタリングを継続し、長期的に取組の効果を見定めていく必要がある。また、事

業を進めていく上で、上流域との交流に資する情報や場を提供するとともに問題意識を共有するなど、長

期的に協働関係を強化することも大切である。 

平成 30 年度に行った桂川清流センターや森林整備の現場での事業モニターでは、良質な水環境を保持

するために神奈川県の水源環境保全税が適切かつ効果的に使われていると判断できた。山梨県で行ってい

る水源施策に、神奈川県の水源環境保全税が使われていることを両県民に広く認知させる必要があるため、

広報・普及啓発が重要である。 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 
第３期計画 
（協定書に 
よる） 

H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 
（進捗率・ 
執行率） 

間伐 728ha 164.24ha 147.12ha 148.37ha 149.01ha 
608.74ha 

(83.6%) 

広葉樹の植栽 10ha 0ha 0.48ha 2.82ha 1.73ha 
5.03ha 

(50.3%) 

事業費（万

円） 19,000 3,451 3,497 3,603 3,466 
14,017 

（73.7%） 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立木が混み合い、林内がうっそうとして昼間でも              間伐を実施することで、林内の光環境が改善し、 

薄暗い状態だった。                            下層植生の発生が期待される。 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

森林整備のモニタリング調査については、山梨県で実施している森林環境保全基金事業の効果検証モニ

タリングで実施。なお、生活排水対策のモニタリング調査について、令和２年度は次のとおり評価を実施。 

 

ア 調査結果 

  

 

放流水の全リン濃度の年間平均値は0.36mg/Lと目標値を達成しており、所期の成果が得られている。 

※ 安定した運転のためPAC添加量を調整中。※PAC処理については、P9-5,6参照 

 

イ 凝集剤による全リンの負荷軽減量（理論値） 

 区分 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 
凝集剤による全リンの負荷軽減量

【ｔ/年】 2.1 1.8 1.7 2.4 

令和２年度で2.4t削減できており、これは5,053人が１年間に排出する汚濁負荷量に相当する。 

※ 凝集剤による全リンの負荷軽減量＝ { 平成22年度放流水濃度（1.25mg/L）- 当該年度放流水濃度 } × 平均放流量 

※ １人が排出する全リンの年間汚濁負荷量は、「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（平成 20年９月）」によると、

0.4745kgである。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 平成30年７月24日(火) 

【場 所】 山梨県上野原市鶴島矢ノ根、山梨県桂川清流センター（山梨県大月市梁川町塩瀬800） 

【参加者】 10名 

【テーマとねらい】 

山梨県との共同事業における生活排水対策や森林整備状況をモニターする。 

【事業の概要】 

相模川水系全体の流域環境保全に向け、山梨県との共同事業により、県外上流域における水源環境の保全・

再生を図る。 

【総合評価】 

〇 良質な水環境を保持するために両県の共同事業として神奈川県の水源環境保全税が適切かつ効果的に使われて
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いると判断できる。 

〇 山梨県で行っている水源施策も含め、神奈川県の水源環境保全税における水源施策の理解促進のため、広報・

普及啓発に力をいれるべきである。 

〇 森林整備とシカ管理の問題は大きな課題であり、今後両県相互の情報共有が必要である。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業モ

ニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体については

県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

森林整備については、第３期５か年計画の目標事業量(協定書による)に対

し、平成 29 年度から令和元年度の３か年で荒廃森林再生事業では 63.1%の

進捗率で概ね堅調の実績であった。 

広葉樹の森づくり事業において、平成 30 年度は現地精査により事業要件

に適さない箇所が確認され、計画面積を達成することができなかった。令和

元年度は計画どおりに事業を実施し、進捗率は 33.0%であった。①第３期計

画については前半の出遅れは見られるものの、事業実施期間３か年でみると

概ね順調に進捗している。 

森林整備とシカ管理は大きな課題であるので、引き続き両県の情報共有が

必要である。 

生活排水対策については、平成 26 年度から桂川清流センター（山梨県大

月市の下水処理場）に設置したリン削減効果のある凝集剤添加設備を稼動し

ており、放流水の全リン濃度の年間平均値は令和元年度において 0.56mg/L

と目標値（0.6mg/L）を達成していることから、所期の成果が得られていると

言える。 

これまでの設備の稼働実績を踏まえ、放流水中のリン濃度について、目標

を安定的に達成することが可能となった。②引き続きモニタリングを継続

し、長期的に取組の効果を見定めていく必要がある。また、事業を進めてい

く上で、上流域との交流に資する情報や場を提供するとともに問題意識を共

有するなど、長期的に協働関係を強化することも大切である。 

平成 30 年度に行った桂川清流センターや森林整備の現場での事業モニタ

ーでは、良質な水環境を保持するために神奈川県の水源環境保全税が適切か

つ効果的に使われていると判断できた。③山梨県で行っている水源施策に、

神奈川県の水源環境保全税が使われていることを両県民に広く認知させる

必要があるため、広報・普及啓発が重要である。 

 

①  広葉樹の森づくり事業については、令
和２年度においても現地精査の結果、事
業要件を満たさない箇所が確認され、計
画面積を達成することができなかった。
令和３年度も事業実施箇所の確保に努め
るが、目標達成は困難である。 

 
②  凝集剤添加設備の稼働以降、放流水の

全リン濃度の令和２年度年間平均値は
0.36mg/Lと目標値を達成しており、所期
の成果が得られている。 

 
③  効果的な広報・普及啓発については、引

き続き検討を行っていく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

①  森林整備 

対象区域の森林において行う間伐、広葉樹の植栽、これらと一体として行う獣害防除、間伐に必要な

森林作業道の開設等を実施する。 

【荒廃森林再生事業】 

 H29年度実績 H30年度実績 R1年度実績 R2年度実績 

間 伐 164.24ha 147.12ha 148.37ha 149.01ha 

 

【広葉樹の森づくり推進事業】 

 H29年度実績 H30年度実績 R1年度実績 R2年度実績 

広葉樹の植栽 0ha 0.48ha 2.82ha 1.73ha 

 

② 生活排水対策 

相模湖の富栄養化防止のため、山梨県と共同して桂川清流センターにおけるリン削減効果のある凝集

剤による排水処理事業（ＰＡＣ処理）を実施する。 

 

【対象施設の概要】 

施設名称 ： 桂川清流センター 

所 在 地 ： 山梨県大月市梁川町塩瀬800 

処理方法 ： 標準活性汚泥法 

処理能力 ： 15,000㎥／日（日最大） 

処理水量 ： 平均6,500㎥／日 

下水排除方式 ： 分流 

放流水の目標全リン濃度 ： 0.6㎎／ℓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂川清流センター 平面図 

生活排水対策 

川の流れ 

放水 

 

凝集剤による排水処理モデル事業箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

凝集剤添加設備 
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＜リン削減効果のある凝集剤による排水処理事業（PAC処理）模式図＞ 

PAC 処理：ポリ塩化アルミニウム処理。流入下水中のリンをリン酸アルミニウムに変化させて、汚泥

として処分する。 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

年度 内容 

H29年度 排水処理事業 

H30年度 排水処理事業 

R1年度 排水処理事業 

R2年度 排水処理事業 

 

流入→ 放流→

　←返送汚泥

桂川へ

最終沈殿池

流域下水道

   送水管から

　　アルカリ剤添加

　　　↓

PAC添加

↓

最初沈殿池 嫌気槽 好気槽 好気槽 好気槽
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

「順応的管理」の考え方に基づき、事業実施と並行して、水環境全般にわたるモニタリング調査を実施

し、事業の効果と影響を把握しながら評価と見直しを行うことで、柔軟な施策の推進を図るとともに、施

策の効果を県民に分かりやすく示す。 

 

【 目標 】 

水源環境保全・再生施策の実施効果を評価するために必要な時系列データを収集し、効果的な施策の展

開に資する。 

 

【 事業内容 】 

(1) 森林のモニタリング調査 

 第３期５年間 

対照流域法（注１）等による森

林の水源かん養機能調査 

水源の森林エリア内の４地域に設置したモニタリング調査流域におい

て、間伐やシカ対策等の整備と平行して水量や水質、動植物相、土壌、土

砂流出量などの変化を調査し、施策を評価するための長期的な時系列デ

ータを収集する。 

人工林の現況調査 
県内水源保全地域内の民有林のスギ、ヒノキ人工林（約 30,000ha）につ

いて、５年ごとに整備状況等を調査する。 

森林生態系効果把握調査 

水源の森林づくり事業の整備が森林生態系に与える効果を把握するため

に、整備前後における植物や土壌動物、昆虫、鳥類、哺乳類の生息状況を

調査する。 

 

(2) 河川のモニタリング調査 

 第３期５年間 

河川の流域における動植物

等調査 
相模川、酒匂川水系において、底生動物、鳥類、植物等を調査する。 

県民参加型調査 県民参加のもとで利用目的等に応じた多様な指標を選定し調査する。 

 

(3) 情報提供 

 第３期５年間 

県民への情報提供 ホームページによる情報提供等 

 

(4) 酒匂川水系上流域の現状把握 

酒匂川水系県外上流域について、水量・水質（注２）に影響を与える森林や生活排水施設の現状を把握

する。 

※ 地下水のモニタリングについては、「地下水保全対策の推進」の中で実施する。 

（注１）･･･ 地形、植生、気象条件等が類似した二つの流域で、一方に水源環境保全施策を講じながら、流域毎の流出量等を測

定・蓄積し、それぞれのデータの経年変化を比較・解析する調査方法。 

（注２）･･･ 河川の水の汚濁状況を示す「生活環境の保全に関する環境基準」のうち、一般的指標となるＢＯＤ（生物化学的酸素

要求量）で評価。 

 

 

10 水環境モニタリングの実施 
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【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  10億4,000万円（単年度平均額 ２億800万円） 

（うち新規必要額    10億4,000万円（単年度平均額 ２億800万円））  

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

(1) 森林のモニタリング調査 

森林のモニタリング調査（対照流域法による水源かん養機能調査）における、下層植生回復による水源

かん養機能改善の検証の結果、植生保護柵を設置した流域内の下層植生は回復傾向であり、特に植生回復

が顕著なヌタノ沢試験流域では出水時の水の濁りがやや減少傾向であった。流量の安定化等も含めて継続

して検証する必要がある。 

適切な水源林管理による人工林の水源かん養機能保全の検証に関しては、貝沢試験流域における平成28

年度の整備において平成 24 年度整備と同様に渓流沿いでの間伐や除伐を控えるとともに木材の搬出にお

いても架線集材により地表のかく乱に配慮したところ、渓流水質の窒素濃度上昇などの整備による一時的

な負の影響は認められなかった。 

令和元年東日本台風の影響で、各試験流域の観測施設が被災したが、令和２年度末までにすべての試験

流域の施設が復旧し、基本的な観測を再開した。各試験流域の林地被害実態については現地調査により概

ね把握したが、さらにデータ解析を行う必要がある。また、台風前後で土砂流出や水生生物相等に変化が

見られたため、今後の回復状況を検証する必要がある。 

人工林現況調査については、令和元年度と令和２年度の２か年で、水源保全地域全域のスギ、ヒノキ人

工林の調査を実施した。今回の調査では、人工林現況調査として初めて、調査対象地全域の航空レーザ計

測による解析を行い、現地調査と組合せることで森林の現況を適切に把握することができた。この調査成

果が、森林整備の課題の確認及びその解決に寄与することを期待したい。 

森林のモニタリング調査（森林生態系効果把握調査）では、水源の森林づくり事業による森林の整備が、

森林生態系の健全性や生物多様性に与える効果を把握するため、「水源協定林」を対象に、植物・昆虫・

鳥類・哺乳類を調査した。 

スギ・ヒノキ林においては、弱度間伐であっても林床植生は緩やかに増加する傾向が認められ、針広混

交林化等の目標林型への誘導が進んでいると期待される結果が得られたが、低木層等も含めた階層構造が

順調に発達しているとまでは言えなかった。下層植生については、間伐後５年経過時点で下層植生の植被

率が最も高くなったほか、下層植生の種数も間伐前と比べて間伐後に多い傾向であった。さらに、下層植

生の植物種数が多く植被率の高いところでハムシ、ゾウムシ類の種数と個体数が多かった。また、ササラ

ダニ類では、周辺からの広葉樹リターの供給量の多いところで種数が多かった。鳥類では、下層植生が繁

茂したスギ、ヒノキ林では藪性鳥類の種数が多いことが示唆された。 

野ネズミの生息状況調査からは、全調査期間を通して林床植生が多い地点ほど捕獲頻度が高く、水源林

整備による植生回復が小哺乳類の生息にプラスに影響していることを示唆する結果が得られた。単年度の

調査結果であるため引き続き検証する必要がある。自動撮影カメラによる中大型哺乳類の生息状況調査か

らは、シカの撮影頻度が最も多く、地域別では、小仏山地と箱根外輪山で夏・冬ともシカの撮影が増加し

ており、両地域でシカの分布拡大が進んでいることが示唆された。小仏山地では、成オスの割合が高く、

侵入初期段階であることが示唆され、対して、箱根外輪山ではメスの割合が高く定着がすでに進んでいる

と考えられ、引き続き調査を継続する必要がある。 

 

(2) 河川のモニタリング調査 

河川モニタリング調査(環境DNA調査)は、河川の水を採取し、その中に存在する生物由来のDNAを分析

することによって生物の生息状況の調査を行うものであるが、５年に１回の大規模生物調査の代替・補完

や毎年度実施している県民調査員による生物調査への導入を実現することを目的として試行した。 

総 括 
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令和２年度は、サンショウウオ類、底生動物、技術全般について調査を行った。DNA データベースの整

備や試薬の改善によって検出率が向上しており、令和３年度は、県民調査員に協力してもらい捕獲調査の

代替としての利用が可能か検証していくとのことであるため、進めていただきたい。 

河川モニタリング調査（県民参加型調査）では、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から新規

の調査員の募集は中止し、昨年度から継続している県民調査員で調査を実施した。河川の水質や動植物の

生息状況などの調査を通じて、県民が水源環境に関心を持つ最初のきっかけとなり得る取組であるため、

新型コロナウイルス感染症が終息した時には、県民の幅広い参加を働き掛けていくことが必要である。 

総じて、これまで14年間の各種モニタリングによって、各事業の統合的指標（２次的アウトカム）に関

するデータや新たな知見が徐々に蓄積しつつある。 

今後は、さらに施策全体の目的（最終的アウトカム）の検証も視野に入れて、調査手法や内容の見直し・

工夫なども行いながら、長期的・継続的に実施していく必要がある。 

 

 １ 事業進捗状況  

５か年計画においては、事業量などの数量目標を設定していない。 

 

区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 
（執行率） 

事業費（万

円） 
104,000 11,886 22,178 28,043 21,553 

83,660 

（80.4%） 

 

【 事業を実施した現場の状況 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

水環境モニタリング調査は、調査の実施であり、水源環境保全・再生のための直接的な効果を目的とす

る事業でないため、モニタリング調査は実施していない。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果   

令和２年度は実施していないため、第３期５か年計画中に実施した事業モニター結果を記載する。 

【日 程】 令和元年８月７日(水) 

【場 所】 山北町ヌタノ沢、中川 

【参加者】 14名 

 

 

森林のモニタリング調査（対照流域法等による森林の水源かん養機能調査） 

 

4つの調査流域にて、水量や水質、動植物相、土壌、土砂流出量などの変化を調査し、施策評価の長

期的な時系列データを収集・解析 

（写真は、酒匂川水系（丹沢湖上流）のヌタノ沢試験流域における植生保護柵の点検の様子） 
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【テーマ】 

神奈川県が行っている森林のモニタリング調査及び河川のモニタリング調査について、実施状況等をモ

ニターする。 

【事業の概要】 

(ねらい) 

「順応的管理」の考え方に基づき、事業実施と並行して、水環境全般にわたるモニタリング調査を実施

し、事業の効果と影響を把握しながら評価と見直しを行うことで、柔軟な施策の推進を図る。 

(内容) 

水源環境保全・再生施策の実施効果を評価するために必要な時系列データを収集し、効果的な施策の展

開に資する。 

【総合評価】 

 〇 森林のような自然環境に手を入れてその効果が明らかになるまでの時間は、水源環境保全再生のため

に当初計画した 20 年間は短すぎるという感想を持った。徐々にその効果は見えつつあり事業の方向性

に間違いはないように思えるが、20年を超えて何かの形で事業を継続しなければ当初の目的は果たせな

いばかりか、事業によっては止めてしまえば後退するものもある。 

○ 本事業の中で取り組まれているモニタリングに関する研究が、実は必ずしも十分な蓄積があるわけではないと

いうことから、水源環境保全事業全体の効果を把握し、検証してその結果を神奈川県内で公表していくというこ

とに留まらず、関連する学会や世界に向けて積極的に発信されるといいのではないかと考える。そうすることで

よりいい施策の検討や実施に向けたヒントが得られることも期待される。 

○ すでに第３期の段階に入っていることから、視察の対象地の細目のお話しと並行して、丹沢の全体の現状がど

のような段階にあるのか、そこに、ある程度、目途の見えてきた対策手法論を想定したならば、目標達成に向け

て、どのような対策事業内容で、どれくらいの時間量で、さらにはどれくらいの予算で、目標達成につなげてい

く、といったビジョンのお話しをそれぞれの項目ごとにうかがいたいと思った。 

 

 事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

森林のモニタリング調査（対照流域法による水源かん養機能調査）におけ

る、下層植生回復による水源かん養機能改善の検証の結果、植生保護柵を設

置した流域内の下層植生は回復傾向であり、特に植生回復が顕著なヌタノ沢

試験流域では出水時の水の濁りがやや減少傾向であった。流量の安定化等も

含めて継続して検証する必要がある。 

適切な水源林管理による人工林の水源かん養機能保全の検証に関しては、

貝沢試験流域における平成28年度の整備において平成24年度整備と同様に

渓流沿いでの間伐や除伐を控えるとともに木材の搬出においても架線集材

により地表のかく乱に配慮したところ、整備翌年も渓流水質の窒素濃度上昇

などの一時的な整備による負の影響は認められなかった。 

①令和元年10月の台風第19号の影響で、各試験流域で観測開始以降最大

の降雨があり、林地被害はごく小規模な斜面崩壊がところどころで見られる

程度であるが、渓流の多量の土砂流出により観測施設が被災した。施設復旧

①  被災した観測施設については令和 2年
度末までに復旧済みであり、基本的な観
測を再開している。 
 

②  人工林現況調査として初めて、調査対
象地全域の航空レーザ計測を行い、従来
実施してきた現地調査と組み合わせるこ
とで、全域の人工林について、現況を適切
に把握することができた。 

 
③  小型哺乳類と下層植生の関係について

は、新たに野ネズミに着目し、下層植生状
態と野ネズミの生息状況の関係を把握す
る調査を開始した。 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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は順次行っているが、令和元年度内に復旧できなかった箇所もあるため、引

き続き観測再開に向け復旧業務を行う必要がある。 

②人工林現況調査については、５年ぶりの調査を実施した。航空レーザに

よる解析と現地調査を組合せることで森林の現況が適切に把握され、課題の

確認及びその解決に寄与することを期待したい。 

森林のモニタリング調査（森林生態系効果把握調査）では、水源の森林づ

くり事業による森林の整備が、森林生態系の健全性や生物多様性に与える効

果を把握するため、「水源協定林」を対象に、植物・昆虫・鳥類・哺乳類を

調査した。 

小仏山地と箱根外輪山における２地点の調査結果から、スギ、ヒノキ林と

もに間伐後５年経過時点で下層植生の植被率が最も高く、それ以降は低下傾

向であった。整備後５年は間伐による林内の光環境改善効果が維持され、そ

の後は樹木の枝葉の生長によって林内が暗くなるためと考えられ、実際の事

業において繰り返し行われる間伐が林内の光環境管理につながっているこ

とが確認できた。また、下層植生の種数も間伐前と比べて間伐後に多い傾向

であった。さらに、下層植生の植物種数が多く植被率の高いところでハムシ、

ゾウムシ類の種数と個体数が多かった。また、ササラダニ類では、周辺から

の広葉樹リターの供給量の多いところで種数が多かった。鳥類では、下層植

生が繁茂したスギ、ヒノキ林では藪性鳥類の種数が多いことが示唆された。

③哺乳類では林分構造との関係が見いだせなかったため、小型哺乳類と下層

植生回復との関係に絞り込むなどの検討が必要である。 

河川モニタリング調査(動植物調査)では、第３期の酒匂川水系の調査の結

果、全体的な傾向として、相模川水系と同様に、河川水中の窒素濃度の減少

傾向が認められた。両水系の窒素濃度の減少は広域的な窒素発生源からの排

出量の減少が推測されるため、④今後も相模湖及び津久井湖のアオコ発生状

況等について注視していく必要がある。 

また、高度処理型合併処理浄化槽が重点的に整備された丹沢湖上流河川に

おいては、第１期調査から第３期調査にかけて有機的な汚れの指標である

BODやリン等の栄養塩類の濃度が減少する傾向が確認されており、一定の事

業効果が表れている可能性が考えられた。 

⑤河川モニタリング調査（県民参加型調査）では、河川の水質や動植物の

生息状況などの調査を通じて、県民が水源環境に関心を持つ最初のきっかけ

となり得る取組であり、今後、地域の学校の参加など、県民の幅広い参加を

働き掛けていくことが必要である。 

総じて、これまで 13 年間の各種モニタリングによって、各事業の統合的

指標（２次的アウトカム）に関するデータや新たな知見が徐々に蓄積しつつ

ある。 

今後は、さらに施策全体の目的（最終的アウトカム）の検証も視野に入れ

て、調査手法や内容の見直し・工夫なども行いながら、長期的・継続的に実

施していく必要がある。 

 

 
 

④  衛星写真を用いたアオコ評価手法の開
発及びドローンを活用した湖面データの
取得を実施したが、いずれについても課
題が残る結果となった。課題解決のため
に引き続き検討を進めていく。 

 
⑤  新型コロナウイルス感染症の感染防止

の観点から新規の調査員の募集は中止
し、昨年度から継続している県民調査員
で調査を実施した。今後、環境ＤＮＡ技術
を活用して、より幅広く参加できるよう
にしていきたい。 

 
 

 

  



10-6 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

① 森林のモニタリング調査 

①-1 森林のモニタリング調査（対照流域法等による森林の水源かん養機能調査） 

（実施主体：自然環境保全センター） 

(1) 目的（ねらい） 

対照流域法等による施策効果検証モニタリングでは、森林において実施される各事業の実施効果を調

べるために、試験流域で実験的に整備を行い、その効果を定量的、定性的に把握することをねらいとす

る。そのために、水源の森林エリアの４地域にそれぞれ試験流域を設定して、森林整備の前後や整備内

容の違いによる水収支や水質、土砂流出量、動植物相などの変化、差異について長期にわたり時系列デ

ータを収集し、解析を行う。 

また、試験流域におけるモニタリングを補完し、広域的な水源かん養機能の評価を行うため、対照流

域調査等から得られる観測データを用いて、水源地域を包括する水循環モデルを構築し、各種対策の評

価や将来予測のために解析を行う。 

(2) 調査実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験流域 自然特性等 モニタリングのねらい
観測
開始

東丹沢
「大洞沢」

宮ケ瀬湖上流、
新第三系丹沢層群
人工林、シカ影響

シカ管理と人工林管理
の効果を検証する

H21

小仏山地
「貝沢」

相模湖支流、
小仏層群（頁岩）
人工林

水源林整備の効果を検
証する

H22

西丹沢
「ヌタノ沢」

丹沢湖上流、
深成岩（石英閃緑岩）
広葉樹、シカ影響

シカ管理を広葉樹整備
の効果を検証する

H23

箱根外輪山
「フチヂリ沢」

狩川上流、
外輪山噴出物、
人工林

当面は、当該地域の基
本的な水源環境の特性
を把握

H24

相模原市 

緑区貝沢 

清川村 

大洞沢 
山北町 

ヌタノ沢 

南足柄市 

フチヂリ沢 
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(3) 調査の概要 

県内の地形・地質の異なる４地域にそれぞれ試験流域を設定し、各地域の自然特性や水源環境の課題

を踏まえて設定した検証のねらいにしたがってモニタリングを行う。 

各試験流域では、隣接する複数の流域で降水量や河川流量の観測を３年程度継続した後に、一方の流

域で実験的に森林整備を行い、その後の水流出や水質、土砂流出等の変化を他の流域と比較する（対照

流域法）。流域内の森林の変化と下流の水や土砂の流出の変化を結び付けて把握するために、あらかじ

め期待される効果を設定し、変化の想定される項目を中心にモニタリングを行う。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対照流域法：地形その他の条件が似た複数の隣接する流域で、異なる森林施業を行い、その後の各流域の水流出等の変化を比

較していく実験的な調査。 

 

(4) 実施スケジュール 

 

  

第１期 第２期 第４期

H19～23 H24～28 H29 H30 R1 R2 R3 R4～R8

試験流域の
設定

流域実態把握、
森林操作と短期的検証

宮ヶ瀬ダム上流域
（大洞沢）

事後モニタリング継続
　

津久井ダム上流域
（貝沢）

事後モニタリング継続

三保ダム上流域
（ヌタノ沢）

事後モニタリング継続

酒匂川上流域
（フチヂリ沢）

モニタリング継続

総合解析
既往データによる
水循環モデル構築

取得データを活用した水循環モデ
ルによる事業効果予測解析

長期効果予
測

成果
モニタリングの試
験設計

試験流域の現況
モデルによる事業効果予測

最終的効果
の検証

・事前検討
　
・施設整備
　
・観測開始

・事前モニタリング調査継続

・森林操作の実施
　（フチヂリ沢を除く）

・事後モニタリング開始

試験流域のモニタリングの総合解析・とりまとめ
モデルによる広域の施策効果予測とまとめ

解析結果の成果物作成
追加解析

短期～中期の検証結果
長期の施策効果予測

４期以降の取組検討に
かかる科学的知見

第３期

対照流域法等による
モニタリング調査

水源かん養機能検証（短期～長期）と県民説明

施設復旧

状況により補完的な森林操作

森林操作3回目は調整

森林操作

森林整備の前後や整備の有無による差異を検証する 

森林整備を行う流域 森林整備を実施しない 

※大洞沢における検証の筋書きの例 

（植生保護柵や土壌保全工を設置して林床植生を回復させることによって、

下流への水の流出パターンや水質・濁りが改善されることが予想される） 

シカ生息の減（ゼロ）

植生保護柵 土壌保全工

地表流量の減

林床植生の増

土壌侵食量の減

リター堆積量の増

直接流出率の減渓流水の濁りの減

渓流環境の安定化による
生物多様性の向上

水源環境の再生

森林環境

渓流環境

窒素分の流出減
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(5) 調査実施状況 

年 度 実 施 内 容 

H29年度 
① 対照流域法による現地モニタリング調査の継続（４箇所）と検証解析 

② 各試験流域の水循環特性の取りまとめと公表 
 

H30年度 

① 対照流域法による現地モニタリング調査の継続（４箇所）と検証解析 
② 大洞沢試験流域における間伐の効果検証のための詳細調査の開始 
③ 現地調査で得られたデータを活用した既存の水循環モデルの改良（ヌタノ沢、フチヂリ沢） 

R1年度 
① 対照流域法による現地モニタリング調査の継続（４箇所）と検証解析 
② 水循環モデルによるダム上流域の土壌流出解析の追加解析及び検討 
③ 台風第19号による試験流域内の被害及び水土砂流出の実態把握 

R2年度 
① 対照流域法による現地モニタリング調査の継続（４箇所）と検証解析 
② 令和元年東日本台風による試験流域内の被害実態等の把握 

    調査の詳細については、http://www.agri-kanagawa.jp/sinrinken/web_taisho/mizu_top.htmlに記載。 

 

(6) 調査結果の概要 

丹沢山地における下層植生回復による水源かん養機能改善の検証では、大洞沢（東丹沢）とヌタノ沢

（西丹沢）において植生保護柵設置効果について、隣接する植生保護柵を設置しない流域との比較によ

り検証した。その結果、両試験流域ともに、植生保護柵を設置した流域の下層植生は概ね回復傾向であ

り、特に柵設置前の下層植生衰退が激しかったヌタノ沢では回復が顕著であった。植生保護柵内の下層

植生回復は一律でなく特に斜面位置によって異なり、樹冠開空度や土壌水分等が影響している可能性が

ある。また、ヌタノ沢において、柵を設置した流域で出水時の水の濁りがやや減少傾向であった。 

小仏山地における適切な水源林管理による人工林の水源かん養機能保全の検証に関しては、平成24・

28年度の間伐・木材搬出等による影響を検証し、これまでに引き続き流域末端での水の濁りや渓流水質

の窒素濃度上昇などの整備による負の影響は確認されなかった。これは、渓流沿いでの間伐や除伐を控

え、木材の搬出においても架線集材により地表のかく乱に配慮したためと考えられた。 

令和元年東日本台風の影響により被災した各試験流域の観測施設については、令和２年度末までにす

べて復旧し、基本的な観測を再開した。令和２年度に各試験流域の現地調査により林地被害の実態を概

ね把握した。大洞沢と貝沢では小規模の斜面崩壊が確認され、また、いずれの試験流域も流量の増大に

より源頭から渓流の縦横侵食が顕著であり、河床かく乱の影響による台風後の土砂流出の高頻度化や水

生生物相の変化も確認された。現地調査等で得られた各種データについては、さらに解析を行う必要が

ある。 

  

http://www.agri-kanagawa.jp/sinrinken/web_taisho/mizu_top.html
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①-2 森林のモニタリング調査（人工林現況調査）（令和元年度～２年度） 

（実施主体：森林再生課） 

 

(1) 目的（ねらい） 

かながわ水源環境保全・再生施策関連事業のうちの水環境モニタリング（10 番事業）の一環として、

県内水源保全地域内等の民有林のスギ、ヒノキ等人工林について、５年ごとの整備状況等を調査すると

ともに、今後の水源環境保全・再生施策の推進及び森林・林業行政の推進に資する基礎データを得るこ

とを目的とする。 

 

(2) 調査実施箇所 

県内水源保全地域の民有林のスギ及びヒノキ等の針葉樹人工林等 

（令和元年度は県西地域２市８町で実施。令和２年度は県央、湘南地域６市２町１村で実施。） 

 

(3) 調査の概要 

スギ、ヒノキ等の人工林について、それぞれの森林において必要な手入れが適切に行われているかど

うか等について、航空レーザ測量データ解析、現地調査等により現況を把握し、人工林荒廃度（Ａ～Ｄ

ランク、及びランク外）の評価など主に次の業務を行う。 

○【林相識別図の作成と林相判読】 レーザ林相図を作成し、レーザ林相図とオルソ画像注を組み合わせ

て林相区分図を作成、林相判読を行う 

 

林相区分図作成イメージ 

注：空中写真は、レンズの中心から対象物までの距離の違いにより、写真上の像にズレが生じます。オルソ画像は、写真上の像の

ズレをなくし、空中写真を地図と同じように真上からの画像に変換したものです。 

 

○【現地調査】 森林資源解析精度検証及び解析に用いる回帰式の作成に必要な樹木の情報を取得する

ためと、空間情報を用いた手入れ度評価の精度向上のために、現地調査を実施する 

○【森林資源解析】 航空レーザ測量データを用いて、立木密度、樹高、胸高直径、材積、収量比数、

相対幹距、形状比、樹冠長率、樹冠疎密度を算出する 

○【手入れ度評価】 人工林の手入れ度をＡ～Ｄの４段階で評価する 

  

オルソ画像 

レーザ林相図 

判読素図 林相区分図 

スギ 

ヒノキ 

広葉樹 
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Ａランク「手入れが行われている」 

5年以内に整備されているか、良好に成林している 
 
 
 
 

 
 

Ｂランク「十分には手入れが行われていない」 

概ね10年以内に整備が行われている 
 

Ｃランク「手入れが長く行われていない」 

概ね10年以上手入れの形跡がない 
 
 
 
 
 
 

Ｄランク「手入れが行われていない」 

手入れが行われた形跡がない 

 

 

 

 

（4）令和２年度調査結果の概要 

  今回調査では、全域の航空レーザ計測を実施し、その解析により得られた高精度な空間情報を用い

た林相判読、森林資源解析を行うことで、過年度調査以上に、現況を適切に把握することができた。 

森林資源の解析については、現地調査により精度確認を行ったところ、成立本数はスギ、ヒノキと

もに平均誤差率5%前後、樹高はスギで平均誤差率5%、ヒノキで平均誤差率7.9%となった。また、樹高

や樹冠投影面積等を変数に用いた回帰式により推定した平均胸高直径は、スギで平均誤差率6.6%、ヒ

ノキで平均誤差率5.8%となり、それぞれ、現況の把握に十分な精度が得られた。 

 

手入れ度評価については、全域で、高精度の空間情報を用いた評価を行った。現地調査により、評

価値の精度確認を行ったが、今回調査結果と、前回調査結果との整合が得られなかった。評価に用い

る指標及び評価フローの精査が必要である。 
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①-3森林のモニタリング調査（森林生態系効果把握調査）（実施主体：自然環境保全センター） 

(1) 目的（ねらい） 

森林生態系効果把握調査では、第1期５か年計画における県民会議からの意見を踏まえて、森林にお

ける事業実施効果を森林生態系の健全性や生物多様性の面からも評価するための時系列データを取得

する。水源の森林づくり事業では、下層植生の回復や土壌の保全をねらいとしていることから、植物、

土壌動物、昆虫、鳥類、哺乳類などの下層植生や土壌の状態と関係の深い生物群を調査対象とする。 

 

水源林整備後の林相と予想される生物群の変化 

        
 

(2) 調査エリアと対象林分 

水源地域の森林を、地質やシカの生息状況から３エリア（小仏山地、箱根外輪山、丹沢山地）に区分

して、エリアごとに林相と整備状況の異なる９タイプの林分で調査を進める。 

     調査林分数 

        

 

(3) 調査の概要 

林分単位で水源林整備（間伐）の前後における林床植生の増加と、それに依存する各生物群の多様性を評価す

る。 

さらにその結果を、①-1の森林のモニタリング調査（対照流域法等による森林の水源かん養機能調査）と統合

して、間伐→植生（↑地上部のその他生物）→土壌（↑土壌動物）→水源かん養機能のつながりを明らかにする

ことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

間伐前 時間経過間伐直後 数十年後

昆虫

土壌
動物

鳥類

哺乳
類

移動経路

移動経路

種数
少

多様性
低

林縁種の
増加

撹乱種の
増加

種多様性
の増加

藪性鳥類
の増加

リター依
存種増加

植物
種数
少

先駆種
増加

稚幼樹の
増加

種多様性
高

種多様性
高

種多様性
高

種多様性
高

種数
少

林縁種
の増加

林内種
の増加

種多様性
高

※ （ ）内の数字は植生保護柵内でのプロット数

間伐前 後 間伐前 後 間伐前 後 間伐前 後

小仏山地 3 6 3 6 3 6 9 18 27

丹沢山地 4 10(3) 3 10(1) 3 8(2) 10 28(6) 38(6)

箱根外輪山 3 6 3 6 1 2 7 14 21

合計 10 22(3) 9 22(1) 7 16(2) 26 60(6) 86(6)

広葉樹(対照）ヒノキスギ
計

小計
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(4)  実施スケジュール 

 
 

(5)  調査実施状況  

年 度 実 施 内 容 

H29年度 

① 小型哺乳類の補足調査（小仏山地、丹沢山地、箱根外輪山） 

② 過年度データの総合解析（継続） 

③ 広域評価手法の検討 

④ 植物、土壌動物（ミミズ）、昆虫、鳥類、大型哺乳類の追跡調査（小仏山地） 

⑤ リター（落葉落枝）供給量、表層土壌、土壌分解機能の調査（小仏山地） 

⑥ 鳥類の追跡調査（箱根外輪山） 

H30年度 

① 植物、土壌動物（ミミズ）、昆虫、大型哺乳類の追跡調査と土壌環境調査（箱根外輪山） 
② 鳥類の追跡調査（丹沢山地） 
③ 過年度データの総合解析（継続）と中間とりまとめ 

R1年度 
① 丹沢山地内の調査地の林分構造、リター（落葉落枝）供給量植物、昆虫、大型哺乳類の生息状

況の追跡調査と土壌環境調査 
②  過年度データの総合解析（継続）と中間とりまとめ 

R2年度 
① 過年度データの総合解析（継続）と中間とりまとめ 
② 中大型哺乳類調査 
③ 野ネズミの生息状況調査 

 

(6) 調査結果の概要 

・令和２年度は、３地域の２時点のデータが得られたので、モニタリング結果の中間とりまとめを行

うとともに、哺乳類相への影響を野ネズミの生息状況により調べた。 

・スギ・ヒノキの密度管理の状況に関しては、水源林整備で目標とする森林への誘導が進んでいると

期待される結果が得られ、弱度間伐であっても林床植生は緩やかに増加（間伐後 4～8 年後に顕在

化）する傾向が認められた。しかし、間伐によって低木層や亜高木層が増加する傾向は認められ

ず、針広混交林化に向けて階層構造が順調に発達しているとまでは言えなかった。 

・間伐後の経過年と下層植生の植被率との関係をみると、スギ、ヒノキ林ともに間伐後５年経過時点

で最も下層植生の植被率が高くなる傾向が見られた。植物の種数も間伐前よりも間伐後に多い傾向

であった。 

・昆虫の生息状況では、下層植生の植物種数が多く植被率の高いところでハムシ、ゾウムシ類の種数

と個体数が多く、水源林では間伐本数が少なめに抑えられているものの、植被率や植物種数の増加

を通じて林床に生息する昆虫の種多様性を高める効果を確認した。 

・野ネズミの生息状況調査からは、全調査期間を通して林床植生が多い地点ほど捕獲頻度が高く、水

源林整備による植生回復が小哺乳類の生息にプラスに影響していることを示唆する結果が得られ

た。また、並行して行った糞を用いたDNAメタバーコーディング手法による採食植物種の同定調査

からは、植生が多様な林分では、多様な植物を野ネズミが採食していることもわかった。 

・自動撮影カメラによる中大型哺乳類の生息状況調査からは、前回調査とほぼ同じ、7目15科20種の

哺乳類が確認され、シカの撮影頻度が最も多かった。地域別では、小仏山地と箱根外輪山で夏・冬

ともシカの撮影が増加しており、特に箱根外輪山の夏の増加が著しく、両地域でシカの分布拡大が

進んでいることが示唆された。小仏山地では、成オスの割合が高く、侵入初期段階であることが示

唆され、対して、箱根外輪山ではメスの割合が高く定着がすでに進んでいると考えられた。 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

小仏山地 予備調査 １回目調査 2回目調査

丹沢山地 １回目調査 2回目調査

箱根外輪山 １回目調査 2回目調査

補足調査
総合解析

補足調査
総合解析

総合解析

第２期水源施策期間
山域

第３期水源施策期間
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② 河川のモニタリング調査 

②-1 河川のモニタリング調査（河川の流域における動植物等調査）（実施主体：環境科学センター） 

(1) 目的（ねらい） 

河川のモニタリング調査では、河川環境を指標する水生生物、河川と関わりのある陸域生物、生物の

生息環境及び森林管理と密接に関係する窒素、ＳＳ（浮遊物質量）等の水質について調査を行い、将来

の施策展開の方向性について検討するための基礎資料を得るとともに、施策の効果として予想される河

川環境の変化を把握することを目的とする。なお、本調査は、マクロ的な視点で河川環境を把握するも

のであり、個々の河川対策の実施効果を検証するための調査については、それぞれの事業等で実施する

ものとする。 

 

(2) 調査対象河川 

相模川水系及び酒匂川水系 

 

(3) 調査の概要 

河川水辺の国勢調査マニュアル及び水質測

定計画に基づく方法に準じ、相模川、酒匂川

の各水系において、５年に１回のサイクルで

専門機関への委託により調査を行い、経年変

化を把握する。(継続調査)。 

令和元年度に引き続き、省力的かつ撹乱の

恐れが少ない生物調査手法として近年注目

を集めている環境 DNA 調査(調査手法につい

ては参考を参照)を実施するとともに、相模

湖・津久井湖の湖面全体のアオコの発生状況

を把握するため、衛星写真やドローンによる

空撮画像を事業効果の評価精度向上に向け

た調査を実施した。 

 

＜継続調査＞ 

 動植物調査 水質調査 

調査回数・時期 年２回（春～夏及び秋～冬） 年12回（毎月１回） 

調査内容 

水生生物 

（底生動物、魚類、付着藻類、水生植物、両生類、生息環境） 

河川と関わりのある陸域生物 

（鳥類（カワガラス、ヤマセミ、カワセミ、セキレイ類等）、

河原植物） 

pH, BOD, COD, SS, 

DO(溶存酸素量),窒素、

リン、TOC(全有機炭素)、

流量 

 

＜環境DNA調査＞ 

 環境DNA調査 

調査対象種 サンショウウオ類 底生動物 環境DNA技術全般 

調査対象河川 
相模川水系及び酒匂川水系

源流域 

相模川水系及び酒匂川水系 

生物調査地点 

相模川水系及び酒匂川水系 

生物調査地点 

調査回数・時期 繁殖期を中心に原則1回/週 令和元年度採水試料 夏季生物調査時に同時実施 

調査内容 特定種のDNAの有無 

底生動物のうち水生昆虫類

のDNAデータベースの整備

と網羅的調査 

既存の捕獲調査データの解

析 

魚類の定量網羅的調査 

 

河川モニタリング（河川の流域における動植物等調査） 

調査地点 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省HPより   

 

＜衛星画像及びドローンを用いたアオコの発生状況の評価＞ 

調査対象 アオコの原因となるラン藻類(Microcystis属等) 

調査対象湖沼 相模湖及び津久井湖 

調査内容 

・相模湖・津久井湖のアオコ測定の結果と衛星写真のRGB値、VARI指標、NDVI指標を用

いて一般化線形モデルによるアオコ発生判定モデルの作成を実施 

・アオコ発生時期にドローンによる空撮を実施し、ドローン空撮画像によるアオコ発生

状況把握のメリット、デメリットを整理 

 

(4) 実施スケジュール 

取組内容 H29 H30 R1 R2 R3 

相
模
川 

・調査計画の策定 ○     

・動植物等調査  ○    

・とりまとめ  ○    

酒
匂
川 

・調査計画の策定  ○    

・動植物等調査   ○   

・とりまとめ   ○   

第１期から第３期までの調査結果のとりまとめ    ○  

取りまとめ結果を踏まえた次期調査計画の策定     〇 

 

(5) 調査結果の概要 

〇環境DNA調査 

・サンショウウオ類については、ヒガシヒダサンショウウオの繁殖期である12月から３月にかけて週1

回の調査を実施した。 

・底生動物については相模川を中心に水生昆虫を捕獲し、DNA データベースを構築するとともに、試薬

(プライマー)を改善し、検出率向上を図った。 

・また、過去の調査結果を解析することによりカジカと河川の汚れに相関があることなどが明らかとな

った。 

・今後は水源事業の効果により生物相の改善が期待される水域等において、その変化を把握するため環

境DNA調査を活用する予定としている。 
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〇衛星画像及びドローンを用いたアオコの発生状況の評価 

・衛星画像及びドローンによる空撮を実施した結果、いずれについても課題が残る結果となった。 

・衛星画像については、データ数の少なさや衛星画像ごとの特性（色調、撮影角度など）の違いから、

汎用性の高いアオコの評価手法の確立は難しいことが明らかになった。 

・ドローンによる湖面の空撮では、一部電波が届かず空撮ができないことや大きな開放水面では目印が

ないため空撮画像のつなぎ合わせが難しいなどの課題が明らかになった。 

・これらの課題解決のために引き続き検討を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンショウウオ類の環境DNA調査風景         ドローンによる湖面撮影の作業風景 

 

 

 

②-2 河川のモニタリング調査（県民参加型調査） （実施主体：環境科学センター） 

(1) 目的（ねらい） 

県民に対して「かながわ水源環境保全・再生事業」ついて普及啓発を行うとともに、調査によって得

られたデータにより河川のモニタリング調査結果を補完することを目的とする。 

 

(2) 調査対象河川 

相模川水系及び酒匂川水系  

 

(3) 調査の概要 

・これまでは、公募により県民から参加者を募って調査を実施していたが、令和２年度については新型

コロナウイルス感染症対策のため、調査員の公募は中止し、令和元年度から継続して参加している調

査員のみで調査を実施した。 

・河川環境の指標（指標生物、平均スコア値、水質ランク）をもとに毎年度河川を調査する。 

・これまでは、データの精度を確保するため、参加者に採集方法及び生物の分類方法についての講習会

を行っていたが、令和２年度については、新型コロナウイルス感染症対策のため実施せず、代替とし

て調査員対象の採集・同定に関する動画を作成した。 

・得られたデータを解析することにより河川のモニタリング調査結果を補完する。 

 動植物調査 水質及びその他の指標 

調査回数・時期 参加者が任意に定める 

調査内容 底生動物、魚類、水生植物、河原植物 
気温、水温、pH、ゴミの量、透視度、川

底の感触、におい 
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(4) 事業（調査）実施状況 

 

 

 

 

    

     

注：第３期累計については、平成29年度から令和２年度までの実績の累計としている。 

 

(5) 調査結果の概要 

・参加者に河川環境と動植物との関係を理解してもらう中で、「かながわ水源環境保全・再生事業」の

重要性について啓発することができ、併せて、報告いただいたデータにより、動植物等調査の定点40

地点以外の32地点の河川のモニタリングデータを収集することができた。 

 

 

 

 

区 分 
H29年度 

実績 

H30年度 

実績 

R1年度 

実績 

R2年度 

実績 

第3期 

(H29-R2) 

第2期 

(H24-H28) 

第1期 

(H19-H23) 

通算累計 

(H19-R2) 

応募人数 100人 85人 90人 63人 338人 391人 253人 982人 

調査実施

地点 
51地点 62地点 56地点 37地点 206地点 170地点 70地点 446地点 

配信動画(河川講座) 配信動画(同定講座) 
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

水源環境保全・再生施策について、計画、実施、評価、見直しの各段階に県民意見を反映するとともに、

県民が主体的に事業に参加し、県民の意志を基盤とした施策展開を図る。 

 

【 目標 】 

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の取組を通じ、水源環境の保全・再生施策に対する県民の理

解を促進する。 

 

【 事業内容 】 

(1)「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の運営等 

【体制】 

県民会議 
水源環境保全・再生施策に県民意見を反映させるため、有識者、関係団

体、公募委員をメンバーとする県民会議を運営する。 

専門委員会 特定課題を検討するため、専門委員会の運営等を行う。 

部  会 県民意見の集約、県民への情報提供など、目的別に部会の運営等を行う。 

【活動】 

提言・報告 
水源環境保全・再生施策について、各委員会等からの報告に基づき県に

提言、報告 

施策の評価 事業の計画や実施状況の点検・評価、評価指標の検討 

市民事業の推進 県民等による市民活動の実践・支援 

普及・啓発 一般県民や子どもたちへの普及・啓発 

情 報 提 供 
県民フォーラムの開催、広報物の作成・発行、ホームページによる情報

発信 

 

(2)市民事業等の支援 

市民団体やＮＰＯ等が実施する水源環境保全・再生活動に対し、財政的支援等を行う。 

 

【 事業費 】 

第３期計画の５年間計  ２億3,000万円（単年度平均額 4,600万円） 

（うち新規必要額    ２億3,000万円（単年度平均額 4,600万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 県民参加による水源環境保全・再生のための仕組み 
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ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

(1) 事業の点検・評価について 

事業の進捗状況、モニタリング調査結果、県民視点からの事業モニターや県民フォーラムの意見などに

よる多面的な評価を行い、第３期５か年計画の２年目となる平成 30 年度実績版の点検結果報告書をとり

まとめた。 

令和２年度は、施策開始から 12 年目までの事業の実施状況や水源環境保全・再生施策の効果を示す 10

の指標により評価を行った、総合的な評価（中間評価）報告書と次期計画に関する意見書を６月に県に提

出した。また、令和元年度より国の「森林環境譲与税」が譲与されたことを受け、水源環境保全税と森林

環境譲与税の２つの税を活用して推進する施策が重複していないことを県民会議においても確認した。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため県民フォーラム等が実施できなかったこと

により、計画事業費に対する執行率が低下している。コロナ禍においても県民への情報提供は必要なため、

オンライン形式など様々な手法を活用して、県民フォーラム等が開催できるよう検討してほしい。また、

市民事業支援補助金についても、これまで支援を受けてきた市民団体の多くが補助期間終了を迎え、新規

申請団体数が少ないことから、計画事業費に対する執行率が低下している。 

 

(2) 市民事業の支援について 

市民事業支援補助金については、スタンドアップ部門とスキルアップ部門の２つの申請区分により、多

様な市民団体への支援に取り組んできたが、制度開始より13年が経過し、支援を受けられる期間が満了と

なった団体も多い。補助金による支援終了後にも、自立的に水源環境保全・再生のための市民活動が行え

るよう、ファンドレイジング講座や団体同士の交流を深めるための交流会の開催、県ホームページでのイ

ベント情報の掲載など財政面以外の支援にも努めていることは評価できる。 

引き続き、新たな支援団体の開拓に向けて、方策の検討に努めていく必要がある。 

 

(3) 県民に対する普及・啓発、情報提供、県民からの意見集約について 

県民への普及・啓発として、人通りが多く、さまざまな世代層が行き交う場所で施策の説明を行うもり・

みずカフェと、施策の実施内容や取組状況を紹介するシンポジウム形式の県民フォーラムにより、それぞ

れの利点を生かし、これまで効果的に取り組んできたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、もり・みずカフェもシンポジウム形式の県民フォーラムも実施できなかった。コロナ禍にお

いても、様々な手法を活用して、施策の効果を県民に周知し、施策に関する県民意見の収集に努めていく必要が

ある。 

また、施策の終盤に向かって、これまでの取組の成果を県民に分かりやすく説明し、意見を集約するこ

とが重要になってくる。 

 

 １ 事業進捗状況  

この事業で県民会議及び２つの専門委員会と２つの部会（チーム）を設置し、施策の点検・評価のため

のモニタリング調査方法の検討、市民事業支援制度の検討及び結果報告、県民フォーラムの開催及び意見

集約、事業モニター方法の検討等を行ってきた。 

令和２年度より、これまであった３つの部会（チーム）を再編し、「情報発信チーム」と「事業モニタ

ーチーム」として活動することになった。 

数値目標を設定していない事業であるが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、情報発信チー

ムの活動が出来なかったことを除けば、想定していた県民会議の活動自体は、充分実現されたものと考え

られる。詳細については、各関連ホームページに記載している（関連ホームページ一覧は 0-6 ページ）。 

 

 

 

総 括 
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区 分 第３期計画 H29 年度 
実績 

H30 年度 
実績 

R1 年度 
実績 

R2 年度 
実績 

累計 
（執行率） 

事業費（万

円） 
23,000 2,982 3,057 2,406 1,075 

9,520 

（41.4%） 

 

それぞれの活動状況や成果等は次のとおりである。 

 

(1) 県民会議 

水源環境保全・再生施策について、計画・評価・見直しの各段階に県民意見を反映し、県民が主体的

に事業に参加し、県民意見を基盤とした施策展開を図るため、有識者９名、関係団体５名、公募委員10

名、計 24 名で構成され、11 の特別対策事業の実施状況を点検・評価し、その結果を県民に分かりやす

く情報提供する役割を担っている。 

令和元年度実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結果報告書及び同概要版を作成して県に報告した。

また、令和２年６月に、施策開始から 12 年目までの事業の実施状況や水源環境保全・再生施策の効果を

示す 10の指標により評価を行った、「総合的な評価（中間評価）報告書」及び「次期（第４期）『かながわ

水源環境保全・再生実行５か年計画』に関する意見書」を県に提出した。 

第 48回、第 49回県民会議は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、前年に引き続き書面開催とし、

議事審査票により審議を行った。 

●県民会議の主な議題・活動 

令和２年度 

第48回 R2.6.3 各専門委員会の検討状況の報告（書面開催） 

第49回 R3.1.8 各専門委員会の検討状況の報告、県民意見の集約・県民への情報提供など（書面開催） 

第50回 R3.3.25 各専門委員会の検討状況の報告、県民意見の集約・県民への情報提供など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施策調査専門委員会 

施策調査専門委員会は、施策の進捗や効果を把握するための指標･方法、施策の点検・評価及びそれら

の県民への情報提供に関することを所掌している。 

 第３期実行５か年計画に基づく令和元年度の事業実績を対象に、特別対策事業の点検を行い、点検結果報告書

及び同概要版を作成した。 

 また、平成30年度に設定した、森林、河川及び地下水の保全・再生ならびに水源環境への負荷軽減に関する10

の指標を用いて、施策開始の平成19年度から平成30年度までの実績を踏まえて「総合的な評価（中間評価）報

告書（案）」及び「次期（第４期）『かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画』に関する意見書(案)」を作

成し、県民会議に提案した。 

令和元年度より国の「森林環境譲与税」が譲与されたことを受け、水源環境保全税と森林環境譲与税、それぞ

れの税を活用して推進する施策が重複していないことを確認した。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0506/kankyoujouyozei/index.html） 

 

 

次期（第４期）『かながわ水源環境保全・再生

実行５か年計画』に関する意見書」を県に提出 
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(3) 市民事業専門委員会 

市民事業専門委員会は、ＮＰＯ等が行う事業を支援する仕組みの検討を所掌事項としている。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、交流会や現場訪問といった対面事業等の実施は中

止した。 

市民事業支援補助金募集において、広報の強化及び申請書類の一部見直しを行った。また、補助金交

付団体の紹介にかかる県ホームページをリニューアルするとともに、イオン「神奈川再発見フェア」（10

月 15 日～18 日／イオン秦野店）にて、市民団体の活動成果パネルを展示するなど、団体支援及び補助

金事業の周知に取り組んだ。 

令和３年度事業について、８団体10事業の申請があり、うち８団体10事業を採択したが、採択後に

申請を取下げた団体があったため、交付決定は、７団体９事業となった。 

 

(4)  情報発信チーム 

令和２年度から、作業チームの再編に伴い、「県民フォーラムチーム」は「コミュニケーションチー

ム」と再編され、「情報発信チーム」として、水源環境保全・再生施策に関する県民意見の集約及び県

民への情報提供を行うこととなった。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本

方針により、年間を通してイベント等の活動を中止せざるを得ず、施策の成果を県民に周知し、施策に関する県

民意見を収集する機会を設けることができなかった。また、これまで各委員が個別に絵本・紙芝居「かながわ し

ずくちゃんと森のなかまたち」を配布した機関等を対象に、アンケートを実施し、活用状況とその効果について

情報収集を行った。 

 

 (5) 事業モニターチーム 

事業モニターチームは、水源環境保全・再生施策の11の特別対策事業の実施箇所に直接行き、県民の

目線で検証し、その結果を広く県民に発信することを目的に、毎年、事業のモニターを行っている。 

令和２年度は、間伐材の搬出促進及び丹沢大山の保全・再生対策について、モニターを実施した。モニタ

ーの実施にあたっては、現地視察の前に事業概要や実施内容に関する説明を受けるなど、事業モニター

を効果的に行った。 

 

各回のモニター実施状況は次のとおりである。 

●事業モニター実施状況 

実施日 対象事業 実施場所 

令和２年度 

R2.11.11（水） 
間伐材の搬出促進 秦野市 

丹沢大山の保全・再生対策 清川村 
休止 
(新型コロナウイルス

感染症拡大防止のた

め) 

水源の森林づくり事業の推進 厚木市 
地域水源林整備の支援 清川村 

（未実施） 
(林道未復旧のため) 

土壌保全対策の推進 山北町 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

県民参加による仕組み（県民会議、市民事業支援）は、水源環境保全・再生のための直接的な効果を目

的とする事業ではないため、モニタリング調査は実施していない。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果  

県民参加による仕組み（県民会議、市民事業支援）は、水源環境保全・再生のための直接的な効果を目 

的とする事業ではないため、事業モニターは実施していない。 
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 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

令和２年度は県民フォーラムの開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により中止したため、第３

期５か年計画中に実施した県民フォーラムで収集した県民意見を抜粋し、記載する。 

 

○ 市民事業への補助金も必要ですが、その事業を効果的に実施する人材の育成が、より必要ではないで

しょうか。（第38回） 

○ 今日のようなイベントが興味を持つきっかけになると思います。（第43回） 

○ 施策がR8年までありますが、市民参加のイベント等を行い、森林保全の大切さをもっともっと深めて

ほしい。（第45回） 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第３期・令和元年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第３期・令和元年度実績版）の総括 令和２年度までの取組状況 

1) 事業の点検・評価について 

事業の進捗状況、モニタリング調査結果、県民視点からの事業モニターや県民フォーラ

ムの意見などによる多面的な評価を行い、第３期５か年計画の２年目となる平成30年度実

績版の点検結果報告書をとりまとめた。 

令和元年度は、前年度に設定した 10 の指標も評価項目に加え、施策開始から 12年目ま

での事業実績や効果を確認し、平成27年度に続き２回目のとりまとめとなる総合的な評価

（中間評価）報告書や次期計画に関する意見書提出に向けての検討を行った。また、令和元

年度より国の「森林環境譲与税」が譲与されたことを受け、水源環境保全税と森林環境譲与

税の２つの税を活用して推進する施策が重複しないことを県民会議においても確認してい

くこととした。今後は両税を組み合わせた効果について確認、評価していくこととなる。令

和元年度の両税の施策の実績が令和２年度後半に公表されることから、それ以降に確認、

評価することとした。 

第３期５か年計画上の計画事業費に対して平成29年度から令和元年度までの３か年の執

行率が36.7％と低い理由としては、台風第19号等の影響により、予定していた県民フォー

ラム等が実施できなかったことによるものである。また、市民事業支援補助金については、

これまで支援を受けてきた市民団体の多くが補助期間終了を迎え、新規申請団体数が少な

いことがある。 

 

(2) 市民事業の支援について 

市民事業支援補助金については、スタンドアップ部門とスキルアップ部門の２つの申請

区分により、多様な市民団体への支援に取り組んできたが、制度開始より12年が経過し、

支援を受けられる期間が満了となった団体も多い。補助金による支援終了後にも、自立的

に水源環境保全・再生のための市民活動が行えるよう、ファンドレイジング講座や団体同

士の交流を深めるための交流会の開催、県ホームページでのイベント情報の掲載など財政

面以外の支援にも努めていることは評価できる。 

①引き続き、新たな支援団体の開拓に向けて、方策の検討に努めていく必要がある。 

 

(3) 県民に対する普及・啓発、情報提供、県民からの意見集約について 

県民への普及・啓発として、人通りが多く、さまざまな世代層が行き交う場所で施策の説

明を行うもり・みずカフェと、施策の実施内容や取組状況を紹介するシンポジウム形式の

県民フォーラムにより、それぞれの利点を生かし、効果的に取り組んだ。②施策の終盤に向

かって、これまでの取組の成果を県民に分かりやすく説明し、意見を集約することが重要

になってくる。 

令和元年度は、水源環境保全・再生施策に関する県民意見の収集等を図るため、シンポジ

ウムを開催した。 

また、次代を担う子どもたちを対象とした新たな広報ツールとして、前年度に作成した

絵本・紙芝居「かながわ しずくちゃんと森のなかまたち」を配布した小学校に対し、活用

状況等を把握するためのアンケート調査を行った。さらに DVD の作成と配布を行い、活用

を図っている。③これからもより多くの児童に活用してもらえるよう検討する必要がある。 

① 新たな支援団体開拓に向け
て、広報の強化及び申請書類の
一部見直しを行うとともに、令
和２年10月、イオン「神奈
川再発見フェア」にて、市民
団体の活動成果パネルを展
示するなど、団体支援及び
補助金事業の周知に取り組
んだ 

 
② 新型コロナウイルス感染
症の拡大防止に向けた県の
基本方針を踏まえ、イベント
等の活動を中止せざるを得
なかった。オンラインイベン
ト等の検討を行っていく。 

 
③ 新型コロナウイルス感染
症の拡大防止に向けた県の
基本方針を踏まえ、年間を通
して情報発信チームの活動
が出来なかった。 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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○ 県民会議委員の個別意見について 

  令和２年度実績版点検結果報告書に関しては特記事項なし。 

 

 

○ 施策調査専門委員会の検討過程について 

  本点検結果報告書を作成するにあたり、施策調査専門委員会で議論した内容や

意見等については、P12-2～12-5のとおりまとめる。具体な検討状況については、

県水源環境保全課ホームページで掲載している。 

 （http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html） 

 

 

○ 本点検結果報告書の作成について 

  令和２年度実績版点検結果報告書は新型コロナウイルス感染症が拡大状況にあ

る令和３年度に作成した。県民会議として県民フォーラムなどのイベントを開催

することはできない状況であったが、県民会議や施策調査専門委員会は Web 会議

方式も取り入れながら行い、報告書の作成を行った。 

 

１ あとがき 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html
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●主な議題・議論 

開催回 開催日 主な議題・議論 

第 51

回 

R2.4.30 １ 中間評価報告書の作成について 

〇 県民会議委員への２度の意見照会をもとに、図の一部の修正（表記の統一や注の

追記など）を行った。 

○ これまで議論を重ねてきた中間評価報告書全体のエグゼクティブサマリーとして

第１部から第４部までの内容を見開きページにまとめ、目次の前に挿入した。 

○ 河川モニタリング調査の内容に令和元年度に酒匂川で実施した調査結果を追記し

たことを環境科学センターより説明した。令和元年度は冬季にも多様性指数の調査

を実施したが、10月の台風の影響により大きな攪乱を受けたため、夏季のみの評価

データを掲載している。冬季の調査結果は示さないものの、調査を行った旨の追記

をすることとした。 

○ 県の水源環境保全税と国の森林環境譲与税のすみ分け図は、色により水源環境保

全税と森林環境譲与税のどちらの対象となるかを示すために作成したものである。

表し方にわかりにくさがあったと考えられるため、すみ分け図を修正した。 

○ 令和元年に発生した台風 19 号についても事例を当初コラム形式で記載していた

が、状況報告の形式に修正を行った。 

２ 次期（第４期）実行５カ年計画に関する意見書の作成について 

○ かながわ水源環境保全・再生施策大綱に関して、「現時点において、基本的な考え

方などの変更はないものと考えますが、今後の状況によっては、必要な細部の見直

しを行うこともあり得ると認識しています。」という記載については、大綱の修正

を求めるものではないが、将来の選択肢を限定する必要はないと考え、原案のとお

りとする。 

３ 衛星画像を用いたアオコの評価手法について 

○ 新しい手法にて調査を行うにあたり環境科学センターより説明を行った。 

○ これまではポイントでの調査となっていたが、衛星画像を用いることにより面的

に状況を確認することができると考え、令和元年度に試行調査を行い、令和２年度

から本調査を行うこととなった。 

４ 令和２年度の委員会開催スケジュール等について 

○ 事務局より令和２年度の委員会開催スケジュール（変更案）を説明した（年４開

催予定）。 

第 52

回 

R2.９.８ １ 第４期以降における経済評価の実施について 

○ 第２期（平成 26年度）実施内容の確認を行い、第４期の経済評価実施に向けた議

論を行うために意見交換を行った。 

２ 令和元年度モニタリング調査結果作成について 

○ 森林関係のモニタリング調査について森林再生課、水源環境保全課、自然環境保

全センターから、河川のモニタリング調査については環境科学センターから令和元

年度の実施内容を報告した。 

○ 新しい分野の調査では、現在は試行的に実施している調査もあり、整理しきれな

いようなところもあるが、今後は最終的にどういう評価につながるのかというとこ

ろも整理をしていくとよいのではないか。 

２ 令和２年度 施策調査専門委員会の検討内容 



12-3 

開催回 開催日 主な議題・議論 

  ３ 特別対策事業の点検結果報告書(令和元年度実績版)について 

○ 前年度の評価に対応して改善したところを書いているが、例えば第２期終了時（平

成 28年度実績版）のその事業の評価や指摘に対してどのように実施してきたかとい

う視点でも点検をしたらどうか。 

○ 台風第 19号については降雨の状況、被害状況を点検結果報告書内に１か所にまと

めた記述が入っていると読む方としてもわかりやすいのではないか。 

第 53

回 

R2.11.９ １ 第４期における経済評価の実施について 

○ 第４期５か年計画１年目の令和４年度に実施するため、令和３年度８月頃に予算

要求を行うことから、それまでに実施の方針等を議論し、決定していく。 

○ かながわ水源環境保全・再生施策大綱に基づき実施した事業を総合的に評価する

視点のひとつとして経済評価を実施する。第４期に行う経済評価は、施策大綱期間

満了における施策の成果・課題等を確認してとりまとめる総合的な評価（最終評

価）の経済的な側面の評価として活用する。 

○ 施策大綱事業全般を評価対象とする。水源環境保全・再生かながわ県民会議は水

源環境保全税を財源に行う施策に県民意見を反映させるために設置されている組織

ではあるが、最終評価に向けた経済評価においては、その対象は特別対策事業に限

定されるものではなく、施策大綱事業全般の評価をするということになると考えら

れる。しかし、評価結果の分析時などには、特別対策事業の効果が分かる形でも成

果を出せるように検討していく。また、前回実施時（平成 26年度）とは環境に対

する意識や国の施策が変わってきていると考えられるため、施策大綱に書かれてい

る水源環境保全としての直接的な位置づけだけではない副次的な効果についても測

定できないか今後検討していきたい。 

○ 評価手法は仮想的市場評価法（CVM）が実施しやすいと現時点では考えられる

が、評価対象により手法を分けるなどほかの手法についても実施可能性を検討して

いく。 

２ 特別対策事業の点検結果報告書(令和元年度実績版)について 

○ 第３期５か年計画で設定している計画数量に対し、令和元年度は３年目というこ

とで進捗率は 60％程度であると順調に進んでいると思われる。60％よりも大きく進

捗率を下げている事業については事業総括にその理由を記載するようにする。 

○ 11番事業の総括について、もう少し具体的に令和元年度に議論した内容も盛り込

むようにできるとよいのではないか。 

〇 補足的な内容ではあるものの、事務局案にある「Ⅳ あとがき」の最後ではなく、

「Ⅰ はじめに」の最後に３として位置付けてはどうか。 

〇 表の説明を入れるとわかりやすくなるのではないか。 

３ 森林環境譲与税の使途の公表について 

〇 標例としている二酸化炭素固定量の表し方（「普通の家庭が１年間に排出する二

酸化炭素排出量（6.5トン/年）51軒分に相当」という表記の仕方や単位など）に

はわかりやすく、イメージが湧くようなものになるよう工夫が必要ではないか。 

○ 今後の課題ではあるが、県内の生物多様性保全に関するガイドラインと整合する

ようなもので横浜市や川崎市などの都市部の森林づくりについてのガイドラインの

ようなものがあるとよいのではないか。 
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○ 水源環境保全税のより良い使い方を考えるうえでは、森林環境譲与税の動向につ

いての共有は欠かせないと考えられるため、これからも確認はしていきたいと考え

る。 

第 54

回 

R3.２.８ １ 第４期における経済評価の実施について 

〇 前回（第 53回施策調査専門委員会）確定した事項（実施目的、評価の対象・期

間等）を確認し、経済評価を実施するために具体化すべき事項（手法、評価結果の

分析や活用方法等）について議論を行った。 

〇 代替法はわかりやすいため、欧米においても森林の評価を行う時に使われてい

る。ただし、いくらでも価格の高い設定（代替技術など）が可能である点に問題が

あるので、あくまでも標準的なもので代替する必要がある。市民の幸福に関わる部

分は代替法では評価できないので、その点は市民に直接価値を出してもらうことが

望ましい。 

○ 経済評価において評価する機能や便益に関して、SDGsやグリーンインフラスト

ラクチャーという副次的な効果も重要である。 

〇 支払意思額を問う場合には、回答者の属性を確認することも有効である。回答者

の価値観が支払意思額に影響すると考えられているため、その影響を解析すること

は有意義である。 

〇 副次的な効果を測る場合にも定量的に示すことのできるデータがあるも事業を評

価対象とすることになる。 

〇 施策大綱事業全体の評価を CVMで行い、特別対策事業の中で、機能を直接貨幣換

算できるところについては代替法で評価を行う方向で検討している。 

２ 特別対策事業の点検結果報告書(令和元年度実績版)の作成について 

○ 県民会議委員に対して行った意見照会（１回目）での意見内容と対応方針を確認

し、修正を行った。 

〇 全体総括（案）の２段落目末尾の記載について一般的な記述になっており、実際

にどのような取組を行うのかということが見えてこないため、もう一度記載内容を

検討してほしい。 

３ 令和３年度の委員会開催スケジュール等について 

○ 事務局より令和３年度の委員会開催スケジュール（案）を説明し、意見交換を行

った（年４開催予定）。 

４ 森林環境譲与税の実績確認について 

〇 各自治体への譲与額に対し全体的に執行率が低い理由を確認したところ、林野庁

の調査によれば、初年度である令和元年度は譲与額が少ない自治体の多くが基金化

して貯めた上で翌年度以降の活用を考えているとのこと。今後も積み立てを継続す

るということになってくると確認が必要になると思われる。 

〇 県としても県内の市町村に対し、積み立てるだけでなく活用するように伝えてい

るため、今後は執行率も高くなっていくものと想定される。 
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